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論文の内容については、すべて執筆者の個人的見解で

あり、税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の

公式見解を示すものではありません。 
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要 約 

１ 研究の目的（問題の所在） 

  源泉所得税は、源泉徴収の対象となる所得の支払の時に源泉徴収義務者に

納税義務が成立し、これと同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が

確定するため、源泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の消滅時効の起算点

は、「納付の日」になると考えられていた。 

 しかし、名古屋地裁平成 29 年９月 21 日判決において、上記の考え方に基

づく国側の主張に対し、本判決の前提となる事実関係の下では、源泉所得税

の還付請求権を行使することについて、対象となった所得の支払の原因が無

効であったこと等を理由とするその「返還」によって所得の経済的成果が失

われるまでは、源泉所得税の課税要件に欠けるところはなく、「法律上の障害」

があるというべきであるから、当該還付請求権が時効により消滅したとはい

えず、還付すべきであるとする判断がなされた。 

 そこで、本稿では、民法における債権及び他の請求権ほかについて「法律

上の障害」があるなどとされた裁判例から、その意義及び原因を研究した上

で、本判決の妥当性を検討し、源泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の消

滅時効の起算点をどのように考えればよいかを考察するものである。 

 

２ 研究の概要 

（１）民法の消滅時効制度 

イ 消滅時効制度の意義等 

 時効は真実の権利状態と異なった事実状態が永続した場合に、その事

実状態をそのまま権利状態と認めてこれに適用するように権利の得喪を

生じさせる制度である。民法は取得時効及び消滅時効をあわせて「時効」

という上級概念に包括し、民法 144 条以下に規定している。 

 消滅時効期間は一般の債権が 10 年である（現民法 167 条１項）。債権

以外の財産権も 20 年の消滅時効にかかり（現民法 167 条２項）、その代
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表例は用益物件（地上権・永小作権・地役権）である。 

ロ 「法律上の障害」 

 消滅時効の起算点は、当該権利を行使しうる最初の時点をいう（現民

法 166 条１項）。権利は既に発生していても、未だ履行期が到来しない

等の事情があるときは、権利を行使しうる状態にはなっていないのであ

り、これを権利行使上の「法律上の障害」と呼ぶ。特殊の権利について、

権利行使が可能であったとしても、なお、時効期間が開始しない場合が

あることを認めている。すなわち、判例は、そうした権利について、「権

利の行使」につき法律上の障害がないというだけではなく、「権利の性質

上、その権利行使が現実に期待のできるものであること」も必要である

としている（最大判昭和 45 年７月 15 日民集 24 巻７号 771 頁、最判平

成８年３月５日民集 50 巻３号 383 頁、最判平成 13 年 11 月 27 日民集

55 巻６号 1311 頁）。 

 「事実上の障害」とは、権利者がその権利の存在や行使可能性を知ら

ないとか、知らないことについての過失の有無など、権利者の主観的容

態をいい、時効進行については顧慮されない。 

ハ 改正民法前の学説 

 権利行使ができる時の意義について、学説では、現民法第 166 条第１

項にいう「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」とは「権利ノ内容ヲ実現スル

ニ付テ法律上の障碍ノ存セサル時」をいい、「権利行使ニ対スル事実上ノ

障碍ハ時効ノ進行ヲ妨ケス」と説き、これが通説（以下「法律上の障害

説」という。）・判例であった。その後、権利行使が事実上可能になった

ときとする見解と法律上の障害説との対立があり、折衷的な見解として、

「法律上の障害」がないという原理的な基準を具体的に個々の事案に当

てはめる場合のその認定判断に際しての補充的な基準として、「その権利

行使が現実に期待できるものであることを要する」という判断基準（以

下「現実的期待可能性説」という。）があるとする者もあった。 

ニ 改正民法 
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 民法（債券法）改正を内容とする「民法の一部を改正する法律」が、

平成 29 年５月 26 日に可決成立し、同年６月２日に公布され（施行日：

令和２年（2020）年４月１日）、施行日以後に生じた債権は、改正民法

の規定が適用されることとなった。 

 現民法においては、一定の業種についての短期消滅時効の特例（現民

法 170 条～174 条）、が設けられ、また、商法においても商事消滅時効

の特例が設けられていたが、これらを廃止するとともに、消滅時効の長

期化を避けるため、債権の消滅時効の起算点及び期間について、「権利を

行使することができる時」から 10 年という旧法の原則的な消滅時効期

間は維持した上で、「権利を行使することができることを知った時」から

５年という主観的起算点からの消滅時効期間を追加し、そのいずれかが

経過した場合には、時効により債権が消滅するとしている（改正民法 166

条１項）。 

 改正民法の主観的観点からの消滅時効は、①権利行使を期待されても

やむを得ない程度に権利の発生原因等を認識して債権者が「権利を行使

することができることを知った」といえることと、②「権利を行使する

ことができる」ことの双方が満たされた時点から、その進行を開始する。

そして、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点とされる

「損害及び加害者を知った時（改正民法第 724 条第１号）」と同旨にな

ると解される。また、客観的起算点の解釈は現民法の解釈と同様と解さ

れる。 

（２）国税の消滅時効制度 

イ 国税の消滅時効制度の意義・特色 

 国税の消滅時効制度は、徴収権の消滅時効（国税通則法 72 条）と還

付金の消滅時効（国税通則法 74 条）とが規定されており、いずれも時

効期間は５年とされている。国税の徴収権の時効については、援用を要

せず、時効完成後における権利の放棄はできない（国税通則法 72 条２

項）。また、国税の還付金等に係る請求権の消滅時効については、国税の



234 
税務大学校論叢第 95 号 令和元年６月 

徴収権の消滅時効と同様、援用を要せず、時効完成後における利益の放

棄はできない（国税通則法 74 条２項）。 

 また、国税の徴収権及び還付請求権の時効については、別段の定めが

あるものを除き、民法の規定が準用される（国税通則法 72 条３項、74

条２項）。 

ロ 還付金及び過誤納金の意義 

 還付金とは、適法に納付又は徴収が行われたが、後に租税法の計算規

定の適用によって、国が保有する正当な理由がなくなったため、納税者

に還付されるべき税額をいう。 

 過誤納金は過納金と誤納金とからなり、過納金は租税債務の内容を確

定する行為が当然に無効ではないが、それによって確定された税額が過

大であるため減額更正・減額再更正等がなされた場合に、それによって

減少した税額のことである。誤納金は、実定法的にも手続法的にも、納

付または徴収の時点からすでに法律上の原因を欠いていた税額のことで

ある。 

（３）源泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の消滅時効 

イ 源泉所得税制度の意義・概要 

 源泉徴収制度はわが国の税制において、次の二つの特色を持っている。

一つは源泉徴収の範囲がきわめて広いことであり、いま一つは、給与所

得に対する源泉徴収制度がきわめて精密にできていることである。 

 源泉徴収方式によって確定した納税義務を徴収・納付する制度を源泉

徴収制度という。換言すれば源泉徴収制度とは、源泉徴収の対象とされ

ている所得の支払者を源泉徴収義務者（国税通則法 2 条１項５号）とし、

支払者がその支払いの際に、税務官庁に代わって、給与等を受ける源泉

徴収義務者（以下「受給者」と称する場合がある。）の納付すべき所得税

を天引き徴収し、受給者に代わって、徴収した所得税を納付する制度で

ある。 

ロ 源泉徴収制度における支払者、受給者及び国との関係 
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 源泉徴収には、①国と支払者の関係、②国と受給者の関係、③支払者

と受給者の関係、の３つの法律関係が存在する。 

 国と受給者の間には、源泉徴収手続の発生の基礎となる租税実定法（租

税債権債務関係）は存在するが、租税手続法の側面で、両者は完全に遮

断されており、両者が手続的に接合することは全くない。他方、国と支

払者との間では、源泉徴収義務の発生を根拠付けるような租税実定法（租

税債権債務関係）は存在しない。しかるに支払者は、租税手続法の面で

は、自己の本来の納税義務とは直接の関連しない様々な義務を課され、

しかもその過怠は、あたかも自己の義務違反のごとく処罰される。 

 支払者と受給者との間には、民法上の雇用関係等に伴う債権債務関係

は存在するが、それ以外の租税法上の債権債務関係、すなわち租税実定

法関係は全く存在しない。 

ハ 源泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の消滅時効 

 自動確定方式の源泉所得税は、租税確定行為が存在せず、税額が過大

に確定されることはないから、過納金が生じることはないのである。し

たがって、源泉所得税の過誤納金とは給与等の支払の際に自動確定した

本来納付すべき税額と実際に納付された税額の差額が誤納金として生ず

ることとなる。そして、源泉所得税の過誤納金とは、①納税義務がない

のに納付した源泉所得税額、②本来納付すべき税額よりも過大に納付し

た源泉所得税額、つまりは誤納金であるいえる。 

 消滅時効の基本的な考え方である「法律上の障害」がないときはいつ

かという点について、「納付の日」において還付請求権を行使する上での

期限の未到来や、租税確定行為がなされた過納金などは見当たらない。

誤納金が発生していることに気付かなかったり、知らなかったりしてい

ても、それは「事実上の障害」であって「法律上の障害」ではない。し

たがって、源泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の消滅時効の起算点

である「その請求することができる日」は「納付の日」であると考えら

れてきた。 
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（４）消滅時効の起算点に関する裁判例 

イ 最高裁判決 

 最高裁昭和 45 年７月 15 日大法廷判決・民集 24 巻７号 771 頁は、「弁

済供託における供託物の払渡請求、すなわち供託物の還付または取戻の

請求について「権利ヲ行使スルコトヲ得ル」とは、単にその権利の行使

につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、

その権利行使が現実に期待できるものであることをも必要と解するのが

相当である。（下線は筆者）」とする消滅時効の起算点について、新しい

解釈を示すものであった。 

 最高裁平成８年３月５日第三小法廷判決・民集 50 巻３号 383 頁は、

最高裁昭和 45 年７月 15 日大法廷判決の「弁済供託における供託物の払

渡請求、すなわち供託物の還付または取戻の請求について」という限定

が、本判決ではなくなっていることを捉え、例外がないか検討は要する

が一般的解釈を示したものであると考えることができる。 

 最高裁平成 28年３月 31日第一小法廷判決・民集 70巻３号 969頁は、

法律上の規定自体が法律上の障害を生じさせているという点、すなわち、

債権者が宅建業法第 30 条第２項の取戻公告をしない旨を選択し、10 年

後に取戻請求権を行使するという法律の規定自体が法律上の障害を観念

しうるものであるといえるのではなかろうか。 

ロ 学説 

 星野英一教授は最高裁昭和 45 年７月 15 日大法廷判決民集 24 巻７号

771 頁（以下「昭和 45 年判決」という。）以降、「債権者の職業・地位・

教育などから『権利者を行使することを期待ないし要求することができ

る時期』と解すべきである」と述べられた。 

 松久三四彦教授は星野説について、解釈の方向性としては賛成するが、

「権利者の職業・地位・教育などの個性に左右されるべきではないとし、

権利行使を期待しうるか否かは権利者の個性を捨象した通常人を基礎と

して判断すべきである。」としたうえで、この原則の例外を認めるため、
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次のように述べられる。「通説の区分からすると事実上の障碍に該たる事

由であっても、なお、時効の進行開始を妨げるとする妥当な場合があれ

ば、・・・これを認めてよいように思われる。このような場合を便宜的に

客観的事実上の障碍（他を主観的事実上の障碍）と呼び」、客観的事実上

の障碍は「昭和 45 年判決に倣い「権利の性質上、その行使を現実に要

求できない場合」と表現するのがよい」と述べられている。 

 通説とされている星野説では定型的な物差しが必要となる裁判実務に

耐えられる規範とはなり得ず、松久説は、昭和 45 年判決で示された「権

利の性質上、その権利行使が現実に期待できるものであることをも必要

と解する」とする解釈と整合するものであり、本稿においては、現実的

期待可能性説のうち松久説が基準となり得るものと考える。なお、昭和

45 年判決の解釈と松久説との相違は、松久説が権利行使を期待するか否

かは権利者の個性について通常人を基礎として判断するのに対し、昭和

45 年判決は権利者の個性について何らの言及がない点にある。 

ハ 「消滅時効の起算点」を争点とした判例の俯瞰 

 昭和 45 年判決前の判決は、10 年の消滅時効に関する判例に現れた起

算点確定法理について、進行開始障害事由を「法律上の障害」に限定し、

消滅時効の完成を早める傾向にあった。５年以下の短期消滅時効に関す

る判例は、主観的事実上の障害が進行開始障害事由にならないとしたも

の、権利の存在を知っていたとしても、権利行使できなくなるという意

味で、客観的事実上の障害が進行開始障害事由とされたものもあった。 

 そして、昭和 45 年判決以降の現民法第 167 条第１項の 10 年の消滅時

効に関する判決は、「法律上の障害」を時効進行開始障害事由としつつも、

実質的には昭和 45 年判決の起算点確定法理に基づいて、客観的事実上

の障害を進行開始障害事由とするものであった。５年以下の消滅時効に

おいても、実質的に昭和 45 年判決の起算点確定法理に基づき、客観的

事実上の障害を時効進行開始障害事由とするものがある。また、最判平

成 15 年 12 月 11 日第一小法廷判決は保険約款の解釈に関するものであ
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るが、昭和 45 年判決の起算点確定法理に基づき、主観的事実上の障害

を進行開始障害事由としたものであった。 

 最高裁昭和 45 年大法廷判決の「「権利ヲ行使スルコト得ル」とは、単

にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さら

に権利の性質上、その権利行使が現実に期待できるものであることをも

必要」とする新しい解釈は、その後の昭和 45 年判決を引用した下級審

の裁判例のほか、一定数存在しており、判例法理を形成しつつあると考

える。 

 なお、どのような「権利の性質」であれば、「権利行使が現実に期待で

きる」ことを要するかは専ら司法判断によるものであり、その点で予見

可能性に乏しいと考えられるが、この判例法理を適用した裁判例が参考

となる。 

 

３ 結論 

（１）「法律上の障害」等の意義及び原因 

イ 意義 

 「法律上の障害」とは、権利は存在するがこれを行使することが法律

的にできないことをいう。換言すれば、その権利を実現する訴訟を提起

しても請求認容の判決をえられないことをいうものである。典型的には

期限の定めのある債権に係る履行期未到来、停止条件付債権に係る停止

条件の未成就などが挙げられる。 

 さらにいうならば、消滅時効の起算点が後ろ倒しされることであり、

その起算点まで、遡るものである。 

ロ 原因 

 本章で掲げた、消滅時効の起算点が争点とされた裁判例のうち、「法律

上の障害」があったとする判決のほとんどが、制度上の趣旨や仕組みか

ら時効の完成が許されないとするものであった。また、昭和 45 年判決

の判例法理（「権利ヲ行使スルコトヲ得ル」とは単に権利の行使につき法
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律上の障害がないというだけではなく、権利の性質上、その権利行使が

現実に期待できるものであることをも必要）が同判決以降の裁判で広く

適用されるようになってきている。 

 なお、本稿では現民法下における消滅時効の起算点に関する学説等と

して、「法律上の障害説」、「現実的期待可能性説」及び「判例法理」の３

つを挙げた。 

 いまだ、「法律上の障害説」が通説とされているが、本稿における研究

では「判例法理」が確立しつつあると考えている。 

 改正民法下における客観的起算点（改正民法 166 条１項２号）が「法

律上の障害説」なのか「現実的期待可能性説」又は「判例法理」に拠る

こととなるかは今後の解釈に委ねられているとされているが、現民法下

における解釈と同様であると考えてよかろう。 

 そして、現民法下における消滅時効の起算点が後倒しされる事象の原

因は、法律上の障害説、現実的期待可能性説、判例法理のいずれに当た

る場合であっても、次のいずれかまたは両方に該当する場合などに発生

するものと分析した。 

① 制度上の趣旨や仕組みから、時効の完成が許されないこと。 

② ある前提事実について、後に真実が判明し確定するといった、権利

行使が現実に期待できない特段の事情があること。 

（２）名古屋地裁平成 29 年９月 21 日判決・裁判所ウェブサイト 

イ 事案の概要 

 会社であるＸ（原告、役員退職慰労金支給時はＥ社、後にＦ社はＥ社

を合併しＸはＦ社を合併する。）は平成 20 年４月６日開催のＥ社の臨時

株主総会で役員退職慰労金２億 8,000 万円を支給する旨の決議を行った

として、平成 20 年５月 30 日を含め４回に分けて元代表者訴外Ａに支給

し、Ｅ社は同年６月３日に源泉所得税及び市県民税を納付した。そして、

平成 27 年の別件の名古屋高裁の控訴審判決で、平成 20 年４月６日開催

の株主総会は不存在で、退職金の支給は法律上の原因を欠くものであり、
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Ａに対し、退職金手取額に相当する金額等の支払を命じる判決が確定し

た。平成 27 年３月 30 日及び４月 14 日に元代表者ＡからＸへ退職慰労

金が返還された。時を同じくして平成 27 年４月７日ＸはＹ税務署長（被

告）に対し、源泉所得税の還付請求書を提出したが、Ｙはこれに応じな

かった。その結果、Ｘは名古屋地裁に提訴し、次の理由により国が敗訴

した。 

ロ 判旨 

 「国税通則法第 74 条１項所定の「その請求をすることができる」と

は、民法 166 条１項の「権利を行使することができる」と同義であるか

ら、その権利の行使について法律上の障害がないこと、及び権利の性質

上、その権利行使が現実に期待できるものであることを要すると解する

のが相当である（同項に関する最高裁昭和 40 年（行ツ）第 100 号同 45

年７月 15 日大法廷判決・民集 24 巻７号 771 頁、最高裁平成４年（オ）

第 701 号同８年３月５日第三小法廷判決・民集 50 巻３号 383 頁参照）。 

 ・・・源泉所得税については、申告納税方式による場合の納税者の税

額の申告やこれを補正するための税務署長等の処分（更正、決定）賦課

課税方式による場合の税務署長等の処分（賦課決定）なくして、その税

額が法令の定めるところに従って当然に、いわば自動的に確定するもの

とされている（最高裁昭和 43 年（オ）第 258 号同 45 年 12 月 24 日第

一小法廷判決・民集 24 巻 13 号 2243 頁参照）。 

 しかしながら、支払者が源泉徴収義務の発生する所得を支払い、源泉

所得税を納付した後になって、その支払いの原因が無効であったこと等

を理由として、支払者が上記所得に相当する金員の返還を受けたことに

より、上記所得の支払による経済的成果が失われる場合がありえるとこ

ろ、このよう場合について、被告の主張するとおり、当初から租税法律

関係が存在しなかったものとして、源泉所得税の納付時にその還付請求

権が発生すると解したとしても、前記（１）で説示したとおり、所得税

法上の所得は専ら経済的面から把握すべきものであり、経済的にみて利
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得者がその利得を現実に支配管理し、自己のために享受する限りその利

得は所得を構成するのであるから、上記返還によって所得の経済的成果

が失われるまでは、源泉所得税の課税要件に欠けるところはなく、上記

源泉所得税についての還付請求権を行使するにつき、法律上の障害があ

るというべきである。（下線は筆者）」 

ハ 考察 

 本判決は、Ａ及びＢが原告の経営権を争っている中、原告が退職慰労

金を支給したという前提事実が、後に無効であることが別件訴訟１及び

２で既判力をもって確定し、退職所得の該当性や退職の事実についても

問題は認められなかったとする事実認定があり、また、元代表者Ａから

原告に対し退職慰労金相当額及びその利息として２億７千万円もの多額

の金員が返還された、という高いハードルをクリアしたきわめてまれな

事例判決といえ、個別事案としての判示は妥当なものといわざるを得な

いものと思料する。すなわち、前提事実の無効が別訴の確定判決により

確定的になり、多額の金員が返還された結果、消滅時効の起算点につい

てたまたま「法律上の障害」があったと評価されたのではなかろうか。 

 本判決は源泉所得税の誤納金の還付請求権に係る消滅時効の起算点に

つき「法律上の障害」があるとされた事案であるが、大量反復的な処理

が求められる税務署職員による課税実務においては、過度に個別具体的

考慮を求めることは困難であり、原則的な源泉所得税の誤納金に係る還

付請求権の消滅時効の起算点は「納付の日」と解すべきである。なぜな

らば、源泉徴収に係る租税法律関係がいつまでも不安定な立場に置かれ

ることとなり、国税通則法第 74 条第１項、第２項の趣旨を没却しかね

ないこととなるからである。 
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はじめに 

国税の過誤納金に係る還付請求権は、民法 166 条１項の「権利を行使するこ

とができる」と同義の国税通則法 74 条１項所定の「その請求をすることがで

きる」日から５年間行使しないことによって、時効により消滅する（東京高判

昭和 50 年４月 16 日訟月 1345 頁）。そして、源泉所得税は、源泉徴収の対象と

なる所得の支払の時に源泉徴収義務者に納税義務が成立し、これと同時に特別

の手続を要しないで納付すべき税額が確定するため、源泉所得税の過誤納金に

係る還付請求権の消滅時効の起算点は、「納付の日」になると考えられていた。 

しかし、名古屋地裁平成 29 年９月 21 日判決において、上記の考え方に基づ

く国側の主張に対し、本判決の前提となる事実関係の下では、源泉所得税の還

付請求権を行使することについて、対象となった所得の支払の原因が無効で

あったこと等を理由とするその「返還」によって所得の経済的成果が失われる

までは、源泉所得税の課税要件に欠けるところはなく、「法律上の障害」がある

というべきであるから、当該還付請求権が時効により消滅したとはいえず、還

付すべきであるとする判断がなされ、これまでの還付請求権の消滅時効の起算

点についての考え方に大きく影響を及ぼす状況となっている。 

本判決の判示内容の国税に関して「法律上の障害」があるとされる他の裁判

例は現状では見当たらないが、民法における債権及び他の請求権ほかについて

「法律上の障害」があるとされた裁判例は少なからずあることから、その意義

及び原因を研究した上で、本判決の妥当性を検討し、源泉所得税の過誤納金に

係る還付請求権の消滅時効の起算点をどのように考えればよいかを検討するも

のである。 

本稿は国税通則法第 74 条「その請求をすることができる日」の解釈を中心

に研究するものであるが、その解釈は同義の民法第 166 条の解釈に負うところ

が大きい。同条は①明治 29 年４月 27 日法律第 29 号として公布され、②平成

16 年に現代用語化がなされた。また、民法（債券法）改正を内容とする③「民

法の一部を改正する法律」が、平成 29 年５月 26 日に可決成立し、同年６月２
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日に公布され（施行日：令和２年（2020）年４月１日）、施行日以後に生じた

債権は、改正民法の規定が適用されることとなり、同法 166 条を含め時効に関

する重要な改正が行われている。 

したがって、本稿における民法 166 条に関しての記載は、その引用文献が書

かれた時代により上記①～③のそれぞれの法律によるものであることをご留意

いただきたい。本稿が書かれた令和元年６月末現在における適用民法を「現民

法」、平成 29 年改正による民法を「改正民法」と表示することとし、現代用語

化前の条文については現民法に含めることとした。参考として条文を文末に掲

示するので、適宜参照していただきたい。 

 

改正民法（平成 29 年法律第 44 号） 

第百六十六条（債権等の消滅時効） 

１ 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使

しないとき。 

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。 

２ 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二

十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 

３ （略） 

 

現民法（平成 16 年法律第 147 号） 

第百六十六条（消滅時効の進行等） 

１ 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 

２ （略） 

第百六十七条（債権等の消滅時効） 

１ 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 

２ 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。 
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現代語化前民法（明治 29 年法律第 89 号） 

第百六十六条 

消滅時効ハ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ進行ス 

（略） 

第百六十七条 

債権ハ十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 

債権又ハ所有権ニ非サル財産権ハ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 
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第１章 民法の消滅時効制度 

第１節 消滅時効制度の意義 

１ 時効制度の意義 

時効は真実の権利状態と異なった事実状態が永続した場合に、その事実状

態をそのまま権利状態と認めて、これに適用するように権利の得喪を生じさ

せる制度である。そして、元来、法律は真実の権利状態と異なった事実状態

が存在するときに、これを真実の状態に戻すことをその使命とするが、一定

の状態が永続し、なにびともこれを争わないときは、社会はその事実関係を

基礎として、その上に種々の取引関係を築き上げていくものだから、後になっ

てそれをくつがえすことは、かえって社会の取引関係を混乱させ、秩序を乱

すことになる。これを避けて、取引の安定を保ち、秩序を維持することも、

また、法律の使命だといわなければならない。時効制度の根本的な存在理由

は、この点に存する(1)。 

２ 時効制度の概要(2) 

民法は、取得時効及び消滅時効をあわせて「時効」という上級概念に包括

し、144 条以下に規定している。すなわち、民法は、法律に規定されている

一定の期間ある権利を行使しないという法律要件により、その権利の消滅と

いう法律効果を生ずる制度を消滅時効と呼び、民法に規定されている一定期

間、ある権利の行使に該当する事実が継続して存在したという法律要件によ

り、その権利の取得という法律効果を生ずる制度を、取得時効と呼んでいる。 

 従来学者は、消滅時効と取得時効を区別しないで、その両者に共通の機能

ないし目的として、①長期間継続した事実状態を維持することが、法律関係

                                                           
(1)  我妻榮ほか『第５版 我妻・有泉コメンタール民法‐総則・物件・債権-』280 頁（日

本評論社、2018）。 
(2)  川島武宜編著『注釈民法（５）総則（５）』12 頁（有斐閣、1967）。 
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の安定のために必要であるということ。②「権利の上に眠っている者」－権

利の行使を怠った者－は法の保護に値しないということ、③あまりに古い過

去の事実について、立証することは困難であることにかんがみ、その立証に

代えて、一定事実の一定期間の継続の立証をもって、権利の存在あるいは義

務の不存在の主張をなすことを許す必要があること、等を挙げている(3)。ま

た、このほか、長期間継続した事実は、法律上正当な根拠に基づくものであ

る蓋然性が多いからだ、という説明も可能であろう(4)。 

３ 沿革(5) 

民法典は、総則、物権、債権の３編が 1896 年（明治 29 年）４月 27 日法

律第 89 号として公布され、1898 年（明治 31 年）７月 16 日に施行された。

その後 2004 年（平成 16 年）法律第 147 号により、全面的に「現代用語化」

された。 

親族、相続の２編が 1898 年（明治 31 年）６月 21 日法律９号として公布

され、同年７月 16 日から施行された。その後 1947 年（昭和 22 年）12 月

22 日法律第 222 号により全部改正され、文章として口語化された。そして、

改正法は翌年 1948 年（昭和 23 年）１月１日に施行された。 

このようにわが国の民法典は、５編から成っているのであるが、これだけ

の民法典を持つにいたるまでには、明治初年からの長い紆余曲折を経てきた。

本稿では筆者が必要と認める範囲で、旧民法典の成立、民法典論争、現民法

典の編纂、戦後の民法改正、2014 年の民法の口語化、2017 年（平成 29 年）

民法（債権法）改正に至るまでについて概括する。 

（１）旧民法典の成立 

 1869 年（明治２年）、太政官に制度局が置かれ、江藤新平がその中弁（太

政官に直属する官名）となり、民法会議を作って、民法の編纂に着手した。

                                                           
(3)  我妻栄『新訂民法總則［民法講義Ⅰ］』430 頁（岩波書店、1965）。 
(4)  我妻光俊「私法における時効制度の意義」法学協会雑誌 48 巻２号 207 頁（1930）。 
(5)  我妻ほか・前掲注(1)3 頁-15 頁参照。 
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これが民法編纂事業の端緒である。 

 1873 年（明治６）年４月、当時司法卿であった江藤が参議に昇任するこ

とになり、民法典の編纂はその主宰者を失った。その年の 11 月に来日し

たフランス人ボアソナードなどを賛助者として、刑法、治罪法、民法、商

法及び民事訴訟法の５法の編纂を開始し、民法は 1878 年（明治 11 年）４

月までに一部の草案が司法卿に提出された。しかし、この草案は陽の目を

みず、翌年３月から民法編纂事業は、ボアソナード原案起草による体制に

移行することとなった。1880 年（明治 13 年）６月太政官臨時官として設

けられた民法編纂局が発足すると、ボアソナードを中心に、当時の元老院

議官などを委員として仕事が進められ、1886 年（明治 19 年）３月によう

やく一部の草案を脱稿して内閣に提出した。民法編纂局は太政官制度の廃

止にともない廃止され、残りの部分を完成する作業は、司法省に引き継が

れた。1886 年の条約改正会議の余波をこうむって、外務省に設けられた法

律取調委員会で、ボアソナードによる原案をもとに、改めて民法編纂が行

われることとなった。その後、司法省取調委員会では、人事編、財産編、

財産取得編、債権担保編、証拠編の５編に分け、人事編と財産取得編中の

相続・贈与・遺贈・夫婦財産契約に当たる部分、すなわち今日では家族法

と呼ばれる部分を熊野敏三らが、その他の部分をボアソナードが担当して

草案を完成した。そして法律として公布され、1893 年（明治 26 年）１月

１日に施行されることとなった。これが、旧民法典である。財産法の部分

をボアソナード民法と呼ぶこともある。この旧民法は次でみるように施行

されずに終わったが、それにもかかわらず、現行民法の成立までは、裁判

などにおいて事実上の影響力をもったとされている。 

（２）民法典論争 

 従前から法典編纂事業が拙速主義で行われることを批判した学者が、こ

れを外来思想の直訳であるとして攻撃を加え、その施行の延期を強力に主

張した。これに対し、実施論者も活発に応戦し、ここに朝野の法曹界を二

分する大論争が展開された。そこには、旧民法を支持するフランス法派と
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これに反対するイギリス法派の対立、不平等条約の改正（そのためには、

基本的諸法典の整備が不可欠であった。）を巡る政治的対立などの背景も

あった。これがいわゆる民法典論争である。 

 この論争の結果、1892 年（明治 24 年）６月の議会で、民法・商法の施

行延期の法律案を通過させた。このようにして論争は延期派の勝利に帰し、

その結果、旧民法典は、ついに陽の目を見ないで葬り去られたのである。 

（３）現行民法の編纂とその整備 

 旧民法の施行の延期は、もとより単なる延期ではなかった。その間に別

個の民法典を編纂しようというのである。今度はあたかも当時発表された

ドイツ民法典の第一草案を主に参考にしながら、旧民法を土台としつつ、

なおフランス民法その他世界の多くの民法典をも参考として、仕事が進め

られた。起草委員の手になった草案は、順次、法典調査会において審議さ

れ、1896 年（明治 29 年）12 月までの毎週にわたる会議を経て、ついに民

法典全編を議了した。その間、総則、物権、債権の３編は 1895 年中に議

了したので、これだけが切り離されて 1896 年（明治 29 年）１月に議会に

提出され通過し、同年４月 23 日法律第 89 号として公布され、同時に旧民

法中財産関係の部分が廃止された。つづいて、親族、相続の２編も、1898

年（明治 31 年）５月に議会に改めて提出されて通過し、６月 21 日法律第

９号として公布され、同時に、旧民法中身分関係の部分が廃止された。こ

のようにして民法全編は、同年勅令 123 号で同年７月 16 日から施行され

たのである。 

（４）民法典の性格 

 このように成立したわが国の民法典は、形式的には、旧民法がフランス

民法にならったインスチツチオネス式(6)の編別であるのに対し、ドイツ民

法にならったパンデクテン式(7)編別を採用した。 

                                                           
(6)  ６世紀に作られたローマ法大全のうち Institutiones と題された部分にならったも

のであり、基本的に人・物・行為の各部分から構成される。 
(7)  ドイツ民法 Pandectae と題された部分にならったものであり、基本的に総則、各
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 内容について見ると、19 世紀の総決算として個人主義思想の燗熱を示す

1900 年施行のドイツ民法に近い。わが国のそれは、主にドイツ民法の第一

草案（1888 年）に範をとったので、その施行時期はドイツ民法に先立ち、

その内容においても若干古い。わが民法を歴史的に位置づけてみれば、そ

の性格がどのようなものかわかるであろう。個人主義的思想がその全面に

いきわたっていて、その中から団体主義思想を盛った規定を拾い上げるの

には困難を感じるのである。 

 もっとも、家族法においては、わが国固有の民族慣習を取り入れ、家族

生活の団体性を強調していたのであるが、それは強大な戸主の統率権のも

とにおかれた封建的家族制度であり、家族法の領域では、むしろ個人の真

の開放こそ必要とされたのである。 

（５）戦後から現在までの改正 

 日本国憲法の採った男女平等と個人の尊厳の理想を家族生活の中に実現

するために、親族編と相続編を全面的に改正することは、既定の事実であっ

た。1947 年（昭和 22 年）12 月 22 日に法律第 222 号としてこれを公布し、

1948 年１月１日に施行した。民法の前３編については、親族編及び相続編

に関係する若干の修正ほかを除き、大きな改正はなされていない。 

 その後の大きな改正としては、2004 年（平成 16 年）12 月１日に法律第

147 号として公布し、翌年４月１日に施行した現代用語化がある。この改

正の主たる目的は民法第１編から第３編の「表記の現代用語」にあるとさ

れているが、第４編、第５編についても、条文の見出しを付するなど、表

記の統一を図る整備が行われている。 

 そして、一般的に民法（債権法）改正といわれる「民法の一部を改正す

る法律（平成 29 年法律第 44 号）」が、2017 年（29 年）５月 26 日に可決

成立し、６月２日に公布された（施行日：令和２年４月１日）。この改正で

は総則の、特に時効に関する規定などについても、重大な改正がなされた。

                                                                                                                             
則で構成される。 
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総則・物権・債権といういわゆるバンデクテン体系は維持されたが、財産

法においては民法制定以来、最大の改正である。 

４ 除斥期間 

消滅時効に類似する制度に「除斥期間」というものがある。これは権利の

存続期間を限定するものであって、この期間を経過した後の権利行使を除斥

するという意味の制度である。この期間内にその権利を行使しなければ、権

利は当然に消滅し、時効のように「時効の中断」ということもなく、また、

当事者の援用も必要としない。民法は総則においてこのような制度について

何も規定していないし、その効力などについても言及していないが、明らか

に除斥期間を定めていると解される規定は相当に多い。条文に「時効によっ

て消滅する」とある場合には明瞭に時効であるが、そうでない場合には除斥

期間であるといちおうは解されている(8)。 

第２節 消滅時効期間 

１ 債権など 

一般の債権は 10 年である（現民法 167 条第１項）。債権以外の財産権も

20 年の消滅時効にかかり（現民法 167 条２項）、その代表例は用益物件（地

上権・永小作権・地役権）である。 

 形成権で期間の定めのないものは、一般の債権に準じて 10 年である（商

事に関する場合は５年（現商法 522 条））とするのが判例である(9)。形成権行

使の結果として生ずる請求権の消滅時効は、形成権行使の時から進行すると

いうのが判例である(10)。すなわち、形成権とその行使の結果生ずる請求権と

は、それぞれ別個の制限期間に服するというものである。学説は、例えば、

                                                           
(8)  我妻ほか・前掲注(1)281 頁。 
(9)  大判大６.11.14 民録 23 輯 1965 頁、大判大 10.３.５民録 27 輯 493 頁。 
(10) 大判大７.４.13 民録 24 輯 669 頁。 
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取消に基づく不当利得返還請求権のように、形成権が請求権を行使するため

の単なる論理的前提にすぎない場合には、形成権の期間制限は、形成権行使

の結果生ずる請求権についての期間制限でもあると解するものが有力であ

る(11)。 

２ 消滅時効にかからない権利 

所有権は消滅時効にかからないので（現民法 167 条２項）所有権に基づく

権利である物権的請求権・共有物分割請求権（民法 256 条）・相隣権（民法

209 条以下）も消滅時効にかからない。また、事実状態に随伴する占有権（民

法 180 条）も消滅時効にかからない。さらに、所有権以外の物件に基づく物

権的請求権や、被担保債権に従たる権利である担保物件は、その物件や被担

保債権から独立して消滅時効にかかることはないと解されている(12)。 

３ 判決などにより確定した権利 

判決などにより確定した権利は、本来の消滅時効期間が 10 年より短いも

のでも、消滅時効期間は 10 年となる（現民法 174 の２ １項）。理由として

は、権利の存在についての確証が生じたことや、時効を中断させるために訴

訟を短期間に繰り返すことの煩わしさがあげられている(13)。 

第３節 消滅時効の起算点 

１ 現民法 

（１）起算日 

 消滅時効の起算点は、当該権利を行使しうる最初の時点をいう（現民法

166 条１項）。つまり期限付権利にあっては期限到来の時、期限の定めなき

                                                           
(11) 山田卓生ほか『民法Ⅰ総則[第２版]』251 頁（有斐閣、1995）。 
(12) 山田ほか・前掲注(11)253 頁。 
(13) 山田ほか・前掲注(11)253 頁。 
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権利にあっては当該権利発生の時である。ところで、時効期間は日以上の

単位をもって定められるから、ある日のうちの確定したある時刻を弁済期

と定めた場合や、ある時刻に権利発生の原因事実が生じた場合のごときは、

右時刻の属する日の翌日から時効期間を起算すべきである（民法 140

条）(14)(15)。 

（２）「権利ヲ行使スルコトヲ得ル」の意味 

 消滅時効は、権利を行使しうるにかかわらず、これを行使しない状態の

継続に対して権利消滅の効果を与えるものである。ゆえに、権利を行使し

えない状態にある間は、たとえ権利は発生していても、未だ消滅時効が進

行を開始することはありえない。しかしながら、客観的には権利が発生し、

かつ行使しうるべき状態にあっても、具体的には権利行使が事実上困難も

しくは不可能と見られる場合がある。特に、権利者自身が義務者を覚知し

なかったり、さらには権利の存在自体を知らないということもありえる。 

 時効に関する規定であって、権利者の一定の主観的容態とくに当事者が

権利の存在を知ったときなどから、時効期間を起算するものと明定するも

のについては問題はない。問題は特別の法文がない場合に現民法第 166 条

の「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」を如何に解するかである。判例は古く

から権利行使についての障害を「法律上の障害」と「事実上の障害」といっ

た表現で分類し、前者は時効の起算点に影響を及ぼすが、後者は影響を及

ぼさないという態度を採る(16)。 

（３）権利行使上の「法律上の障害」 

イ 法律上の障害 

 権利は既に発生していても、未だ履行期が到来しない等の事情がある

ときは、権利を行使しうる状態にはなっていないのであり、これを権利

                                                           
(14) 大判大６.11.８民録 23 輯 1762 頁。 
(15) 幾代通『総合判例叢書 民法（８）「消滅時効の起算点」』３頁（有斐閣、1958）。 
(16) 幾代・前掲注(15)6 頁。 
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行使上の「法律上の障害」と呼ぶ(17)。 

 「法律上の障害」は、一般には「期限」についての種々の類型、問題

状況に照らして検討されることが多い。一般論としては、履行期につい

て、確定期限、不確定期限、期限の定めのない場合に分けて説明され、

これが基本形となる。それぞれについて、「権利を行使することができる

時」、すなわち法律上の障害がない時といえる時とは、確定期限の場合に

は期限到来の時（大判昭和６年６月９日法律新聞 3292 号 14 頁参照、履

行期が合意により変更されれば、時効の起算点も変更される。）、不確定

期限も期限到来の時（大判大正４年３月 24 日日民録 21 輯 439 頁）、期

限の定めのない場合については債権成立の時と解されている（大判大正

９年 11 月 27 日民録 26 輯 1797 頁参照）。不確定期限の場合や期限の定

めがない場合においては、相手方を付遅滞とすることまでは要されない

（大判大正３年３月 12 日民録 20 輯 152 頁）。 

 また、判例は、債権の履行期を到来させるかどうかについての債権者

の選択権が法令又は契約において基礎付けられていたとしても、それが

債権者の自由な判断に選択を委ねる趣旨と認められる場合には、当該選

択権を行使できるからといって直ちに「法律上の障害」がないとは言え

ない、という姿勢を示しているように見える。例えば、判例は割賦払戻

債権について割賦払の約定に違反した場合の請求失期の約定がある場合

も、債権者が残債務全額について意思表示をした場合に限り、初めて残

債権全額について消滅時効が進行する（大判昭和 15 年３月 13 日民集

19 巻 544 頁、最判昭和 42 年６月 23 日民集 21 巻６号 1492 頁）として

いるが、同大判大正 15 年３月 13 日は、期限の利益を喪失させるかどう

かを債権者の自由であることを重視している(18)。 

ロ 権利の性質上その権利行使が現実に期待できること 

 特殊の権利（供託物取戻請求権、自動車損害賠償保障法第 72 条第１

                                                           
(17) 幾代・前掲注(15)11 頁。 
(18) 田子真也編『時効・期間制限の理論と実務』17 頁（日本加除出版、2018）。 
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項前段による後遺障害による損害の填補の請求権等）について、権利行

使が可能であったとしても、なお、時効期間が開始しない場合があるこ

とを認めている。すなわち、判例は、そうした権利について、「権利の行

使」につき法律上の障害がないというだけではなく、「権利の性質上、そ

の権利行使が現実に期待のできるものであること」も必要であるとして

いる（最大判昭和 45 年７月 15 日民集 24 巻７号 771 頁、最判平成８年

３月５日民集 50 巻３号 383 頁、最判平成 13 年 11 月 27 日民集 55 巻６

号 1311 頁）。 

 そうした「権利の性質上の権利行使の現実的期待可能性」も「法律上

の障害」に含まれるのか、「権利を行使することができる時」の解釈とし

て求められる別途の要件であるかの整理については、判例では明示され

ていない。しかし、少なくとも（単なる債権にとどまらない）「一定の類

型の権利」については、個別の「権利の行使」について抗弁事由がある

かどうかだけでなく、個別の権利に係る制度の仕組みによって権利行使

が現実的に期待できるかどうかが、時効の起算点との関係で論点となり

得ることは留意してよい(19)といえるだろう。 

（４）権利行使上の「事実上の障害」 

 「事実上の障害」とは、権利者がその権利の存在や行使可能性を知らな

いとか、知らないことについての過失の有無など、権利者の主観的容態を

いい、時効進行については顧慮されない。つまり、これらの事情に基づく

権利行使の不能ないし困難は、少なくとも時効制度の趣旨からは、未だ、

「権利ヲ行使シ得ル」状態の否認にはならないとされる(20)。 

（５）改正民法前の学説 

イ 法律上の障害説 

 権利行使ができる時の意義について、学説では、現民法第 166 条第１

項にいう「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」とは「権利ノ内容ヲ実現スル

                                                           
(19) 田子・前掲注(18)19 頁。 
(20) 幾代・前掲注(15)7 頁。 
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ニ付テ法律上の障碍ノ存セサル時」をいい、「権利行使ニ対スル事実上ノ

障碍ハ時効ノ進行ヲ妨ケス」と説き(21)、これが通説（以下「法律上の障

害説」という。）であった。 

ロ 現実的期待可能性説 

 その後、権利行使が事実上可能になったときとする見解と法律上の障

害説との対立があり、折衷的な見解として、「法律上の障害」がないとい

う原理的な基準を具体的に個々の事案に当てはめる場合のその認定判断

に際しての補充的な基準として、「その権利行使が現実に期待できるもの

であることを要する」という判断基準（以下「現実的期待可能性説」と

いう。）がある(22)(23)。 

(ｲ) 星野説 

 消滅時効の起算点に関する有力説として、星野英一教授が最高裁昭

和 45 年７月 15 日大法廷判決がでた後に提唱した説で、「債権者の職

業・地位・教育などから、『権利を行使することを期待ないし要求する

ことができる時期』と解すべきである」とする(24)。 

(ﾛ) 松久説 

 松久三四彦教授の説で、通常人に権利行使が期待できない場合にま

で時効の進行を開始させるのは権利の実質を損なうとして、「権利を行

使することを期待ないし要求することができる時期」を消滅時効の起

算点とする。なお、時効の進行を妨げるとする」のが妥当な場合があ

れば、その事実上の障害を進行開始障害事由と認めてよいという(25)。 

                                                           
(21) 鳩山秀夫『法律行為乃至時効』693 頁（巖松堂書店、1912）なお、筆者は松久三

四彦『時効制度の構造と解釈』375 頁（有斐閣、2011）から引用しており原典は未確

認である。 
(22) 瀧澤孝臣「基本から考える（18）消滅時効の起算点」銀行法務 21 694 巻 36 頁（2008）。 
(23) 香川崇「わが国における消滅時効の起算点・停止（三）」41 頁-43 頁参照 富山大

学経済学部富大経済論集 第 57 巻２号。 
(24) 星野英一『民法論集第四巻「時効に関する覚書-その存在理由を中心として-」』310

頁参照（有斐閣、1978）。 
(25) 松久三四彦『時効制度の構造と解釈』397 頁-398 頁参照（有斐閣、2011）。 
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(ﾊ) 松本説 

 松本克美教授の説で、時効の進行の前提として、権利者に権利行使

可能性がなければならないと考える。「時効の起算点」については、権

利者の個別事情を考慮すべきではなく、一律性を保たせた方が、取引

の安全性や時効の公益性などの一般的観点を害さずに済むとして、「法

律上権利を行使しうる時」を消滅時効の起算点とする。事実上権利行

使をしえないという障害は、起算の障害ではなく、時効の進行の障害

と理解され、実質的に「進行停止」を認めるものである(26)。 

（６）判例 

 判例では「権利を行使することをできる時」とは、権利を行使するため

の法律上の障害がなく、権利の性質上、その権利行使を現実に期待できる

時をいい(27)、権利を行使するための事実上の障害があっても、消滅時効の

進行には影響がない(28)と解されていた。すなわち、権利者が権利の発生自

体や権利を行使できることを知らなくても、法律上権利行使が可能であれ

ば、時効は進行すると理解されていた(29)。 

２ 改正民法 

（１）概要 

 民法（債券法）改正を内容とする「民法の一部を改正する法律」が、平

成 29 年５月 26 日に可決成立し、同年６月２日に公布され（施行日：令和

２年（2020）年４月１日）、施行日以後に生じた債権は、改正民法の規定

が適用されることとなった。 

 債権関係の規定については明治 29 年（1896 年）に制定されて以来約 120

年間、実質的な見直しがほとんど行われておらず、概ね制定当時の規定内 

 
                                                           
(26) 松本克美『時効と正義』205 頁-206 頁参照（日本評論社、2002）。 
(27) 最判昭 45.７.15 民集 24 巻７号 771 頁、最判平８.３.５民集 50 巻３号 383 頁。 
(28) 大判大４.３.24 民録 21 輯 439 頁、大判昭 12.９.17 民集 16 輯 1435 頁。 
(29) 酒井廣幸『時効の管理』53 頁（新日本法規出版、2018）。 
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容のままであった。この間の我が国の社会・経済情勢は様々な面において

著しく変化しており、取引に関する最も基本的なルールを定めている民法

の債権関係の規定についても、この変化に対応していく必要性が生じてい

た(30)。 

 時効事由に関する改正事項としては、①消滅時効の援用権者に関するも

の、②時効の中断、停止事由の見直しに関するもの、③職業別の短期消滅

時効制度及び商事消滅時効制度の廃止とこれに伴う消滅時効の起算点及び

期間の見直しに関するもの、④人の生命、身体の侵害による損害賠償請求

権の時効期間の見直しに関するもの、⑤不法行為の損害賠償請求権の長期

の権利消滅期間に関するものがある。 

 この度の改正は民法第３編債権関係を中心に行われているが、債権との

関わりの深い規定であって第１編総則に規定されているものも例外的に見

直しの対象となっている。本節ではそれらのうち、消滅時効の起算点等の

改正とその改正に密接に関連する上記③から⑤の主たる内容について見て

いく(31)。 

イ 職業別の消滅時効制度等の廃止と消滅時効の起算点及び期間の見直し 

 現民法においては、一定の業種についての短期消滅時効の特例（現民

法 170 条～174 条）、が設けられ、また、商法においても商事消滅時効

の特例が設けられていたが、これらを廃止するとともに、消滅時効の長

期化を避けるため、債権の消滅時効の起算点及び期間について、「権利を

行使することができる時」から 10 年という旧法の原則的な消滅時効期

間は維持した上で、「権利を行使することができることを知った時」から

５年という主観的起算点からの消滅時効期間を追加し、そのいずれかが

経過した場合には、時効により債権が消滅するとしている（改正民法 166

条１項）。また、これに併せて、定期金債権及び定期給付債権の消滅時効

                                                           
(30) 筒井建夫・村松秀樹編著『一問一答民法（債権関係）改正』１頁参照（商事法務、

2018）。 
(31) 筒井・村松編著・前掲注(30)３頁。 



262 
税務大学校論叢第 95 号 令和元年６月 

に関しても、見直しをしている 

ロ 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間の見直し 

 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権について、その保護を図

るため、これが債務不履行に基づくものである場合には権利を行使する

ことのできる時から 10 年という時効期間を 20 年に伸長し（改正民法

167 条１項）、不法行為に基づくものである場合には損害及び加害者を

知った時から３年という時効期間を５年に伸長している（改正民法 724

条の２）。 

ハ 不法行為の損害賠償請求権の長期の権利消滅期間 

 現民法第 724 条後段の 20 年の権利消滅期間について、判例（最高裁

平成元年 12 月 21 日第一小法廷判決）は除斥期間を定めたものとしてい

たが、改正民法においては、この期間を消滅時効期間に改めている（改

正民法 724 条２号）。 

（２）消滅時効の起算点 

 改正民法は、現民法が採用していた客観的起算点（「権利を行使すること

ができる時」）から 10 年という時効期間に加えて、主観的起算点（「債権

者が権利を行使することができることを知った時」）から５年間をも時効期

間とする二元的構成を採用し、いずれか早い方の期間が経過したときに消

滅時効が完成するものとした。 

 契約に基づいて生じる一般的な債権については、権利発生時にその権利

行使の可能性を認識しているのが通常であることから、主観的起算点と客

観的起算点は基本的に一致して、その時点から５年間で消滅時効にかかる

ことになる。他方で、契約に基づくものであっても、説明義務や安全配慮

義務等の付随義務違反に基づく損害賠償請求権については、客観的起算点

と主観的起算点が必ずしも一致しない上、「権利を行使することができるこ

とを知った」といえるためには、義務違反の基礎となる事実を認識すれば

足りるのか、それとも一定の法的評価に関する認識を要するのか等につい
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て争いがあり、この点は今後の解釈に委ねられている(32)。 

イ 客観的起算点 

 現民法第 166 条第１項の「権利を行使することができる時」の解釈を

めぐっては、権利行使につき法律上の障害がなくなった時をいい、権利

者が権利を行使することを知っていることは必要ではないとする見解

（法律上の障害説）が存在し、かかる見解が通説とされていたが、権利

者の権利行使を事実上期待することが可能な時点をもって消滅時効の起

算点とする見解（現実的期待可能性説）も有力とされ、見解の対立があっ

た。改正民法下においても、この点に関しては、なお解釈に委ねられて

いると解される(33)。 

 判例は客観的には債権者の権利行使に法律上の障害がない場合であっ

ても、債権者に現実に権利を行使することが期待できない特段の事情が

ある場合には、権利行使が現実に期待できるようになった時以降におい

て消滅時効が進行する旨を判示して、債権者の現実的な権利行使の可能

性を事案に即して判断するものがある(34)（最大判昭和 45 年７月 15 日民

集 24 巻７号 771 頁、最判平成８年３月５日民集 50 巻３号 383 頁）。 

 なお、民法改正により、条文上の構成に変化はあったが、客観的起算

点に関する改正前の学説・判例の見解は、改正民法の下でも何らの変更

はない(35)、とする見解がある。民法（債権関係）部会の議論の過程にお

いては、この客観的起算点についても、債券の種類や発生原因等によっ

て必ずしも明確とは言えず、紛争が少なくないとの指摘があることから、

一定の類型ごとに規定内容の明確化を図ることを検討してはどうかとの

提案があった(36)。しかし、具体的な類型化が容易でないことから、今回

                                                           
(32) 田子・前掲注(18)126 頁参照。 
(33) 潮見佳男『民法（債権関係）改正法の概要』47 頁（金融財政事情研究会、2017）。 
(34) 田子・前掲注(18)127 頁参照。 
(35) 酒井・前掲注(29)53 頁。 
(36) 法制審議会民法（債権関係）部会資料 14－２・15 頁。 
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の民法改正では採り上げられていない(37)。 

ロ 主観的起算点 

 新たに設けられた改正民法第 166 条第１項第１号「権利を行使するこ

とができることを知った時」から５年で時効により消滅する旨を規定す

る主観的起算点は、現民法第 724 条において、「損害及び加害者を知っ

た時」から３年で時効により消滅する旨の規定が存するので、これを検

討することにより、何らかの示唆を得られるのではないか。また、この

「知った」とはどのような認識が必要となるのであろうか。ここでは、

改正民法の立法担当者による解説を中心に検討する(38)。 

(ｲ) 趣旨 

 改正民法により新たに設けられた主観的起算点（改正民法 166 条１

項１号）について、権利を行使することができることを知った時から

時効期間が進行するとしたのは、権利者が権利を実際に行使すべきこ

とを期待することができるためである。 

(ﾛ) 主観的認識 

 上記の趣旨からすると、「債権者が権利を行使することができること

を知った」というためには、権利行使を期待されてもやむを得ない程

度に債権者が権利の発生原因等を認識する必要がある。具体的には、

権利の発生原因の認識のほか、権利行使の相手方である債務者を認識

することが必要である。 

Ａ 権利の発生原因の認識（不確定期限及び確定期限） 

 権利の発生や行使について、不確定期限や停止条件が付されてい

るケースでは、権利者が期限の到来又は条件の成就の事実を認識し

ていなければ、「権利者が権利を行使することができることを知った」

とはいえない。他方で、確定期限が付されているケース、例えば、

契約に基づく債権については、契約時において発生原因の存在と〇

                                                           
(37) 酒井・前掲注(29)54 頁。 
(38) 筒井・村松編著・前掲注(30) 57 頁。 



265 
税務大学校論叢第 95 号 令和元年６月 

年〇月〇日といった確定期限の定めの認識を有するものといえ、確

定期限到来前であっても、契約時において「債権者が権利を行使す

ることができることを知った」ということができ、確定期限が到来

しさえすれば、直ちに権利行使をすることができることとなる。 

Ｂ 権利の発生原因の認識（法的評価が一義的に明確でない原因） 

 法的評価が一義的に明確ではない原因によって権利が発生したケ

ース、例えば、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権において

は、安全配慮義務の有無は、当事者が従事した職務の内容や危険性

などの事情を総合考慮して判断するものであるため、単に職務中の

障害等を負ったことを認識したとしても、「権利者が権利を行使する

ことができることを知った」とはいえず、総合的な考慮が必要にな

る。不法行為に基づく損害賠償請求権における３年の消滅時効の起

算点である「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った

時（現民法 724 条前段）」の最高裁平成 23 年４月 22 日判決を参考

にすると、一般人であれば安全配慮義務に違反し、債務不履行が生

じていると判断するに足りる事実を知っていたことが必要であると

解される。 

(ﾊ) 時効が進行する要件 

 主観的観点からの消滅時効は、①権利行使を期待されてもやむを得

ない程度に権利の発生原因等を認識して債権者が「権利を行使するこ

とができることを知った」といえることと、②「権利を行使すること

ができる」ことの双方が満たされた時点から、その進行を開始する(39)。

そして、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点とされ

る「損害及び加害者を知った時（改正民法第 724 条１号）」と同旨に

なると解される(40)(41)。 

                                                           
(39) 筒井・村松編著・前掲注(30)57 頁。 
(40) 法制審議会民法（債権関係）部会資料 78Ａ・６頁。 
(41) 田子・前掲注(18)127 頁。 
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第４節 主要国の時効制度 

１ 主要国の時効制度 

時の経過により権利行使が制約を受けるという制度は、法的構成を異にす

ることはあっても、どこの国においても存在するものであり、わが国の妥当

な法解釈にあってはもとより、あるべき制度を考える際には、各国の時効制

度の法的構成及び実質内容、そのよって来るゆえんを比較研究することは、

時に困難な作業ではあるが、きわめて有益な基礎作業である(42)。1990 年以

降、オランダ、オーストラリア、ドイツ、フランスの各国において消滅時効

法の大きな改正があり、オーストラリアを除き、時効期間の短期化、二重期

間化（主観的起算点・客観的起算点）を内容とするものであった。 

本稿においては、民法を準用する国税通則法上の還付請求権に係る消滅時

効の起算点を検討するものではあるが、近時の世界的な時効法改正の中でわ

が国民法の改正を比較し、検証することにより、何らかの示唆を与えるもの

と考える。そこで、本節では、わが国民法と所縁の深いドイツ、フランスの

民法改正に焦点を当て筆者が必要と認める範囲で検討する。 

２ ドイツ(43) 

（１）概論 

 ドイツ民法典の消滅時効法は請求権を対象に 2001 年 11 月 26 日に公布

された。新法では時効期間をすべて統一すべく、契約上の請求権であるか

法的請求権であるか不法行為に基づく損害倍書請求権であるかにかかわら

ず、原則的に全ての請求権に適用される二重時効モデルを採用している。 

【新 195 条】（通常の消滅時効期間） 

                                                           
(42) 松久三四彦「総論」金山直樹編『消滅時効法の現状と改正提言』138 頁（商事法

務、2010）。 
(43) 齋藤由紀「ドイツ消滅時効法－改正時の議論を中心に」金山直樹編『消滅時効法

の現状と改正提言』156 頁-159 頁参照（商事法務、2010）法律は 2001 年 11 月 26
日公布時のものである。 
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通常の消滅時効期間は、３年である。 

【新 199 条】（通常の消滅時効期間の開始及び最長期間） 

通常の消滅時効期間は、 

一 請求権が発生し、かつ、 

二 債権者が請求権を基礎づける事情及び債務者を知り又は重過失

がなければ知っていたはずの年の終了の時から起算する。 

２ 生命、身体、健康又は自由の侵害に基づく損害賠償請求権は、そ

の発生及びその認識又は重過失による不知にかかわらず、行為、義

務違反又はその他損害を惹起する出来事から 30 年の消滅時効に服

する。 

３ その他の損害賠償請求権は、 

一 認識又は重過失による不知にかかわらず、その発生から 10年、

又は、 

二 その発生及びその認識又は重過失による不知にかかわらず、行

為、義務違反又はその他損害を惹起する出来事から 30 年の消滅

時効に服する。 

このうちより早く終了する期間が基準となる。 

４ 損害賠償権以外の請求権は、その認識又は重過失による不知にか

かわらず、その発生から 10 年の消滅時効に服する。 

５ 請求権が不作為を目的とするときは、発生の代わりに違反とする。 

（２）通常の消滅時効期間 

 旧法における通常の消滅時効期間は 30 年であったが（旧 195 条）、通常

の時効期間を３年と短縮し（新 195 条）、２年または４年の短期消滅時効

（旧 196 条、197 条）を廃止した。時効期間の短期化の引換えとして、債

権者が請求権について認識をする前に時効が完成してしまうことを防止す

るため、起算点を従来の請求権発生時（旧 198 条）ではなく、債権者の認

識可能性を考慮するルールに変更した。 

（３）最長の消滅時効期間 
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 最長の時効期間は 10 年と 30 年との２種類があるが、人身損害以外の場

合に適用される 10 年（新 199 条３項、４項）は、旧法の 30 年の時効期間

（通常の時効期間（旧 195 条）及び不法行為に関する最長の時効期間（旧

852 条１項））の適用範囲をできるだけ限定する趣旨である。これに対して、

生命、身体、健康または自由の侵害の場合には、10 年では債権者に不利に

なりすぎるため、30 年が維持されている（新 199 条２項）。そして、損害

賠償請求権以外の請求権に関する 10 年の時効期間及び人身損害以外の損

害賠償請求権に関する 10年の時効期間の起算点は請求権発生時であるが、

損害賠償請求権に関する 30 年の時効期間の起算点は損害惹起行為の時点

である。人身損害以外の損害賠償請求権は通常の時効期間（新法 195 条）

と請求権発生時を起算点とする 10 年（新 199 条３項１号）と行為時を起

算点とする 30 年（同項２号）との三重の時効期間に服することになる。 

 なお、その特殊性に照らして通常の消滅時効期間に押し込むのが適当で

ない請求権についての特別の消滅時効期間（新 196 条（土地の権利に関す

る消滅時効）、197 条（30 年の消滅時効期間）ほか）については本稿では

触れないこととする。 

３ フランス(44) 

（１）概論 

 フランスにおける消滅時効の対象は権利とされており、民事時効法改正

は「民事時効改正に関する 2008 年６月 17 日の法律」として公布・施行さ

れた。新法は時効期間を短期化する代わりに、その起算点を柔軟化してい

る。それとともに、柔軟化から来る弊害を避けるため、上限期間の制度が

設けられている。 

【新 2224 条】 

                                                           
(44) 金山直樹、香川崇「フランス新時効法－混沌からの脱却の試み」金山直樹編『消

滅時効法の現状と改正提言』165 頁-172 頁参照（商事法務、2010）法律は 2008 年６

月 17 日施行時のものである。 
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 人的訴権または動産に関する物的訴権は、権利者がその権利の行使

を可能とする事実を知り、また知るべきであった時から、５年で時効

にかかる。 

【新 2226 条】 

 人身傷害を生じさせた場合、そこから生じた賠償を目的とする民事

責任訴権は、被害者が直接的であれ間接的であれ、最初の損害または

深刻化した損害が確定した時から、10 年で時効にかかる。 

２ ただし、拷問野蛮行為、暴力または未成年者に対する性的侵害を原

因とする民事責任訴権は、20 年で時効にかかる。 

【新 2232 条】 

 時効期間の起算点の延期、停止または中断は、その効果として、権

利の発生の時から 20 年を超えて消滅時効期間を伸長することができ

ない。 

２ 前項の規定は、2226 条（人損に関する損害賠償）、2227 条（不動産

に関する物的訴権）、2233 条、2236 条、2241 条１項および 2244 条

には適用しない。同様に人の身分に関する諸訴権にも適用しない。 

（２）普通時効期間 

 改正前の旧 2226 条は、30 年の普通時効期間を定め、その起算点につい

ては定めていなかった。新法はこの２点を改めたという意味を持つ。５年

の消滅時効の導入に伴い６か月から５年の短期消滅時効は廃止された（旧

2271 条～2275 条）。もっとも、他の法律が規定する様々な消滅時効につい

ては、個別的な検討がさらに必要だとして、今回は温存されている（新 2223

条）。 

 起算点について、新 2224 条は時効の起算点「権利の行使を可能にする

事実を知り、または知るべきであった時」としている。「事実を知り」は確

かに主観的起算点といえるが、「知るべきであった時」というのは当事者の

主観そのものではなく、事後的かつ客観的な評価であって、最終的には裁

判官の判断に委ねざるを得ない。 
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（３）特別の時効期間 

 1985 年７月５日の交通事故法によって、2270-1 条が創設され、契約外

の民事責任の時効期間に関しては、普通時効期間を 30 年から 10 年に短縮

するとともに、その起算点を「損害の発生またはその悪化の時」と定めた。

その後 1998 年６月 17 日法によって、第２項として、損害が拷問、野蛮行

為、暴力または未成年者に対する性的な侵害によってもたらされた場合に

は 20 年の時効に服する旨の規定が加えられた。したがって、今回の新 2226

条は、起算点、時効期間ともに、この規定をそのまま引き継いだものとい

える。 

（４）上限期間 

 2232 条では時効の起算点の柔軟化による 20 年の上限期間が規定された

が、権利者が訴えをできない間に訴権を失うことがないよう、人損等につ

いて配慮されている。 

４ 主要国の時効制度のまとめ 

起算点と時効期間の組み合わせを見ると、ドイツは①主観（＋客観）的起

算点の短期と客観的起算点の長期の二重期間、②主観的起算点の短期と客観

的な二つの起算点の長期の三重期間の３種、フランスは①主観的又は準主観

的起算点の短期と客観的起算点による上限期間[例外あり]の二重期間、②主

観的または準主観的起算点の単一期間、③客観的起算点の単一期間（不動産

に関する物的訴権は本稿では採り上げていない。）の３種である(45)。 

第５節 小括 

本章では、民法における消滅時効制度の意義、沿革、消滅時効期間や消滅時

効の起算点について概括した。消滅時効は権利を行使することができる時から

                                                           
(45) 松久三四彦「総括」・金山直樹編『消滅時効法の現状と改正提言』200 頁（商事法

務、2010）。 
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進行し（現民法 166 条１項）、債権は十年間行使しない時は消滅する（現民法

167 条１項）こととされており、「権利を行使することができる時」の解釈とし

て、「法律上の障害説」、「現実的期待可能性説」があり、なお、解釈に委ねられ

ている。 

そして、民法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 44 号）は、現民法が

制定されて以来 120 年ぶりの大きな改正であり、消滅時効に関するものを含む

ものである。本稿に直接関係する改正点としては、10 年の時効期間とする客観

的起算点を存置した上で、「権利を行使することができることを知った時」から

５年で時効により消滅する旨を規定する主観的起算点が付加され、これにより

改正民法は二重期間制をとることとなった。 

ところで、各国の時効法改正の動向に目を向けると、近時の時効法は一般的

な時効期間が、主観的起算点と組み合わさって短縮されるとともに、主観的起

算点の導入に伴い、客観的起算点の長期との二重期間構成が主流になってお

り(46)、ドイツ、フランス両国の改正もおおむねこれに沿ったものといえる。 

両国の民法を参考に起草された日本の民法（債権関係）は、明治 29 年に制

定されて以来実質的な見直しがなされておらず、この度の平成 29 年改正によ

り、消滅時効の起算点について主観的起算点が導入されたものであるが、これ

は両国の改正の状況から自然の成り行きであったといえるだろう。 

                                                           
(46) 松久三四彦「総括」金山編・前掲注(45)200 頁。 
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第２章 国税の消滅時効制度 

第１章 国税の消滅時効制度の意義 

１ 消滅時効制度の意義 

国税の消滅時効制度は、徴収権の消滅時効（国税通則法 72 条）と還付金

等の消滅時効（国税通則法 74 条）とが規定されており、いずれも時効期間

は５年とされている。改正民法上の債権の消滅時効期間は、債権者が権利を

行使できることを知った時から５年（改正民法 166 条 1 項 1 号）、権利を行

使することができる時から 10 年（同条同項第２号）である。第１章第３節

２で論じた民法の客観的起算点が権利を行使することができる時から 10 年

であることからすると、半分の期間に短縮されていることとなる(47)が、この

理由としては①政府会計の短期決済の必要性、②公法上の権利関係の早期安

定、③租税債権について言えば、完備した徴税機構を有する政府が権利行使

しないのは怠慢であることの三点が挙げられる(48)。 

２ 沿革 

国税に関する権利の期間制限の制度は相当に古く、その大まかな沿革は以

下の通りである(49)(50)。国税通則法が制定されるまでは、かなりの部分が会計

法に依拠していたと言える。 

（１）明治 22 年２月 

 国税徴収法（明治 22 年法律第９号）が制定され、国税の時効期間は納

期限の翌日から３年とし、徴税令書、徴税伝令書が送達されたときは時効

が中断されることが規定された。なお、同日に制定された会計法（明治 22

                                                           
(47) 武田昌輔監修『DHC コンメンタール国税通則法』3832 頁。 
(48) 水野忠恒『所得税の制度と理論－「租税法と私法」論の再検討－』432 頁（有斐

閣、2006）。 
(49) 志場喜徳郎ほか『国税通則法精解（平成 28 年改訂）』779 頁（大蔵財務協会、2016）。 
(50) 武田・前掲注(47)3941 頁。 
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年法律第４号）では、一般の国の債権債務の消滅時効の完成は、これより

も長く当該年度経過後満５年とされた。これにより、還付金等についても

会計法の規定により年度経過後５年としていた。 

（２）明治 30 年７月 

 国税徴収法（明治 30 年法律第 21 号）が制定され、国税の消滅時効につ

いても会計法の規定が適用されることになった。これにより、時効期間は、

年度経過後５年に延長された。 

（３）大正 11 年４月 

 会計法（明治 22 年法律第４号）の全文が改正され（大正 10 年法律第

42 号）、時効期間は、権利を行使しうる時から５年とされた。なお、納税

告知が中断事由とされる従来の制度を維持するほか、中断、停止に関して

規定がないときは、民法の規定を準用する旨規定された。 

（４）昭和 26 年４月 

 時効の中断事由として督促が追加されたほか、滞納処分の猶予制度の創

設に伴い、その猶予期間中は時効が進行しないこととされた。 

（５）昭和 34 年４月 

 新国税徴収法が制定されて、国税の消滅時効について体系的な規定が設

けられた（同法 174 条から 176 条まで）。国税の還付金に係る債務の消滅

時効についても同法に新たに規定が設けられ、その規定内容は、現行とほ

ぼ同じであった。 

（６）昭和 37 年４月 

   国税通則法（昭和 37 年法律第 66 号）の制定に伴い、還付金等の消滅時

効に関する規定も、国税徴収法から、そのまま、国税通則法に引き継がれ、

現在に至っている。 

３ 徴収権と賦課権 

徴収権とは、一般的には、既に確定した租税債務の履行として納付された

税額を収納し、その履行を請求し、又は収納を図るため諸手続を遂行できる
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権利（いわゆる狭義の「徴収権」）をいうのであるが、賦課権の除斥期間は、

いわゆる形成権としての税務署長の更正、決定等権限を規制するものである

のに対し、徴収権の消滅時効は、国と納税者との間の債権債務関係を規制し

ようとするものであるところから、前者はいわゆる手続面における時間的制

限であるのに対し、後者は手続面の外、実体面をも規制する。 

 したがって、更正、決定等の税務署長の権利を行使するためには、その前

提として、国と納税者との間の債権債務関係の存在が必要である。逆にいえ

ば、租税の債権債務関係が時効により消滅すれば、賦課権を行使する対象が

存在しないこととなり、更正、決定等の処分をすることができないのである。

このように、賦課権と徴収権とは、両者相まって租税債権の実現が図られる

ものである。 

この関係は、条文上は国税通則法第 73 条第１項第１号において、更正、

決定を時効の中断事由としていることから明らかである(51)。 

第２節 国税の時効制度の特色 

１ 時効の絶対的効力 

国税の徴収権の時効については、援用を要せず、時効完成後における権利

の放棄はできない（国税通則法 72 条２項）。かくて、国税の徴収権は時効期

間の経過によって消滅する。したがって、時効完成後においては、税務官庁

は、納税者が時効を援用するかどうかを問わず徴収手続きをとることができ

ず、また、納税者は、時効の利益を放棄することができないから、税金を納

付しても過誤納金として還付しなければならない。この点、民事の債権にお

いて、その援用が必要とされ（現民法 145 条）、時効完成後その利益を放棄

しうること（民法 146 条）と対比すべきである。この消滅時効の絶対的効力

は、国税債権に限定されることなく、ひろく公法上の債権に共通である（会

                                                           
(51) 武田・前掲注(47)3832 頁。 
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計法 31 条）(52)。 

また、国税の還付金等に係る請求権の消滅時効については、国税の徴収権

の消滅時効と同様、援用を要せず、時効完成後における利益の放棄はできな

い（国税通則法 74 条２項）(53)。 

２ 民法の準用 

国税の徴収権及び還付請求権の時効については、別段の定めがあるものを

除き、民法の規定が準用される。その主要なものは、時効の中断と停止であ

る(54)。 

なお、改正民法では、時効の中断及び停止を改め、時効の完成猶予及び更

新とされたことに伴い(55)、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備に関する法律（平成 29 年法律第 45 号）第 125 条において、所要の整

備が行われているが、次の（１）及び（２）は現行法に従い記載している。 

（１）時効の中断 

イ 徴収権 

 時効の中断は、停止とともに時効の完成を阻止する制度であり、中断

事由が生ずると継続した時効期間は効力を失い、再び新たな時効期間が

進行する。国税の徴収権の時効の中断については、国税通則法第 73 条

のほか、民法の規定が準用され（同法 72 条３項）、次の三つのものがあ

る。 

(ｲ) 請求 

 国税の場合におけるこの請求は、裁判上の請求（現民法 149 条）、

破産手続参加（現民法 152 条）及び催告（現民法 153 条）ほかがある。

なお、課税処分の取消訴訟に対する税務署長の応訴行為も裁判上の請

                                                           
(52) 志場・前掲注(49)846 頁。 
(53) 志場・前掲注(49)865 頁。 
(54) 志場・前掲注(49)846 頁、865 頁。 
(55) 筒井・村松編著・前掲注(30)44 頁。 
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求の一態様であり、時効中断の効力がある(56)。 

(ﾛ) 差押え、仮差押え及び仮処分 

 差押えによる中断の効力は、差押手続が終了するまで継続する。差

押えが取り消されたときは、中断の効力は生じない（現民法 154 条）。

差押えのため捜索を実施したが差し押さえるべき財産がなく差押えが

できなかった場合でも、その捜索に着手したときに時効中断の効力が

生ずる(57)。 

(ﾊ) 承認 

 国税の場合は、所得税等の期限後申告、修正申告、税金の一部納付

（一部として納付する旨の意思表示が認められる場合に限る。）、納期

限後の納税の猶予の申請、延納条件変更の申請、物納財産変更の申請、

納付委託の申出（口頭の申出を含む。）等国税の納付義務の存在を認識

してしたと認められる行為がこれに該当する。承認は黙示によるもの

も含まれる(58)。還付金等の充当は、承認とはならないから中断事由と

はならない。 

 なお、納付しょうよう等は、催告として時効中断の効力を有する。

したがって、しょうようした時に中断するが、６月以内に差押え又は

交付要求をしなければならない（現民法 153 条）。催告のみを繰り返

し行っても効果はない(59)。時効期間満了の直前に催告をし、その後６

月以内に差押えをすれば、催告の時に時効中断の効力を持つ(60)。これ

と同様に、催告後６月以内に納付又は承認があればそれが時効期間満

了後であっても時効中断の効力を有し、時効完成後の納付又は承認と

はならない。 

ロ 還付金等 

                                                           
(56) 最判昭 43.６.27 民集 1379 頁。 
(57) 名地判昭 42.１.31 訟月 13 巻４号 491 頁。 
(58) 大判昭７.10.31 民集 2064 頁。 
(59) 大判大８.６.30 民録 1200 頁。 
(60) 最判昭 43.６.27 民集 22 巻６号 1379 頁。 
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 国税の還付金等に係る請求権の消滅時効の中断については、次のとお

りである(61)。 

(ｲ) 請求 

 還付請求は、現民法第 147 条第１号（請求）の規定により、時効中

断の効力があるが、当該請求後６月以内に、裁判上の請求等をするこ

とを要する（現民法 153 条）。この請求はもちろん債権者から行うも

のであるから、第三者納付に係る国税につき過誤納が生じた場合にお

いて、第三者が請求しても、何ら中断の効力を有しない。主たる納税

者が請求権を有するからである。 

(ﾛ) 承認 

 債務者である国の支払義務の承認行為は、現民法第 147 条第３号 

（承認）の規定により、時効中断の効力がある。請求権者に対する国

庫金振込通知、一部充当通知（相殺の意思表示は、債務の承認である

から、これに相当する充当についても同様であると解される。）、支払

通知、支払案内等の通知書が相手方に到達したときに時効は中断され

る。 

（２）時効の停止 

イ 徴収権 

 民法では、時効の完成時に事故があり権利者が中断措置をすることが

できなかったときは、時効の完成が猶予される（現民法 158 条以下）。

この規定は、国税の徴収権の時効についても準用される（国税通則法 72

条３項）。したがって、民法により時効の完成が猶予される期間について

は、国税の徴収権についても時効の完成が猶予される（現民法 160 条、

現同法 161 条）。停止は、本来の時効期間の進行に関係なく、ただその

完成を一定期間だけ猶予するものであり、中断とはその点が相違する(62)。 

ロ 還付金等 

                                                           
(61) 志場・前掲注(49)865 頁。 
(62) 志場・前掲注(49)848 頁。 
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 還付金等の還付請求権の消滅時効については民法の規定が準用される

が、実際は事例が少ない。ただ、現民法第 161 条の規定により、時効期

間満了の時に天災等外部的事由により、時効中断の行為（支払いの請求

等）をすることができないときは、天災等のやんだ日から二週間は時効

の進行が停止する(63)。 

第３節 消滅時効期間 

１ 徴収権 

国税の徴収権の消滅時効期間は、５年である（国税通則法 72 条１項）。徴

収権とは、既に確定した租税債務の履行として納付された税額を収納し、な

いしはその履行を請求し、さらに強制的にその実現を図る権利をいうものと

する。そして、この期間は会計法（同法 30 条）の定めるところと同様であ

り、地方税も同じである（地方税法 18 条 1 項）。関税も原則として５年（関

税法 14 条の２ １項）とされており、保税地域からの引取りに係る課税物品

に対する内国消費税も５年である（輸入品に対する内国消費税の徴収等に関

する法律 20 条）。いずれも、一般的な私債権の 10 年（現民法 167 条１項）

に対して短期の消滅時効となっている(64)。 

２ 還付請求権 

還付金等の還付請求権は、その請求することができる日から５年を経過し

たときは、時効により絶対的に消滅する（国税通則法 74 条１項）。 

                                                           
(63) 志場・前掲注(49)865 頁。 
(64) 志場・前掲注(49)844 頁。 
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第４節 消滅時効の起算点の考え方 

１ 徴収権 

本来消滅時効の起算日は、当該時効に係る権利を行使することができる時

である（現民法 166 条１項）。この「権利を行使することを得る時」という

規定の解釈としては、権利者の一身上の都合で権利を行使することができな

いことや権利行使に事実上の障害があることは影響がないこととされており、

さらに、直ちには請求の訴えを提起することができない抗弁権の付着してい

る権利についても、権利者がその抗弁権を自分の行為によって消滅せしめる

ことができる場合には、その権利は既に「権利を行使し得る」状態にあると

解されている。したがって、この考え方を租税債権に当てはめてみると、な

るほど納税の請求は納付すべき税額が確定するまではできないが、法定納期

限を過ぎてしまえば既に権利を「行使し得る」状態にあると考えることがで

きるのである。このような考え方に基づき通則法は、国税の徴収権の消滅時

効の起算日を一般的に法定納期限の翌日と定め、法定納期限の定めのない国

税については、その国税の徴収権を行使することができる日等と定めてい

る(65)。 

２ 還付金等 

還付金等（過誤納金及び各税法に規定する国税の還付金）の請求権の消滅

時効は５年で上記１の徴収権と同様「請求をすることができる」とは現民法

第 166 条第１項の「権利を行使することができる」と同義であって、法律上

権利行使の障害がないことであり、事実上権利を行使できるか否かは問うと

ころではない(66)(67)。 

                                                           
(65) 志場・前掲注(49)844 頁参照。 
(66) 東京高判昭 50.４.16 訟月 21 巻６号 1345 頁。 
(67) 志場・前掲注(49)863 頁。 
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第５節 消滅時効の起算日の具体例 

１ 起算日 

国税の消滅時効の主な起算点についてみれば、それぞれ次に掲げる日の翌

日が徴収権の時効の起算日となる。 

（１）徴収権(68) 

イ 申告納税方式による国税については、所得税における３月 15 日、た

ばこ税等における課税物件移出の月の翌月末日、保税地域からの引取り

日等。 

ロ 賦課課税方式による国税にあっては、各間接税法に一定の事実が生じ

た場合に直ちに徴収するものとされている消費税等については当該事実

の生じた日、加算税についてはその賦課の基因となった本税の法定納期

限、印紙税のうち過怠税については課税文書の作成の時。 

ハ 源泉徴収所得税については、利子、配当、給与等の支払いの日の属す

る月の翌月 10 日。 

ニ 納付不足額の通知に係る登録免許税についてはその登記の日（特定の

免許等に係るものについては、免許等を受ける日から１月以内で登記機

関が定める日）。 

ホ 更正の除斥期間の終了する日前六月以内にされた更正の請求に係る更

正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決

定により納付すべき国税については、その更正があった日。 

へ 裁決等に伴い、更正決定等の期間制限の特例の適用がある場合におけ

る更正決定等により納付すべき国税については、裁決等又は更正があっ

た日。 

ト 更正の請求期限について災害等により期限延長がされる場合において、

更正決定等の期間制限の特例の適用がある場合における更正等により納

                                                           
(68) 志場・前掲注(49)845 頁。 
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付すべき国税については、更正があった日。 

チ 還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることに

より納付すべき国税については、還付請求申告書の提出があった日 

リ 滞納処分費については、その支出すべきことが確定した日 

（２）還付金等(69) 

イ 過誤納金について還付を請求することができるのは、過誤納金が生じ

た日であるから、その翌日が時効の起算日となる。過誤納金が生じた日

とは、過誤納金の発生態様により異なる。誤納の場合には、納付した時

点である。 

ロ 不服申し立ての決定若しくは裁決により賦課処分が取り消された場合

又は減額の更正があった場合には、裁決書若しくは再調査決定書又は更

正通知書が送達された時である。 

ハ 無効な申告又は賦課処分に基づいて納付した場合は、その納付したと

きに還付請求権が生ずる(70)。 

ニ 還付請求権が取り消しうべき瑕疵のある賦課処分について生じた場合

には、その賦課処分は、行政処分として公定力を有しており、取消しの

処分を要するので、その取消しのときから還付請求権が生ずると解する

ことが妥当である。 

ホ 各税法に定めている租税の還付金については、還付を請求することが

できる時から時効は進行する。例えば、所得税の確定申告により発生す

る還付金については、当該申告書を提出することができる日（翌年１月

１日）が起算日となり、提出時期の定めがない還付等を受けるための申

告（所得税法 122 条）により発生する還付金にあっても、翌年１月１日

が起算日となる。 

へ 酒税等の還付金は、当該還付の申告をすることができる日、例えば、

酒税の還付金については酒類の戻入れ又は移入のあった日の属する月の

                                                           
(69) 志場・前掲注(49)863 頁。 
(70) 最判昭 52.３.31 訟月 23 巻４号 802 頁。 
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翌月１日が起算日となり、その日から時効は進行すると解されている。 

２ 法律上の障害 

（１）徴収権 

 徴収権の消滅時効の起算日は、当該時効に係る権利を行使することがで

きる時で（国税通則法 72 条１項、現民法 166 条）定型的には上記１（１）

の通りである。この「権利を行使しうる時」という規定の解釈としては、

権利者の一身上の都合で権利を行使できないことや権利行使に事実上の障

害があることは影響がないとされている。この考え方を租税債権に当ては

めてみると、納税の請求は納付すべき税額が確定するまではできないが、

法定納期限（一般的には法定申告期限と一致する。）を過ぎてしまえば税務

官庁はこの確定（賦課権の行使）をすることができるのであるから、納税

をする権利は法定納期限を経過すれば既に「権利を行使しうる」状態にあ

ると考えることができる。つまり、法定納期限前は「法律上の障害」に該

当し徴収権の行使ができないこととなる。そして、法定納期限を経過すれ

ば徴収権を行使することにつき、「事実上の障害」(71)（租税債務者の所在

不明など）が生じても「法律上の障害」は起こりえないと考える。 

（２）還付金等 

 還付金等とは、還付金又は国税に係る過誤納金（国税通則法 56 条１項）

をいい、還付金はその請求のできる日から時効が進行し、過誤納金につい

ては過誤納金が生じたときであるから、その翌日が時効の起算日となり（国

税通則法 74 条１項）、上記１（２）の通りである。「権利を行使すること

ができる」とは、現民法第 166 条第１項の「権利ヲ行使スルコトヲ得ル」

と同義で、法律上権利行使の障害がないことであり、事実上権利を行使で

きるか否かは問うところではない(72)。 

（３）問題意識 

                                                           
(71) 志場・前掲注(49)844 頁-845 頁。 
(72) 東京高裁昭 50.４.16 訟月 21 巻６号 1345 頁。 
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 徴収権の消滅時効の起算点について、「法律上の障害」が問題となった事

例はほとんど認められないと言ってよいであろう。それは税務官庁が国税

債権のうち消滅時効に係るものについて、厳格な管理が行われていること。

そして、法律上の障害が端的には、期限の未到来であることを考慮すると、

徴収権を行使するに当たり、当該債権について争訟事案になった際に、国

が「法律上の障害」を根拠に時効期間の始期が後ろ倒しして、その結果、

徴収権の消滅時効が完成していない旨の主張をすることはないと断言でき

ないまでも、そのようなケースはほとんどないと考えてよかろう。 

 これに対し、国税の還付金等の請求権を有する者が、争訟事案において

その権利を行使することにつき何らかの理由で「法律上の障害」があって、

還付請求権の始期が未到来である旨の主張をし、時効の起算点が後ろ倒し

して、そして、権利を行使しうる時から５年以内である旨を主張するケー

スは全くないわけではない。本稿における研究の主題となるのは、まさに

源泉所得税の還付請求権に係る消滅時効の起算点について、「法律上の障害」

があると判断された名古屋地裁平成 29 年９月 21 日判決があり、また、こ

の度改正のあった改正民法第 166 条の主観的起算点及び客観的起算点（第

１章第３節６参照）が制定されたこともあり、源泉所得税の還付請求権に

係る消滅時効の起算点が「法律上の障害」により影響を受けるのはどのよ

うなケースで、現行の民法ではどのように判断しているのか、について検

討しようとするものである。 

第６節 還付金及び過誤納金の意義 

１ 還付金の意義 

還付金とは、適法に納付又は徴収が行われたが、後に租税法の計算規定の

適用によって、国が保有する正当な理由がなくなったため、納税者に還付さ
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れるべき税額で、以下のようなものをいう(73)。 

（１）所得税の源泉徴収税額または予定納税が確定申告税額を超過している場

合の超過額（所得税法 138 条１項、139 条１項）。 

（２）法人税における所得税額の控除及び外国税額の控除不足額（法人税法 78

条、81 条の 29、133 条１項）、中間納付額または中間連結納付額の控除不

足額（法人税法 79 条、81 条の 30、134 条１項・２項）。 

（３）純損失または欠損金の繰戻によりにより還付すべきこととなった税額（所

得税法 142 条、法人税法 80 条、租税特別措置法 66 条の 13、法人税法第

81 条の 31、81 条の 18 １項４号） 

（４）消費税における仕入税額の控除不足額（消費税法 45 条１項５号・７号、

同法 52 条から 55 条、地方税法 72 条の 88 ２項・３項）等がこれに属す

る。 

２ 過誤納金の意義 

過誤納金は還付金と異なり、租税実定法上は納付または徴収の時から（た

だし、後発的に課税物件の全部または一部が失われた時は、その時から）国

または地方団体がこれを保有する正当な理由のない利得のことで、過納金と

誤納金とからなる（伝統的に過誤納金というのは、過納金と誤納金という２

つの観念を組み合わせて作られた言葉であるといわれている。）(74)。 

（１）過納金 

 過納金は、申告・更正・決定等、租税債務の内容を確定する行為が当然

に無効ではないが、それによって確定された税額が過大であるため減額更

正・減額再更正等がなされた場合に、それによって減少した税額のことで

ある。したがって、それは、租税手続法的に見て、納付または徴収の時に

は法律上の原因があったが、後に法律上の原因を欠くに至った税額のこと

である。 

                                                           
(73) 金子宏『租税法[第 23 版]』895 頁（弘文堂、2019）。 
(74) 金子・前掲注(73)897 頁。 
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 過納金は有効な確定処分に基づいて納付ないし徴収された税額であるか

ら、基礎になっている行政処分が取り消され、その効力が失われない限り、

納税者は不当利得としてその還付を求めることはできない(75)。したがって、

過納金の還付を求めるためには、その基礎となっている更正・決定等の取

消を求める必要があり、不服申立期間ないし出訴期間を徒過すると、原則

としてその還付を求めることはできなくなる。そのため、無効な租税確定

処分と取り消しうるに止まる租税確定処分との区別の基準が重要な問題と

なる。従来の通説判例は、区別の基準を瑕疵の重大明白性に求め、瑕疵が

重大な法規違反であり、かつその存在が客観的に明白な場合にのみ行政行

為は無効になると解してきた(76)。しかし、租税確定処分は第三者の利害に

影響することが少なく、したがって、それを信頼する第三者の保護を考慮

する必要が少ないこと、および租税実定法上理由のない利得の保有を国及

び地方団体に認めることは正義・公平の観点から見て適切でないこと、の

２点を考えると、租税確定処分は、課税要件に関する重大な瑕疵があれば、

その瑕疵が明白でなくても、無効であると解すべきであろう(77)。 

（２）誤納金 

 誤納金は、無効な申告・更正・決定等に基づいて納付・徴収された租税、

税額の確定前に納付・徴収された租税、確定した税額をこえて納付・徴収

された租税などのように、実定法的にも手続法的にも、納付または徴収の

時点からすでに法律上の原因を欠いていた税額のことである(78)。 

 誤納金は最初から法律上の原因を欠いていた利得であるから、納税者は

直ちに不当利得としてその還付を求めることができる(79)。 

                                                           
(75) これは大審院以来の判例・通説である。大判昭５.７.８民集９巻 10 号 719 頁、最

判平 22.10.15 民集 64 巻７号 1764 頁、判タ 1337 号 73 頁。 
(76) 田中二郎『行政法総論』339 頁（有斐閣、1957）。 
(77) 金子・前掲注(73)897 頁-898 頁。 
(78) 金子・前掲注(73)897 頁。 
(79) 最判昭 52.３.31 訟月 23 巻４号 802 頁。 
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第７節 還付金及び過誤納金の発生時期 

還付金及び過誤納金は、国が保有すべき正当な理由がないため還付を要する

利得であって、一種の不当利得であるので、民法の不当利得返還請求権に関す

る法理が基本的には該当する(80)。 

本節では還付金及び過誤納金の発生時期について考察する。 

１ 還付金の発生時期 

還付金請求権は納税義務成立と確定の概念と対比して、抽象的な還付請求

権の成立と具体的な還付請求権の確定という認識が可能である。例えば、所

得税の予定納税の還付金を例にとれば、暦年経過の時に還付請求権が成立し、

還付金額を記載した納税申告書の提出があったときに具体的に還付金額が確

定するといえる。この還付請求権の発生は、還付金の発生態様別にみれば、

次の通りである(81)。 

（１）納税申告書の提出があった時に発生するもの 

 これには、第６節１（１）の所得税法の規定による源泉徴収税額又は外

国税額の還付金、予定納税額の還付金、同節１（２）の法人税法の規定に

よる所得税額、又は外国税額の還付金、中間納付額の還付金、連結中間納

付額の還付金及び同節１（４）の消費税法の規定による仕入れに係る消費

税額の控除不足の還付金などがある。 

（２）更正又は決定等があった時に発生するもの 

 これには、上記（１）に掲げる還付金について、更正若しくは決定又は

裁決若しくは判決によって発生するものがあり、これらの処分があったと

きに発生する。 

（３）税務署長等の処分により発生するもの。 

 これは、上記（１）及び（２）に掲げる還付金以外の還付金であり、納

                                                           
(80) 金子・前掲注(73)895 頁。 
(81) 武田・前掲注(47)3084 頁-3085 頁。 
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税申告書又は還付申請書の提出だけでは具体的な還付金額が定まらず、こ

れらの申告書等に基づいて税務署長が還付の決定を行ったときに発生する。

具体的には第６節１（３）の純損失または欠損金の繰戻によりにより還付

すべきこととなった税額のほか、次のような還付金がこれに当たる。 

イ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例

（法人税法 135 条２項～５項）に基づく還付金 

ロ 変質、損傷の場合の内国消費税等の還付金及び違約品等の再輸出又は

廃棄の場合の内国消費税等の還付金 

ハ 給与所得者が災害を受けた場合の源泉徴収税額の還付金（災害減免法

施行令４条） 

ニ 被災物品に係る内国消費税等（消費税を除く。）の還付金（災害減免法

施行令 13 条３項。ただし、申告に係る内国消費税等を除く。） 

ホ 租税条約の実施に伴う特例に基づく還付金（租税条約の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省

令４条６項、８条３項） 

２ 過誤納金の発生時期 

過誤納金については、発生の態様に応じ、それぞれ次の時期にその発生が

認識される(82)。 

（１）減額更正、取消裁決、判決等課税額の減少に伴う過納金 

 減額更正、取消裁決等の処分があった時又は確定判決の効力が生じた時。 

（２）年末調整による源泉所得税額の過誤納金 

 その年末調整がされた時（国税通則法 58 条４項）。 

（３）徴収義務者が納税の告知を受けることなく納付した源泉徴収による国税

の過誤納金 

 税務署長がその過誤納の事実を確認した時（国税通則法施行令 24 条２

                                                           
(82) 志場・前掲注(49)617 頁。 
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項２号） 

（４）自動車重量税に係る過誤納金 

 自動車検査証の交付を受けることをやめた場合、又は過大に自動車重量

税を納付して自動車検査証の交付を受けた場合の過誤納金については、国

土交通大臣等の過誤納確認証明書等が所轄税務署長に提出されたとき（自

動車重量税法 16 条３項）、認定の処分又は納税の告知（同法 12 条、14 条）

が取り消された場合は、その取消しがあったとき。 

（５）印紙税（申告納税方式によるもの及び過怠税を除く。）に係る過誤納金 

 税務署長がその過誤納の事実を確認した時（印紙税法 14 条）。 

（６）登録免許税に係る過誤納金 

 登記等の申請が却下され、取り下げられ又は印紙等の再使用証明分の還

付申請の申出があったとき（登録免許税法 31 条８項１号～３号）。なお、

登記等の職権抹消がされたときは、そのされたとき。また、単純な過大納

付については、納税者が登記等を受けたとき（登録免許税法 31 条８項４

号、ただし、納税の告知又は認定の処分（登録免許税法 26 条）が取り消

された場合の過誤納金は、（１）のグループに属し、取消しがあった時）、

電子情報処理組織による納付手続きを行った者がその納付の基因となる登

記等の申請をしなかったときは、納税者が過誤納通知をすべき旨の請求を

登記機関に申し出た時（その申出がなかった場合には、その納付をした日

から六月を経過するとき、同法 31 条８項５号）。 

（７）その他の過誤納金 

 その納付があった日。 

３ 還付金等の発生と還付請求権の消滅時効の起算点の関係 

税務署長等は、還付金等があるときは、遅滞なく金銭でこれを還付しなけ

ればならない。この「還付金等がある時」とは、還付金等の発生が税務行政

の機関に具体的に認識されたときという意味であり、納付すべき税額の「確
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定」に類似する概念である(83)。 

そして、「第５節消滅時効の起算日の具体例」と内容的には極めて似たもの

であるが、同節は徴収権を行使する者（税務署長等）及び還付請求権を行使

する者が、それぞれ権利を行使しないときに５年で当該各権利が消滅時効と

なる場合の各起算点について、述べたものである。それに対し、本節は税務

署長等が還付金等の発生時期を認識する規定であるので、両者を混同すべき

ではないことに留意する必要がある。 

第８節 小括 

国税の消滅時効制度は、徴収権の消滅時効（国税通則法 72 条）と還付金の

消滅時効（国税通則法 74 条）とが規定されていて、いずれも時効期間は５年

である。特色としては援用を要せず、時効完成後における放棄ができないこと、

別段の定めがある場合を除き、民法の規定が準用されることが挙げられる。 

また、徴収権の消滅時効及び還付金等の消滅時効の各起算日は、権利を行使

することができる時（現民法 166 条）である。具体的な徴収権の消滅時効の起

算日は一般的に法定納期限の翌日、法定納期限のない国税については、その国

税の徴収権を行使することができる日である。還付金は、適法に納付又は徴収

が行われたが、後に租税法の計算規定の適用によって、国が保有する正当な理

由がなくなったため納税者に還付されるべき税額で、その発生の態様は様々で

ある。過納金は、租税債務内容を確定する申告等が行われ、その税額が納付又

は徴収された後、確定した税額が過大で、減額更正等により減少した税額に相

当する還付されるべき税額をいう。誤納金は実定法的にも手続法的にも、納付

又は徴収の時点から既に法律上の原因を欠いていた税額で還付されるべき金額

をいう。そして、過誤納金は過納金と誤納金が合わさって作られた言葉といわ

れており、その発生の態様は様々である。 

                                                           
(83) 志場・前掲注(49)616 頁。 
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第３章 源泉所得税の過誤納金に係る還付 
請求権の消滅時効 

第１節 源泉徴収制度の概要 

１ 源泉徴収制度の意義 

源泉徴収制度はわが国の税制において、徴収確保のための措置として、き

わめて重要な役割を果たしており、諸外国のそれと比較してみた場合に、次

の二つの特色を持っている(84)。 

一つは源泉徴収の範囲がきわめて広いことである。わが国の所得税制度に

おいては、給与・利子・配当のみでなく、退職所得、公的年金等、報酬・料

金・契約金・賞金、生命保険契約等に基づく年金、定期積金の給付補てん金

等、匿名組合契約等の利益の分配が、源泉徴収の対象とされている。このよ

うに広い範囲にわたって源泉徴収がされている例は、少なくとも先進国にお

いては他に見当たらない。 

いま一つは、給与所得に対するわが国の源泉徴収制度がきわめて精密にで

きていることである。所得税法は、給与所得の源泉徴収について、月額表、

日額表を設けて、給与の支払期間と金額、扶養親族等の数、主たる勤務先か

らの給与か従たる勤務先からの給与かの別等に応じて、給与等の支払いの際

に源泉徴収すべき税額を細かく定めて、年間の給与等の総額に対する確定税

額と源泉徴収税額の合計額との間に大きな過不足が生じないように手当てを

しており、さらに、この両者の間に生じた過不足は、最後の給与の支払いの

際に年末調整の方法で精算することとしている。それとの関連で所得税法は、

給与所得者のうち、給与等の収入金額の合計額が一定以下であり、かつ、給

与所得以外の所得が一定金額以下である者については、申告義務を免除し、 

 
                                                           
(84) 金子宏「わが国の所得税と源泉徴収制度―その意義と沿革―」日税研論集 15 号『源

泉徴収制度』３頁-５頁（日本税務研究センター、1991）。 
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源泉徴収によってすべての課税関係が終了することとしている。もちろん、

これは原則であって、給与等の収入金額が一定金額以下である者も、特定支

出の合計額が給与所得控除の金額をこえる場合や、年末調整の対象とならな

い各種控除（医療費控除・雑損控除・寄付金控除等）の金額がある場合には、

還付を求めて確定申告をすることができる。しかし、このような申告の数は

決して多くなく、大部分の給与所得者については、年末調整ですべての課税

関係が終了するのである。いうまでもなく、かかる現状を支えているのは、

給与所得者に対して、特定支出を除く必要経費について実額による控除を認

めず、その代わりに概算経費控除としての給与所得控除を定めている制度で

ある。 

このように、わが国の源泉徴収制度は、きわめて広範・精密かつ強力であっ

て、それが、迅速かつ確実な租税の徴収の確保に役立っていることは、疑問

の余地がない(85)。 

２ 源泉徴収制度の概要 

納税義務の確定方式には、納税義務者または税務官庁による一定の行為に

よって確定させる申告納税方式または賦課課税方式と納税義務者または税務

官庁による一定の行為を要することなく自動的に確定し、徴収される源泉徴

収方式とがある。現行法上は、申告納税方式を原則とし、源泉徴収方式をそ

の特例として、構成されているといわれている。大部分の納税者の納税義務

は源泉徴収方式により確定し、徴収されている。 

源泉徴収方式によって確定した納税義務を徴収・納付する制度を源泉徴収

制度という。換言すれば、源泉徴収制度とは、源泉徴収の対象者とされてい

る所得の支払者を源泉徴収義務者とし（国税通則法２条１項５号）、支払者が

                                                           
(85) 金子教授は「しかし、他方では、それ故にこそ、源泉徴収に対して、憲法論のレ

ベルから、立法論のレベルに至るまで種々のきびしい批判がなされてきたのである。

特に、給与所得者の側からは、それは実額による経費控除の否定とともに、給与所得

を事業所得に対する関係で不当に差別するものである、というはげしい批判が加えら

れてきた。」と述べられている。 
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その支払いの際に、税務官庁に代わって、給与等を受ける源泉徴収義務者（以

下「受給者」と称する場合がある。）の納付すべき所得税を天引き徴収し、受

給者に代わって、徴収した所得税を納付する制度である。納税義務者自らが

主体的に自己の課税標準・税額等を計算・申告し、自主的に直接国庫に納付

する申告納税制度に比し、大差のあるところである。源泉徴収制度が申告納

税制度に対する特例制度として、原則として、一種の所得税の前払いないし

予納制度であるといわれている所以でもある。そのため、年末調整または確

定申告等により、課税期間内の納付済の税額を本来納付すべき正当税額に清

算調整し、還付ないし納付することになる(86)。 

３ 源泉徴収制度の沿革 

わが国おける源泉徴収制度の沿革について簡記する。戦前における源泉徴

収はすべてそれにより取りきりの「源泉課税」として仕組まれ、明治 32 年

に公社債利子に対する源泉課税が導入されたのを初めとして、大正９年に銀

行預金利子と非居住者の所得、大正 12 年に貸付信託の収益、昭和 15 年に配

当利子所得、と制度が拡充されてきた。これらの制度は、後の確定申告が予

定されず、受給者の他の所得との関係も想定されえない。 

勤労所得については昭和 13 年に退職所得に対する課税が源泉課税（ただ

し累進税率）として、また、昭和 15 年に給与所得に対する本格的な源泉課

税の導入、そして、昭和 22 年に年末調整が導入され、申告納税方式の採用

により給与所得に係る源泉徴収が「取りきり」から受給者の所得税の「前取

り」としての性格を与えられたことに対応するものであった。 

昭和 19 年に丙種事業所得として、日雇労働者・大工・左官等の報酬・料

金、外交員・集金人等の報酬・料金、原稿・作曲等の報酬・著作権の使用料・

講演の謝礼等について源泉課税の規定が設けられ、これが現在の所得税法第

                                                           
(86) 宮谷俊胤「源泉徴収制度の概要と問題点」日税研論集 15 号『源泉徴収制度』55

頁-56 頁（日本税務研究センター、1991）。 
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204 条による報酬・料金等の源泉徴収制度へと発展することになる(87)。 

第２節 源泉徴収義務者 

源泉徴収義務者は、自動的に確定した税額を法令に基づいて、自ら算出し（た

だし、計算の基礎となるべき諸控除の申告は受給者による。）、これを支払額よ

り徴収し、徴収の日の属する月の翌月 10 日までに国に納付しなければならな

い（所得税法 181 条１項、183 条１項、190 条１項、199 条、204 条１項、207

条、209 条の２、210 条、212 条１項、租特 41 条の 12 ３項）。税務署長は、

源泉徴収義務者が源泉所得税を徴収し、納付しなかったとき、源泉徴収義務者

から所得税を徴収する（所得税法 221 条）。源泉徴収義務者は、受給者から所

得税を徴していなかった場合または期限後に納付した場合、受給者に対し、源

泉所得税相当額をその後の支払い分から控除するか、または源泉所得税相当額

を受給者に対し求償することができる（所得税法 222 条）。税務署長は法定納

期限までに納付されないとき、源泉徴収義務者に対し、納付すべき税額、納期

限及び納付場所を記載した納税告知書を送付する（国税通則法 36 条１項）。税

務署長は納税告知書に指定する期限までに完納されない場合、さらに督促を経

て滞納処分に着手する。源泉徴収制度における直接的法律関係は、源泉徴収義

務者と国との間にのみ存在し、個々の受給者は国に対して直接義務を負わない。

その結果、源泉徴収義務の懈怠に係る附帯税及び罰則は、すべて源泉徴収義務

者自身が負担しなければならない（国税通則法 60 条１項５項、67 条、68 条３

項、所得税法 240 条、242 条）(88)。 

                                                           
(87) 佐藤英明「日本における源泉徴収制度」税研 153 24 頁-25 頁参照（日本税務研究

センター、2010）。 
(88) 宮谷・前掲注(86)57 頁-58 頁。 
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第３節 過誤納金の還付請求権者 

国税通則法には、源泉所得税の過誤納金が生じた場合に誰が還付請求権者に

なるのかについて、明文化されていない、本節ではその点について詳述する(89)。 

１ 問題意識 

税務官庁は、「還付金又は国税に係る過誤納金があるときは、遅滞なく、金

銭で還付しなければならない（国税通則法 56 条１項）。」。過誤納金のうち、

一応適法な処分等に基づき納付・徴収した金員が違法を理由に処分等が取り

消されたときは過納金として、納税義務がないにもかかわらずこれを納付し

た場合には当初より納付すべき理由がなかったのであるから誤納金として、

それぞれ還付請求することができる。しかし、誰が過誤納金の還付請求者に

なるのか、その直接的規定の定めはない。例えば、給与等の支払者が、源泉

徴収に関する諸規定に反して過大に徴収、納付した場合、過大な源泉所得税

が国に納付されることになり、結果的に過誤納金が生ずることになる。これ

らの場合、支払者または受給者のいずれが還付権者になるのであろうか。 

２ 内閣法制局の見解 

かって、内閣法制局は、源泉徴収に係る過誤納金の還付請求者は支払者で

あるとして、次のような見解を示している(90)。過誤納金の還付の法的性格は

一種の不当利得返還請求であるから、還付の相手方は民法上の不当利得制度

の場合と同様に、不当利得のために損害を被った者と解すべきであり、過誤

納金の場合、損害を被った者は、受給者のように見えるが、受給者は法定以

上の源泉徴収額に相当する金額の賃金債務不履行があったと認められ、支払

者に対し賃金請求権に基づく超過徴収額に相当する請求権を取得し、支払者

は過誤納金に相当する額を受給者に支払う義務があり、支払者が損害を被っ

                                                           
(89) 宮谷・前掲注(86)76 頁。 
(90) 昭 37.７.31１発９号内閣法制局意見。 
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た者と解されるとしていた。 

３ 最高裁の判旨ほか 

過誤納金の還付権者は支払者であるという。裁判例は、源泉徴収による所

得税と確定申告手続によって確定される所得税とは別個成立・確定すべき性

質のものであると判示した最高裁判決(91)を踏襲しつつ、「確定申告を行おう

とする受給者が、先に源泉徴収による所得税を不当又は過大に徴収されてい

る場合であっても、正当な源泉徴収税額との差額の金員の還付を求めること

ができるのは支払者のみであって、当該受給者は支払者に対して当該差額に

相当する部分の給付を求めることができるのは格別、確定申告に際して国に

対して直接その還付を求めることができない」と判示(92)している。学説には

批判的見解が少なくない(93)(94)。 

第４節 源泉徴収制度における支払者、受給者及び国との関係 

源泉徴収には、①国と支払者の関係、②国と受給者の関係、③受給者と支払

者の関係、の３つの法律関係が存在する。この３つの法律関係は、それぞれ、

いかなる性格を有する法律関係であり、また相互にどのような関係にたつのか

以下検討する(95)。 

                                                           
(91) 最判昭 45.12.24 民集 24 巻 13 号 2243 頁。 
(92) 名古屋地判平元.10.20 シュトイエル 333 号７頁。 
(93) 宮谷前掲注(86)77 頁-78 頁参照。宮谷教授は、「『すなわち、受給者は、確定申告

による手続きによって過誤納金の還付を直接求めることができる』とする学説の見解

が妥当であろう。」と述べられている。 
(94) 加藤雅信教授・岩﨑正明教授は次の通り述べられている。「現在の租税法学の通説、

判例に反対し、民法上の不当利得法学の視点から、超過源泉徴収があった場合の還付

請求権を受給者への天引き等がなされている通例の場合には－当事者の選択ではあ

るが基本的には－受給者に、天引き等がなされていない例外的な場合には支払者に認

めたいと考える。」加藤雅信・岩﨑政明共著「租税法学と民法学の対話」租税法研究

20 号『租税法学と関連学問領域』（有斐閣、1992）。 
(95) 畠山武道「源泉徴収制度の法律関係・争訟手続」日税研論集 15 号『源泉徴収制度』

256 頁-260 頁参照（日本税務研究センター、1991）。 
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１ 国と支払者の関係 

国は支払者に対して給与等の支払いの際に所得税を源泉徴収し、国に納付

すべきことを命じることができる。では、支払者はいかなる根拠に基づいて、

係る義務を負うのであろうか。 

第一に考えられるのは、支払者の源泉徴収義務を、実定法上の債権債務関

係において説明しようとする試みである。すなわち支払者は、実定法に根拠

を有する法定債務を負っており、その履行を求められるというものである。

しかし、現行法上、支払者は受給者の納税義務について連帯納税義務や第二

次納税義務を負っているわけではなく、他に支払者に法定債務が発生するこ

とを明示するような法律の規定もない。支払者は源泉徴収税額に相当する債

務を有していたわけではなく、また、その履行を求められているものでもな

い。支払者の源泉徴収義務を租税債務的地位から説明することは不可能であ

るといわざるを得ない。 

そこで、次に考えられるのが、支払者の源泉徴収義務は、租税実定法とは

無関係に、国が支払者に課した手続上の独自の「義務」であるという考え方

である。この「義務説」の内容も様々であるが松沢教授によれば、それらは

①徴収機関類似説、②代理人的地位説、③公法上の義務説に分類することが

可能であり、松沢教授自身は「人が他人を利用して利潤を獲得することがで

きる場合には、換言すると、他人を雇用して収益を享受しうる地位にある者

は一種の社会的責任があり、そこに公共の福祉の要請にこたえる一般的義務

を負担しなければならぬものといわねばならない。それは国法上の国家に対

する義務であ（る）。」(96)と述べて義務説をとられる。 

上記のどの説をとるかによって、個別の問題の大きな解釈に大きな違いが

でてくるとは解し難い。その点で、この問題は、さほど重要な問題とはいい

難いが、現行法上、租税債務関係は国と受給者の間にのみ存在するにもかか

わらず、徴収手続面では支払者と国のみが表面に現れてくる。また、後にみ

                                                           
(96) 松沢智『新版租税実体法【補正第２版】』383 頁（中央経済社、2003）。 
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るとおり、受給者は、支払者を相手としてのみ自己の納税義務の範囲を争っ

て出訴することが許されている。このような構造を考えると、まず、受給者

にとっては支払者が国の徴収機関とほぼ同じ役割を演ずる。しかるに、支払

者の側からみると、自己に課された源泉徴収義務は、自己固有の納税義務に

等しいものである。こうしてみると支払者の義務の内容は、見る視点によっ

て異なるが、徴税機関的性格と義務としての性格が複合的に混在している、

といえるだろう(97)。 

２ 国と受給者の関係 

国と受給者の間には、通常（すなわち源泉徴収制度が介在しない場合には）、

実体的な債権債務関係が存在する。そうすれば、通常の場合、債権者として

の国は、受給者に直接に履行を求め、逆に受給者は国に対して過誤納部分の

還付や還付訴訟等を提起しうるはずである。しかし、現行法がそのような構

造になっていないことは周知のとおりである。そうすれば、現行法上は、実

体的な債権債務関係が潜在化し、それが表に現れてくることはない。わずか

に確定申告の際に、受給者は「源泉徴収された又は源泉されるべき所得税の

額」（所得税法 120 条１項５号）を確定申告の際に控除することになってお

り、課税所得の計算上は、それが手続にも反映されることになっている。し

かし、すでに見たとおり、両者は、論理的、あるいは実際的な関連があるわ

けではなく、全く別個の手続として、計算上の関係があるにすぎないのであ

る。こうしてみると、現在の源泉徴収制度のもとでは、国と受給者は、実定

法的にも手続的にも完全に関係を断ち切られており、納税義務者は、通常の

租税法律関係とは著しく異なった特異な地位におかれているのである(98)。 

３ 支払者と受給者の関係 

受給者は支払者のする源泉徴収税額相当分の金銭の控除を受忍する義務が

                                                           
(97) 畠山・前掲注(95)256 頁-257 頁。 
(98) 畠山・前掲注(95)258 頁。 
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ある。しかしこの義務は、先にも検討したように、受給者が国に対して負う

納税義務の一部、あるいは特別に創設された受忍義務の一部であって、支払

者と受給者との法律関係に由来するものではない。その結果、支払者と受給

者との間には、民法上の雇用関係等に伴う債権債務関係は存在するが、それ

以外の租税法上の債権債務関係、すなわち租税実定法律関係は全く存在しな

いということになる。その結果、通説判例は、支払者と受給者の間には私法

上の債権債務は存在するが、公法上の債務関係は存在しない、と説明してい

るのである(99)。 

４ 三者構造のまとめ 

国と受給者の間には、源泉徴収手続の発生の基礎となる租税実定法（租税

債権債務関係）は存在するが、租税手続法の側面で、両者は完全に遮断され

ており、両者が手続的に接合することは全くない。他方、国と支払者との間

では、源泉徴収義務の発生を根拠付けるような租税実定法（租税債権債務関

係）は存在しない。しかるに支払者は、租税手続法の面では、自己の本来の

納税義務とは直接の関連しない様々な義務を課され、しかもその過怠は、あ

たかも自己の義務違反のごとく処罰される。 

このように現行法上は、租税実定法上の権利義務関係と租税手続法上の権

利義務関係が全く乖離しており、両者は交叉することがないのである(100)。 

第５節 納税義務の成立と税額の確定 

租税債権は、成立、確定及び履行という過程を経て、その満足が得られること

となるから、確定は履行の、また成立は確定のそれぞれ論理的前提をなしている。 

 
                                                           
(99) 畠山・前掲注(95)258 頁。 
(100) 畠山・前掲注(95)260 頁、畠山教授は「このような租税実定法上と租税手続法上の

乖離は、たんに制度に対する支払者や受給者の不満のみならず、法律適用上、解釈上

も、多くの問題を生み出すことになっているのである」と述べられている。 
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ところで、源泉徴収義務者が給与を支払う際、所得税額を徴収することは、

その反面受給者が源泉徴収を受忍する義務を負うことにほかならないから、少

なくとも法的には受給者が受忍義務を負う以前において、源泉徴収所得税の納

税義務の成立及び確定がなされなければならない。そして、納税義務は、通常、

納税者、課税物件、課税標準及び税率から成る課税要件が充足することにより

成立するのであるが、源泉徴収所得税は徴収義務者において、給与の支払いの

際課税要件が充足するから、その時点で源泉徴収所得税の納税義務が成立する

ことは明らかである。所得税法が源泉徴収義務について、「居住者に対し国内に

おいて第 28 条第１項（給与所得）に規定する給与等…の支払をする者は、そ

の支払の際、その給与等について所得税を徴収」しなければならない（所得税

法 183 条１項）旨規定し、この規定を承けて通則法は「所得の支払の時」をもっ

て納税義務が成立する旨規定していることは、当然の事柄というべきで、この

点については異論をみないところである。 

そして、源泉徴収の対象となるべき所得の支払がなされたときは、徴収義務

者は、法令の定めるところに従って所得税の納税義務を負うが、当該納税義務

は右所得の支払の時に成立し、しかもその成立と同時に特別の手続、例えば申

告納税方式における納税申告又は更正決定等、納税者又は税務官庁のする確認

行為のような行為なくして納付すべき税額が確定するものとされている（国税

通則法 15 条）。従って、徴収義務者は、自動的に確定した税額を、法令に基づ

いて自ら算出し、支払額から徴収して納付することを建前とする(101)(102)。 

                                                           
(101) 最判昭 45.12.24 民集 24 巻 13 号 2243 頁「この点右判決がいう如く、通則法 15

条の規定をまつまでもないと解すれば、源泉徴収制度それ自体から要請される法理と

見ることとなろうが、もしそうであるとすれば、この理は通則法の制定（昭和 37 年

４月）の前後によって径庭を異にしないはずである。従来下級審の裁判例の中で納税

告知を確定行為としてとられたものがあるが、それは、納税告知処分を争訟の対象と

する必要があるからなされたもので、右処分の性格について必ずしも十分な吟味がな

されたものではないということになろうか。いずれにしても、特別の手続を要しない

で納付すべき税額が確定する国税については、それらの課税要件が通常一義的に明確

であるため、申告や処分等を介在させずとも納付すべき税額が具体的に明らかであり、

租税法律関係の安定を害することもないと考えているものと思われる。」。 
(102) 堺澤良「源泉徴収制度の基本的構造と関係当事者の救済」『税務大学校論叢第 10
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第６節 納税の告知 

１ 納税の告知の意義 

国税通則法第 36 条（納税の告知）は、国税に関する法律において、国税

を「徴収する」と規定されている国税に関し、その徴収のための手続である

納税の告知について、その告知を行うこととする国税の種類及び手続を定め

たものである。すなわち、納税の告知を行うこととされている国税は、次の

とおりである(103)。 

（１）賦課課税方式による国税（過少申告加算税、無申告加算税及び申告納税

方式による国税に係る重加算税を除く。）。 

（２）次に掲げる国税で、その法定納期限までに納付されなかったもの。 

イ 源泉徴収による国税 

ロ 自動車重量税 

ハ 登録免許税 

２ 納税の告知の手続 

納税の告知は、その告知をする国税の徴収を所轄する税務署長又は税関長

（国税通則法 43 条１項）が納税者に対し、法定の文書たる納税告知書を送

達してするのが原則である。納税の告知書はその書式が定められおり（告示

通則法施行規則別紙２号）、税務署長又は税関長は、これに納付すべき税額、

納期限、納付場所、年度、税目、受入科目、取扱庁名、納期等の区分、番号

並びに納税者の住所及び居所を記載し、納税者に送達する(104)。 

                                                                                                                             
号』86 頁-87 頁参照。 

(103) 武田・前掲注(47)1971 頁。 
(104) 志場・前掲注(49)467 頁。 
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３ 納税の告知の効果 

納税の告知は次のような効力を有する(105)。 

（１）国税の納付を命じ、具体的には納税者に納付の手段を与え、納付期限を

指定する。 

（２）例外的に税額を確定することがある（国税通則法 32 条３項）。 

（３）繰上請求としての効果をもつこともある（国税通則法 38 条２項）。 

（４）徴収権の消滅時効を中断する効力を有する（国税通則法 73条１項３号）。 

４ 納税の告知の法的性格 

源泉徴収の対象となるべき所得の支払がなされたときは、徴収義務者は、

法令の定めるところに従って、所得税の納税義務を負うが、当該納税義務は

右所得支払の時に成立し、しかも、その成立と同時に特別の手続、例えば申

告納税方式における納税申告又は更正決定等納税者又は税務官庁のする確認

行為のような行為なくして納付すべき税額が確定するものとされている（国

税通則法第 15 条）。従って、徴収義務者は上記により自動的に確定した税額

を、法令に基づいて自ら算出し、支払額から徴収して納付することを建前と

する。そして、上記の構成は、法律の規定をまつまでもなく、源泉徴収制度

の当然の前提として法の予定するところであるいわれる(106)。上記のような

観点から、徴収義務者が所得税を徴収せず、又は徴収した税額を納付しない

ことを原因として税務署長が発する納税告知について、その性格をみると、

当該納税告知は納付すべき税額を確定させるものではなく、税務署長の徴収

義務者に対する納付下命行為としての履行の請求にほかならない。換言する

と、源泉徴収に係る納税告知は、納税告知一般の場合（賦課課税方式による

特別なもの（国税通則法 32 条３項括弧書き）を除く）におけるそれと同様徴 

 

                                                           
(105) 志場・前掲注(49)469 頁。 
(106) 最判昭 45.12.24 民集 24 巻 13 号 2252 頁。 
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収処分であって、課税処分ではないということになる(107)(108)。 

５ 源泉所得税に係る納税の告知と受給者への影響 

源泉所得税に係る納税の告知は、源泉徴収義務者に対して源泉所得税の納

付を命ずるものであるが、給与所得の受給者の納税義務に対してはいかなる

影響を与えるのであろうか。これについては、「支払者は、源泉徴収による所

得税の納税の告知について再調査の請求、審査請求及び抗告訴訟をなしうる

ものと解すべきであるが、同処分が不可争のものに確定したとしても、これ

によって受給者の源泉徴収義務の存否、範囲にはいかなる影響も生じること

なく、受給者は、支払者からその徴収された所得税に相当する金額の支払を

請求されたときは、自己において源泉徴収義務の存否、範囲を争うことがで

きるものと解され」(109)、この場合において、「支払者は、国に対する訴訟と

受給者に対する訴訟とでともに敗訴する危険性を避けるため、国に対して納

税義務不存在の確認の訴えを提起し、受給者に訴訟告知をして、受給者の源

泉納税義務の存否、範囲の確認について受給者と責任を分かつことができる」

とされている(110)。 

第７節 源泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の消滅時効 

１ 源泉所得税と過誤納金 

源泉所得税は、給与等の支払の時に納税義務が発生し、これと同時に特別

の手続を経ないで納付すべき税額が自動的に確定する。このような自動確定

する源泉所得税の誤納金の消滅時効の起算点は、どのように考えればよいの

だろうか。 

 
                                                           
(107) 最判昭 45.12.24 民集 24 巻 13 号 2254 頁。 
(108) 堺澤・前掲注(102)87 頁。 
(109) 最判昭 45.12.24 税資 62 号 15 頁。 
(110) 志場・前掲注(49)469 頁-470 頁。 
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自動的に確定する源泉所得税は、すなわち租税確定行為が存在しないとい

える。源泉所得税は税務署長による納税の告知がされたとしても、その納税

の告知は徴収処分であって、課税処分ではないので、確定手続が存在しない

こととなる。つまり、源泉所得税は、支払われた給与等の額から法律上当然

に決められるので、通常は過大に税額が徴収されることはあり得ないのであ

る。 

過誤納金は、過納金と誤納金に区別され、このうち過納金は、法律上の原

因たる申告、更正等の租税確定行為によって確定したものであったが、その

後減額更正等により税額が減少することにより、法律上の原因を欠くに至っ

たものである。 

その一方で、自動確定方式の源泉所得税は、租税確定行為が存在せず、税

額が過大に確定されることはないから、過納金が生じることはないのである。

したがって、源泉所得税の過誤納金とは給与等の支払の際に自動確定した本

来納付すべき税額と実際に納付された税額の差額が誤納金として生ずること

となる。 

そして、源泉所得税の過誤納金とは、①納税義務がないのに納付した源泉

所得税額、②本来納付すべき税額よりも過大に納付した源泉所得税額、つま

りは誤納金であるいえる。 

２ 源泉所得税の還付請求権の消滅時効 

源泉所得税の過誤納金は、自動確定方式により源泉徴収税額の納付税額が

発生し、申告等の租税確定行為が存在しないので、過納金は生じえず誤納金

が生ずることとなる。 

裁判例では、納税告知処分によって納付した源泉所得税の返還請求を求め

た事案で、源泉所得税について、「もし納税義務がないにもかかわらず納付し

たものとすれば、当初より納付すべき理由がなかったのであるから、まさに

誤納金にあたり」、「納付後直ちにその返還を請求できる」とする一審、二審

判決を支持しており、誤納金は納付のときから還付請求をすることができる
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と解している（最判昭 53 年２月 10 日第二小法廷判決訟月 24 巻 10 号 2108

頁）。 

そして、消滅時効の基本的な考え方である「法律上の障害」がないときは

いつかという点について、「納付の日」において還付請求権を行使する上での

期限の未到来や、租税確定行為がなされた過納金などは見当たらない。誤納

金が発生していることに気付かなかったり、知らなかったりしていても、そ

れは「事実上の障害」であって「法律上の障害」ではない。したがって、源

泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の消滅時効の起算点である「その請求

することができる日」は「納付の日」であると考えられてきた。 

第８節 小括 

本章では源泉徴収制度の意義、概要、過誤納金の還付請求権者は誰になるの

かについて概括した。また、源泉徴収には①国と支払者の関係、②国と受給者

の関係、③受給者と支払者の関係が存在する。①では、源泉徴収義務の発生を

根拠付けるような租税実定法（租税債権債務関係）は存在しない。しかるに支

払者は、租税手続法の面では、自己の本来の納税義務とは直接の関連しない様々

な義務を課される。②では、源泉徴収手続の発生の基礎となる租税実定法（租

税債権債務関係）は存在するが、租税手続法の側面で、両者は完全に遮断され

ており、両者が手続的に接合することは全くない。③では民法上の雇用関係等

に伴う債権債務関係は存在するが、それ以外の租税法上の債権債務関係、すな

わち租税実定法関係は全く存在しない。源泉徴収に関係する三者は以上のよう

な特殊な関係にあるといえる。 

源泉所得税は、給与等の支払の時に納税義務が発生し、これと同時に特別の

手続を経ないで納付すべき税額が自動的に確定するので、過納金は生じえない。

つまり、源泉所得税の過誤納金とは、①納税義務がないのに納付した源泉所得

税額、②本来納付すべき税額よりも過大に納付した源泉所得税額、つまりは誤

納金であるいえる。そして、消滅時効の基本的な考え方である「法律上の障害」
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がないときはいつかという点について、「納付の日」において還付請求権を行使

する上での期限の未到来や、租税確定行為がなされた過納金などは見当たらな

い。誤納金が発生していることに気付かなかったり、知らなかったりしていて

も、それは「事実上の障害」であって「法律上の障害」ではない。したがって、

源泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の消滅時効の起算点である「その請求

することができる日」は「納付の日」である。 

しかし、名古屋地裁平成 29 年９月 21 日判決では、要旨、還付請求権の行使

につき、支払の原因が無効になったことを理由とする返還によって、所得の経

済的効果が失われるまでは、源泉所得税の課税要件に欠けるところはなく、法

律上の障害があるというべきで、当該還付請求権が時効により消滅したとはい

えず、還付すべきである、と判示された。判決は地裁判決で確定したものであ

るが、次章では「法律上の障害」の意義や発生原因、名古地裁判決の妥当性な

どについて検討する。 
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第４章 消滅時効の起算点に関する裁判例 

第１節 消滅時効の起算点が争点となった最高裁判決 

本節では、消滅時効の起算点が争点となった裁判例を概括することにより、

消滅時効の起算点における「法律上の障害」とはどのような場合に生じるのか、

また、源泉所得税の還付請求権の消滅時効の起算点における「法律上の障害」

との関連性などを検討するものである。 

１ 最高裁昭和 45年７月 15日大法廷判決・民集 24巻７号 771 頁 

（１）事案の概要 

 Ｘ（原告・被控訴人・被上告人）はＡ所有の宅地 22 坪について、賃借

権を有するとしてＡに対し賃料を提供したが、受領を拒絶されたため、昭

和 27 年５月７日からＡを被供託者として東京法務局に対し賃料１カ月

2,000 円の割合で弁済のため供託してきた。その後、ＡはＸを被告として

建物収去土地明渡の訴を提起したが、昭和 38 年１月 18 日上告審たる最高

裁判所で和解が成立し、Ｘは右土地に賃借権を有しないことを認め、同年

６月 30 日までに建物を収去してＡに明け渡し、Ａは右土地に対する昭和

27 年３月 14 日から右土地明渡に至るまでの賃料相当の損害金債権を放棄

することとなった。そこで、Ｘは民法第 496 条第１項に基づき昭和 38 年

５月９日Ｙ（供託官、被告・控訴人・上告人）に対して昭和 27 年５月７

日から昭和 28 年２月７日までに供託した合計２万 4,000 円の供託金の取

戻を請求したところ、Ｙは時効により消滅したことを理由に上記請求を却

下した。そこで、ＸはＹを被告として、行政事件訴訟法第３条第２項によ

り、上記却下処分の取消しを求める訴を提起した。 

 第１審(111)は、ほぼ最高裁判決の判旨にあたるような判決をして、Ｙの

                                                           
(111) 東京地判昭 39.５.28 日判例時報 374 号４頁。 
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却下処分を取り消した。第２審(112)も消滅時効の起算点に関しては、大筋

において第１審と同じだが、時効期間に関しては、第１審が 10 年と解し

たのに、供託は供託の原因もすべて法定されており、また供託官吏が適法

であれば供託を受理しなければならず契約自由の原則は適用されないので

あるから、その法律関係は公法関係と解するのが相当であるとしたうえ、

会計法第 30 条の規定によって５年の消滅時効にかかるものとした。そし

て、大法廷は、供託金取戻請求権の消滅時効の起算点と時効期間について

全員一致で次のような判決をした(113)。 

（２）判旨 

 「・・・債権の消滅時効が債権者において債権を『行使スルコトヲ得ル

時ヨリ進行ス』るものであることは、民法 166 条１項に規定するところで

ある。しかし、弁済供託における供託物の払渡請求、すなわち供託物の還

付または取戻の請求について「権利ヲ行使スルコトヲ得ル」とは、単にそ

の権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利

の性質上、その権利行使が現実に期待できるものであることをも必要と解

するのが相当である。・・・したがって、弁済供託における供託物の取戻請

求権の消滅時効の起算点は、供託の基礎となった債務について紛争の解決

などによってその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必

要が消滅した時と解するのが相当である。・・・供託上の法律関係は公法関

係であり、供託金の払渡請求権は会計法第 30 条の規定により５年の消滅

時効に係るものと解している。しかしながら、弁済供託が民法上の寄託契

約をの性質を有するものであることは前述のとおりであるから、供託金の

払渡請求権の消滅時効は民法の規定により 10 年をもって完成するものと

解するのが相当である。・・・（下線は筆者）」 

（３）考察 

                                                           
(112) 東京高判昭 40.９.15 判例時報 427 号 23 頁。 
(113) 遠藤浩「弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効期間とその起算点」ジュ

リスト 482 号 42 頁（1971）。 
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 「法律上の障害」に当たるとした裁判例は一定数あるが、本判決は消滅

時効の起算点に関するこれ以降の裁判において、新しい考え方を示すもの

であった。従来は、返済期の定めのない寄託契約における消滅時効の起算

点は、契約成立の日からとする判例(114)理論に支えられてきた。このよう

な取扱いについて判決が動揺し始め、本判決と同旨とする内容の判決が急

速に増加したのである。その理由としては賃料を巡る争いにおいて裁判が

長期化し、判決が確定した時には、消滅時効が完成しているとして払渡請

求が却下されるケースが多く見られるようになってきたことによる不都合

と、結果として国家に漁夫の利を占めることを許す不合理への反省がそう

させたのであるといわれている(115)。このような判例の続出と実際の取扱

いの違いのもとで、最高裁は結論を出すことを迫られた(116)。 

 そして、本判決に対し、遠藤浩教授は要旨次のように述べられている。

弁済供託における供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点は、供託の基礎

となった債務について紛争の解決などによってその不存在が確定するなど、

供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時である。なぜならば、争い

があってその争いが続く間に当事者のいずれかが供託物の払渡を受けるの

は、相手方の主張を認めて自己の主張を撤回したものと解されるおそれが

あるので、争いの解決を見るまでは、供託物払渡返還請求権の行使を当事

者に認めるのは事実上不可能にちかく、当該請求権の消滅時効が供託の時

から進行すると解することは、法が当事者の利益保護のために認めた弁済

供託の制度の趣旨に反する結果となるからである。この判決は是認されて

よいが、「権利ヲ行使スルコトヲ得ル」を権利の性質上、その権利行使が現

実に期待できるものであることが必要であるとする考え方をどこまで一般

化できるかは問題があろうと述べ、以後の判決への影響についての疑問を

                                                           
(114) 大判大９.11.27 民録 26 輯 1797 頁。 
(115) 水田耕一＝中川庫雄『全訂供託法講義』205 頁（1963、帝国判例法規出版）、甲斐

道太郎『注釈民法(12)』325 頁（有斐閣、1970）。 
(116) 遠藤・前掲注(113)43 頁。 
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投げかけている(117)。 

 本判決の判旨では、「供託物の還付または取戻の請求について「権利ヲ行

使スルコト得ル」」とあるため、適用場面が限定的ではないかとも考えられ

る。事実、「権利の性質上その行使が現実的に期待できるものであることを

要する」という解釈を、限定的に解し、適用することに否定的な見解があ

る(118)。しかし、後述するとおり消滅時効の起算点について、本判決は大

きな影響を与えることになる。 

２ 最高裁平成８年３月５日第三小法廷判決・民集 50巻３号 383 頁 

（１）事案の概要 

 Ｘは（原告・被控訴人・上告人）は、1984 年３月 24 日ひき逃げ事故に

より負傷、翌年２月２日に症状が固定し、後遺障害が残った。事故当時飲

酒運転をしていた被疑者Ａは、司法警察員と検察官に対する各供述調書で

一度自白したほかは一貫して記憶がないと供述してきたが、その間二度に

わたりＸを見舞って謝罪し見舞金も送った。しかし、Ａは 1986 年２月 27

日嫌疑不十分で業務上過失傷害事件について不起訴となり、それまでＡの

自賠責共済からＸに支払われていた治療費の給付も打ち切られた。Ｘは

1987 年 11 月 20 日、Ａに対し損害賠償の訴えを提起したが、Ａが加害車

両の保有者であるとは認めがたいとする敗訴判決が 1989 年１月 6 日の経

過により確定した。そこでＸは、同年２月６日、政府に対し自動車損害賠

償保障法（以下「自賠法」という。）第 72 条第１項前段に基づき後遺障害

による損害の補填の請求をしたが、1990 年２月６日、自賠法第 75 条の２

年の消滅時効の完成を理由に右請求を却下する旨の通知を受けた。Ｘは同

月 13 日、国Ｙ（被告・控訴人・被上告人）に対し損害の補填を求めて本件 

 
                                                           
(117) 遠藤・前掲注(113)43 頁。 
(118) 榊素寛「被保険者が失踪した場合に保険金請求権の消滅時効の起算点を遺体発見

時とした事例」商事法務 1673 号 35 頁、出口正義「死亡保険金請求権の消滅時効の

起算点」判例批評民商法雑誌 131 巻 1 号 46 頁。 
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訴訟を提起したが、Ｙは右消滅時効を援用して争った。 

 第１審判決(119)は、自賠法第 75 条の消滅時効の起算点については現民法

第 166 条第１項が適用されるとしたうえで、自動車安全運転センター発行

の交通事故証明書には当事者としてＡが記載されているので、本件請求権

を行使するには加害者の記載のない事故証明書かそれに代わるべき証明力

のある文書が入手されるまでは法律上の障害があり（自賠法施行規則 27

条２項２号参照）、したがって、Ａに対する損害賠償請求を棄却する判決が

確定した翌日の 1989 年１月７日が起算点となり消滅時効は完成していな

いとしてＸの請求の一部を認容した。しかし、原判決(120)は右の文書がな

いことは法律上の障害にあたらないとして、後遺症状が固定した翌日の

1985 年２月３日を起算点として消滅時効の完成を認め、Ｘの請求を棄却し

た。本最高裁判決は第１審と理由づけは異なるもののその結論は正当であ

るとして、原判決を破棄、控訴棄却の自判をした(121)。 

（２）判旨 

 「けだし、（一）民法 166 条１項にいう「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」

とは、単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、

さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待できるものであることを

も必要と解することが相当である（最高裁昭和 40 年（行ツ）第 100 号同

45 年７月 15 日大法廷判決・民集 24 巻７号 771 頁参照）、・・・したがっ

て、交通事故の加害者ではないかとみとめられる者との間で自賠法３条に

よる請求権の存否についての紛争がある場合には、右の者に対する自賠法

３条による請求権の不存在が確定するまでは、本件規定による請求権の性

質から見て、その権利行使を期待することは、被害者に難きを強いるもの

であるからである。本件においては、上告人と西尾との間で本件交通事故 

 
                                                           
(119) 鳥取地判平３.１.30 民集 50 巻３号 394 頁。 
(120) 広島高松江支判平成４.１.31 民集 50 巻３号 398 頁。 
(121) 松久三四彦「消滅時効の起算点（１）」別冊ジュリスト交通事故判例百選[第四

版]180 頁（1999）。 
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の加害車両の保有者が西尾であるか否かをめぐって自賠法３条による請求

権の存否についての紛争があったところ、上告人の西尾に対する敗訴判決

が昭和 64年１月６日に確定したので、上告人の本件請求権の消滅時効は、

その翌日である同月７日から進行し、本件訴訟が提起された平成２年２月

13 日に中断されたことになるから、上告人の本件請求権が時効により消滅

したということはできない。・・・（下線は筆者）」 

（３）考察 

 自賠法第 72 条第１項前段により、ひき逃げ事故等の被害者が政府に対

し有する保障請求（保障金請求権、損害填補請求権）は、２年の短期消滅

時効にかかる（同法 75 条）。本判決は現民法第 166 条第１項が適用される

との前提で、保障請求権の消滅時効の起算点に関する初めての最高裁判決

である(122)。 

 松久三四彦教授は要旨次のように述べられている。本判決が援用する最

高裁昭和 45 年７月 15 日大法廷判決は、「弁済供託における供託物の払渡

請求、すなわち供託物の還付または取戻の請求について」という限定をつ

けたうえで、本判決と同一の表現、すなわち、「『権利ヲ行使スルコトヲ得

ル』とは単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではな

く、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待できるものであるこ

とをも必要と解する」とした。本判決は上記大法廷判決に続くものである

が、限定を外し、現民法第 166 条第１項の一般的解釈として判示した初め

ての最高裁判決として意義を持つものといえよう。もっとも、この解釈に

例外がないかは検討を要する。例えば、不当利得返還請求権は発生当初か

ら権利の存在を知らないか、あるいは知り得ない場合が多いと思われるが、

この場合はどうであろうか。 

 これに対し、野山宏氏は要旨次のように述べられている(123)。判決要旨

にいう「（自賠法）３条による損害賠償請求権の存否が争われている場合」

                                                           
(122) 松久・前掲注(121)181 頁参照。 
(123) 野山宏「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成８年度（上）143 頁参照。 
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あるいは「右損害賠償請求権が存在しないことが確定した場合」というの

は、解釈の必要な幅の広い概念である。民事訴訟の提起に至れば原則とし

て「争われている場合」に当たるといえようし、被害者の敗訴判決が確定

すれば、「損害賠償請求権が存在しないことが確定した場合」に当たること

は明らかであるといえよう。しかし、訴訟提起には至らなくとも、加害者

ではないかと疑われる者に対して全力を尽くして示談交渉に臨み、あるい

は訴訟提起を目指して、証拠収集に努めたこと等を「争われている場合」

に当たるといい、訴え提起を断念したこと等を「権利の不存在が確定した

場合」に当たるということも、場合によっては可能であろう。本判決の法

理を適用すべきかどうかは、個別の事案によるものというほかなく、事例

の集積が必要である。その場合の判断のポイントは「権利の性質上その権

利行使が現実に期待できるものであったか」という点に帰着するものであ

るといえよう。 

 松久教授は、最高裁昭和 45 年７月 15 日大法廷判決の「弁済供託におけ

る供託物の払渡請求、すなわち供託物の還付または取戻の請求について」

という限定が、本判決ではなくなっていることを捉え、例外がないか検討

は要するが一般的解釈を示したものであるとしたのに対し、野山氏は、本

判決の法理を適用するかは個別の事案によるものであり、事例の集積が必

要とし、松久教授ほどその汎用性を前面には出していないが、本判決以降

の判例法理に影響を与えるものであることを示唆している。 

 なお、本判決の射程範囲は、ある者が交通時効の加害自動車の保有者で

あるか否かをめぐって自動車損害賠償保障法第３条に関する紛争がある場

合に限定されるとする見解(124)があるが、やや根拠に欠けるものと考える。 

３ 最高裁平成 15年 12 月 11 日第一小法廷判決・民集 57巻 11 号 2196 頁 

（１）事案の概要 

                                                           
(124) 加藤新太郎「平成８年度主要民事判例解説」判例タイムズ 945 号（1997）。 
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 訴外Ａは、Ｙ生命保険会社（被告・控訴人・上告人）と平成２年５月１

日及び平成３年 11 月 21 日に、妻であるＸ（原告・被控訴人・被上告人）

を保険金受取人として、定期保険特約付終身保険契約を各締結した。本件

各生命保険の保険約款には、保険金請求権は、支払事由の生じた日の翌日

からその日を含めて３年間請求がない場合には時効により消滅する旨の定

めがある。 

 Ａは平成４年５月 17 日自動車を運転して自宅を出たまま帰宅せず、行

方不明となった。Ｘは同月 19 日、地元の警察に捜索願を出したものの、

何の手がかりもなく生死不明まま時が経過した。３年以上が経過した平成

８年１月７日、芦ノ湖スカイライン展望台広場から自動車が転落する事故

があり、その救出作業中に、展望台広場から約 120ｍ下の雑木林の中でＡ

の自動車が発見され、そこから約３ｍ上方の窪み付近でＡの白骨化した遺

体が発見された。現場の状況等から、Ａは運転していた自動車が道路から

転落したことにより負傷し、平成４年５月頃に死亡したと推認された。ま

た、Ａが行方不明になる前のＡの経済状態は相当苦しかったが、それが直

ちに自殺に結びつくものと認めることはできず、Ａの転落事故は、Ａの運

転の過誤により発生したものと推認された。 

 Ｘは平成８年 11 月７日、Ｙに対して保険金の支払を求める本件訴訟を

提起した。ＹはＸの保険請求権は、本件保険約款の時効消滅条項の適用に

より消滅した等の主張をして、支払を拒絶した(125)。 

（２）判旨 

 「しかしながら、本件消滅時効にも適用される民法 166 条１項が、消滅

時効の起算点を「権利ヲ行使スルコト得ル時」と定めており、単にその権

利の行使について法律上の障害がないというだけでなく、さらに権利の性

質上、その権利行使が現実に期待することができるようになった時から消

滅時効が進行するというのが同項の規定の趣旨であること（最高裁昭和 40

                                                           
(125) 大澤康孝「生命保険契約における保険金請求権の消滅時効の起算点」ジュリスト

1269 号 119 頁（2004）。 
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年（行ツ）第 100 号同 45 年７月 15 日大法廷判決・民集 24 巻７号 771 頁

参照）にかんがみると、本件約款が本件消滅時効の起算点について上記の

ように定めているのは、本件各保険契約に基づく保険金請求権は、支払事

由（被保険者の死亡）が発生すれば、通常、その時からの権利行使が期待

できると解されることによるものであって、当時の客観的状況等に照らし、

その時からの権利行使が現実に期待できないような特段の事情の存する場

合についてまでも、上記支払事由発生の時をもって本件消滅時効の起算点

とする趣旨ではないと解するのが相当である。・・・被上告人の本件各保険

契約に基づく保険金請求権については、本件約款所定の支払事由（Ａの死

亡）が発生した時からＡの遺体が発見されるまでの間は、当時の客観的な

状況に照らし、その権利行使が現実に期待できないような特段の事情が存

したものというべきであり、その間は、消滅時効は進行しないものと解す

べきである（下線は筆者）。」 

（３）考察 

 保険金請求権の消滅時効については、商法第 663 条を準用する同法第

683 条第１項により生命保険に適用される。さらに、生命保険の場合には、

一般に約款において、３年に延長されている。そして、保険請求権の消滅

時効の起算点については、商法に規定がないため、民法の一般規定による

ことになる。そこで、現民法第 166 条第１項の「権利ヲ行使スルコトヲ得

ル時」より進行するとされているため、それがいかなる時であるかが問題

となる(126)。 

 大澤康孝教授は要旨次のとおり述べられている。本判決は最高裁昭和 45

年判決が示した解釈基準を生命保険金請求権の消滅時効の起算点について

も適用したものである。生命保険金請求権が、はたして「権利の性質上」

保険事故発生時からの権利行使が現実に期待し得ないような権利であるの

かは問題であるが、判決文の中から強いて探してみるなら、「保険事故、殊

                                                           
(126) 大澤・前掲注(125)119 頁参照。 
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に被保険者の死亡が保険金請求者の知らない間に生ずることが少なくない

こと」が「権利の性質」に当たるということであろうか。そうすると、損

害保険の場合は、必ずしも同様ではないということになろうか。今後さら

に事例が加わってより明確になっていくであろうが、「権利の性質上」とい

う限定的表現は、法律上の障害という要件を離れるに当たっての過渡的な

ものに過ぎず、「権利行使の現実的期待可能性」の基準に収束していくであ

ろうと思われる。また、本判決は保険会社が約款で一定の時を起算点とす

ることを有効と認めつつ、特段の事情がある場合には約款の効力が制限さ

れることを判示している。結論として、本判決が示す原則論は評価できる

が、しかし、実質的な事情を考慮しなければ時効起算点が決まらないとい

うことであれば、時効の利益を主張する債務者が、起算点にかかわる過去

の事情をめぐる紛争に巻き込まれる恐れがある(127)。 

 森義之氏は、本判決の射程について次のように述べられている。本判決

は展望台下の山林内に自動車とともに転落し、３年８カ月の間誰にも発見

されなかったという事案について、特段の事情が存することを認めて、消

滅時効が完成していないとしたものであって、保険金請求権者が保険契約

の存在を知らなかったにすぎない場合や免責事由に該当すると考えて保険

金を請求しなかった場合などについては、本件と事案を異にするというこ

とができる(128)。 

 本判決の射程について、大澤教授の評釈からは汎用性を読み取れないし、

森氏の解説からは、保険契約に限られるようにも見て取れる。しかし、本

判決は最高裁昭和 45 年判決が示した新しい解釈基準を採用した最高裁平

成８年判決に続く判決であり、同判決と同様「権利ヲ行使スルコト得ル時」

の解釈に当たり、昭和 45 年判決の「・・について「権利ヲ行使スルコト

得ル」」の「について」が付されていないことから、「権利の性質上」とい

う縛りがかかるものの現民法第166条１項の「権利ヲ行使スルコト得ル時」

                                                           
(127) 大澤・前掲注(125)120 頁-121 頁参照。 
(128) 森義之「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成 15 年度（下）776 頁。 
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を検討する際の基準を確立させたものと評価できるのではないかと考える。 

４ 最高裁平成 28年３月 31日第一小法廷判決・民集 70巻３号 969 頁 

（１）事案の概要 

 宅地建物取引業者には、取引相手方の債権を担保するため、宅建業法に

より営業保証金の供託が義務づけられており（宅建業法 25 条第１項）、そ

の取引相手方は、宅建業に関する取引から生じた債権につき、当該営業保

証金の還付請求権を有することとされている（宅建業法 27条１項）。一方、

免許の有効期間満了など一定の事由が生じた場合、宅建業者は営業保証金

を取り戻すことができる（宅建業法 30 条１項）。そのための手続を定める

宅建業法第 30 条第２項は、まず本文において、当該営業保証金につき還

付請求権を有する者に対し６月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を

公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ取戻請求をする

ことができないとしつつ、但書において、営業保証金を取り戻すことがで

きる事由が発生した時から 10 年を経過したときはこの限りでないと定め

る。 

 平成元年３月 31 日付で宅建業者の免許を受けたＸ（原告・控訴人・上

告人）は、同年６月 13 日付けで東京法務局において 1,000 万円の営業保

証金を供託した。その後、当該免許の有効期間は平成 10年３月 31日をもっ

て満了したが、Ｘは本件保証金につき取戻公告をせず、また、本件保証金

に対して還付請求権が行使されることもなかった。その後、平成 25 年９

月 20 日になって、Ｘが東京法務局供託官に対し、本件保証金の取戻しを

請求したところ、同供託官は、Ｘの取戻請求権につき消滅時効が完成して

いることを理由に同年 10 月１日付で却下決定をした。そこでＸがＹ（国

－被告・被控訴人・被上告人）を相手取り提起したのが本件訴訟である。 

 原審は概ね次のように述べて、Ｘの請求を棄却した第１審判決を維持し

た。宅建業者であった者は取戻公告をし、その公告期間が経過したことに

加え、公告期間内の申出に係る還付請求権が不存在であるかまたは消滅し
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たことにより、営業保証金の取戻請求権を法律上行使することができる。

還付請求権の存否は取戻事由発生の時点で既に法律上確定しているから、

上記申出に係る還付請求権が存在しない場合には（１審判決はそのように

認定した。）、取戻事由発生から最短の公告期間６か月が満了した時点で、

営業保証金の取戻請求権の行使は法律上可能になり、その時から同請求権

の消滅時効は進行する(129)とした。しかし、最高裁は次のとおり、原審を

破棄し自判した。 

（２）判旨 

 「宅建業法に基づく営業保証金の供託は、民法上の寄託契約の性質を有

するものであることから、その取戻請求権の消滅時効は、同法 166 条１項

により「権利を行使することができる時」から進行し、同法 167 条１項に

より 10 年をもって完成するものと解される（最高裁昭和 40 年（行ツ）第

100号同 45年７月 15日大法廷判決・民集 24巻７号 771頁参照）。そして、

宅建業法 30 条１項前段所定の取戻事由が発生した場合において取戻公告

がされなかったときは、宅建業者であった者等は、同条２項の定めによれ

ば、取戻事由が発生した時から 10 年を経過するまでの間、上記取戻請求

権を行使することはできないこととなるのであるから、上記の間、上記取

戻請求権の行使について法律上の障害があることは明らかである。 

 原審は、・・・取戻事由の発生から６か月を経過すれば、取戻公告をして

いないからといって、そのような法律上の障害を理由として営業保証金の

取戻請求権に係る消滅時効の進行が妨げられるものではないとの解釈を前

提としているものと解される。 

 ・・・営業保証金及び取戻公告の制度趣旨に照らすと、宅建業法 30 条

２項の規定は、取戻請求をするに当たり、同項本文所定の取戻公告をする

ことを義務的なもの又は原則的なものとする趣旨ではなく、取戻公告をし

て取戻請求をするか、取戻公告をすることなく同項ただし書所定の期間の

                                                           
(129) 長野史博「宅建業法に基づく営業保証金還付請求権の消滅時効の起算点‐同法 30

条の取戻公告が行われなかった場合」ジュリスト 1505 号 71 頁(2017)。 
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経過後に取戻請求をするかの選択を、宅建業者であった者等の自由な判断

に委ねる趣旨であると解するのが相当である。 

 そうすると、取戻公告をすることなく取戻請求をする場合に、宅建業者

であった者等は取戻事由が発生すれば直ちに公告期間を最短の６か月と定

めて取戻公告をすることができることを理由として、取戻事由の発生時か

ら６か月を経過した時から取戻請求権の消滅時効が進行すると解すること

は、上記の選択を宅建業者であった者等の自由な判断に委ねた宅建業法 30

条２項の趣旨に反するといわざるを得ない（最高裁平成 17 年（受）844

号同 19 年４月 24 日第三小法廷判決・民集 61 巻３号 1073 頁、最高裁平

成 20 年（受）第 468 号同 21 年１月 22 日第一小法廷判決・民集 63 巻１

号 247 頁等参照）。・・・ 

 以上によれば、宅建業法 30 条１項前段所定の取戻事由が発生した場合

において、取戻公告がされなかったときは、営業保証金の取戻請求権の消

滅時効は、当該取戻事由が発生した時から 10 年を経過した時から進行す

るものと解するのが相当である。」 

（３）考察 

 本判決は、宅建業法に基づく営業保証金取戻請求権の消滅時効の起算点

に関するものである。同法によれば、宅建業者は免許の有効期間満了など

一定の事由が生じた場合に、一定の条件下、営業保証金を取り戻すことが

できる。すなわち、同法第 30 条第２項本文は、宅建業者が取戻公告（営

業保証金につき還付請求権を有する者に対して６月を下らない一定期間内

に申し出るべしとの公告）をして当該期間内に申出がなかった場合でなけ

れば、取戻をすることができないとしており、同項ただし書きは「営業保

証金を取り戻すことができる事由が発生した時から 10 年を経過したとき

は、この限りでない（10 年経てば公告なしに取戻可能）」と定める(130)。 

イ 評釈 

                                                           
(130) 小粥太郎「民法判例の動き」ジュリスト 1505 号 62 頁(2017)。 
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 長野史寛準教授は要旨次の通り述べられる(131)。最高裁はこれまでに

も、本判決で引用する自動継続特約付の定期預金債権（最高裁平成 19

年４月 24 日第三小法廷判決・民集 61 巻３号 1073 頁）や、過払金充当

合意がある場合の過払金返還請求権（最高裁平成 21 年１月 22 日第一小

法廷判決・民集 63 巻１号 247 頁）について、一定の時点において権利

行使をするかどうかを権利者の自由に委ねるという契約の趣旨を根拠に

消滅時効の起算点を遅らせる判断をしている。本判決は、法令に基づく

債権についても、これと同様に当該法令の趣旨・目的を考慮して起算点

が定められるべき旨を示すものであり、この点に重要な理論的意義を見

出すことができる。すなわち、本判決の意義は、①法令に基づく権利の

消滅時効については当該法令の趣旨を考慮して起算点が定められるべき

ことを示した点、②その上で宅建業法第 30 条第２項について一定の解

釈を示した点にある。このうち②の判断の射程(132)は同様の規律を有す

る旅行業法第９条８項、割賦販売法第 18 条の２第２項・第 29 条第２項

等の解釈に及ぶものの、それを超えるものではない。一方、①について

は、先に触れた２判決と相まって、「権利行使につき契約ないし法令上複

数のタイミングが予定されている場合には、消滅時効の起算点は当該契

約ないし法令の趣旨目的によって定まる」という形での一般化が可能な

ように思われる。そして、近時の判例理論の有力な潮流である「権利行

使が現実に期待できる」時点を消滅時効の起算点と考える学説との関係

について、権利行使の期待可能性というのは、当該権利を基礎づける契

約ないし法令の趣旨に即して判断されるという意味において、「規範的」

な概念であると述べられている。 

 徳地淳氏は、本判決の射程について、要旨次の通り述べられている(133)。

                                                           
(131) 長野・前掲注(129)72 頁参照。 
(132) 徳地淳「[民事]宅地建物取引業法 30 条１項前段所定の事由が発生した場合におい

て、同条２項本文所定の公告がされなかったときにおける営業保証金の取戻請求権の

消滅時効の起算点－最一小判平成 28.３.31」ジュリスト 1499 号 92 頁(2016)。 
(133) 徳地淳「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成 28 年度 285 頁。 
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営業保証金の取戻請求に関する手続等に関し上記②と異なる内容の規定

が設けられているものについては、本判決から直ちに何らかの結論が導

かれるものではなく、その時点において現民法 166 条第１項にいう「権

利を行使することができる時」に該当するといえるかにつき、それぞれ

の規定の文言、内容、趣旨、目的等に照らして、個別に検討する必要が

あると考えられる。 

 長野准教授は、本判決で引用する最高裁二判決について、最高裁が「権

利者の自由に委ねるという契約の趣旨を根拠」に時効の起算点を遅らせ

る判断をしているとの見解である。この点に関しては、次のように考察

することができるのではなかろうか。本判決で自動継続特約付きの定期

預金債権（最高裁平成 19 年４月 24 日第三小法廷判決・民集 61 巻３号

1073 頁）は、自動契約特約が維持されている間は、満期日が到来すると

新たな満期日が到来する仕組みの契約であるため、継続停止の申出をす

るまでは消滅時効の起算点は到来しない。そして、過払金充当合意があ

る場合の過払金請求事件（最高裁平成 21 年１月 22 日第一小法廷判決・

民集 63 巻１号 247 頁）については、過払金充当合意の発生する仕組み

自体が法律上の障害となる。つまり、過払金充当合意を含む基本契約に

基づく継続的な金銭消費貸借契約取引における同取引継続中は消滅時効

の起算点が到来しない。すなわち、これらの最高裁二判決は、契約上の

仕組みから法律上の障害が生じてしまうケースの判断をしたものである。 

 それに対し、本判決は法律上の規定自体が法律上の障害を生じさせて

いるという点、すなわち、債権者が宅建業法第 30 条第２項の取戻公告

をしない旨を選択し、10 年後に取戻請求権を行使するという法律の規定

自体が法律上の障害を観念しうるものであるといえるのではなかろうか。 

ロ 改正民法 

 本判決で改正民法が施行された場合の判断について、徳地淳氏は要旨

次の通り述べられている。改正民法 166 条１項の消滅時効期間につき、

債権者が権利を行使することができることを知った時から５年間（１号）、
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又は、権利を行使することができる時から 10 年間（２号）と改めるこ

ととされており、同法が施行された場合、原審やＹが前提とする解釈の

下では、取戻事由発生から 10 年が経過する前に同法１項１号の消滅時

効が完成してしまい、宅建業法第 30 条第２項ただし書き所定の期間（10

年）経過による取戻請求が事実上不可能になってしまう可能性が高いよ

うに思われる(134)。 

 そして、長野准教授は執筆当時示されていた改正民法の法案に触れ、

次のように述べられている。契約ないし法令の趣旨目的に照らして、い

まだ「権利行使をすることができる」といえないときには、10 年の長期

時効だけでなく５年の短期時効も進行しない。このことは、短期時効が

条文上「権利を行使することができる」ことを前提にしていると見られ

ることからも明らかである(135)。 

 徳地淳氏は、新民法の適用下においては主観的起算点から５年の経過

（改正民法 166 条１項１号）により時効が完成するといい、長野准教授

は権利行使が可能とならないと、主観的起算点及び客観的起算点におけ

る双方の時効が進行しないと述べられ、新法下における解釈を示唆する

ものである。 

第２節 「消滅時効の起算点」が争点となった裁判例の俯瞰 

上記１から４の各最高裁判決は消滅時効の起算点を考察する上で、大きな影

響を与えたと考えられるものを拾い上げ、多少の考察を加えたものである。本

稿では、後述する平成 29 年９月 14 日名古屋地裁判決により、源泉所得税の還

付請求権に係る消滅時効の起算点について、「法律上の障害」があると判断され

たため、同様の裁判例を通じて考察を試みようとしたところ、その数はわずか

であり、本稿の検討の材料となるような裁判例はほとんど見だせない状況で

                                                           
(134) 徳地・前掲注(133)288 頁-289 頁。 
(135) 長野・前掲注(129)72 頁。 
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あった。そのため、研究の目的の一つでもある「法律上の障害」が何たるかを

定義し発生原因を分析するため、何らかの手掛かりを探すとすれば、それは消

滅時効の起算点に係る過去の最高裁判決等から、得るものがあるのではないか

と考えた。 

なお、本節で引用した裁判例【１】から【25】については、事件の概要、判

旨などを本稿の末尾に簡記したので適宜参照されたい。 

「消滅時効の起算点」の学説及び裁判例の変遷 

（１）学説(136) 

 第１章第３節では、消滅時効の起算点に係る学説につき、法律上の障害

説及び現実的期待可能性説（星野説、松久説、松本説）を概括した。本章

では現実的期待可能性説の星野説及び松久説を詳細に触れることにより、

（２）以下の記載の前提となる考え方を考察するものである。 

 星野教授は最高裁昭和 45 年７月 15 日大法廷判決民集 24 巻７号 771 頁

（以下「昭和 45 年判決」という。）以降、「債権者の職業・地位・教育な

どから『権利者を行使することを期待ないし要求することができる時期』

と解すべきである」と述べられた(137)。 

 松久教授は星野説について、解釈の方向性としては賛成するが、「権利者

の職業・地位・教育という、一種の個性に左右されるべきではない」とし、

「権利行使を期待しうるか否かは権利者の個性を捨象した通常人を基礎と

して判断すべきである。」としたうえで、この原則の例外を認めるため、次

のように述べられる。「通説の区分からすると事実上の障碍に該たる事由で

あっても、なお時効の進行開始を妨げるとするのが妥当な場合があれ

ば、・・・これを正面から時効の進行開始を妨げる事由として認めてよいよ

うに思われる。このような場合を便宜的に、客観的事実上の障碍（他を主

観的事実上の障碍）と呼」び、客観的事実上の障碍は「昭和 45 年判決に

                                                           
(136) 香川・前掲注(23) 41 頁-42 頁参照。 
(137) 星野・前掲注(24)310 頁。 
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倣い、「権利の性質上、その行使を現実に要求できない場合」と表現するの

がよい」と述べられている(138)。 

 通説とされている星野説では定型的な物差しが必要となる裁判実務に耐

えられる規範とはなり得ず(139)、松久説は、昭和 45 年判決で示された「権

利の性質上、その権利行使が現実に期待できるものであることをも必要と

解する」とする解釈と整合するものであり、本稿においては、現実的期待

可能性説のうち松久説が基準となり得るものと考える。なお、昭和 45 年

判決の解釈と松久説との相違は、松久説が権利行使を期待するか否かは権

利者の個性について通常人を基礎として判断するのに対し、昭和 45 年判

決は権利者の個性について何らの言及がない点にある。 

（２）裁判例の変遷(140)(141) 

 松久三四彦教授は昭和 45 年判決を契機として、権利行使が現実に期待

できる時を消滅時効の起算点と考える学説が増えていると指摘する。実際

に筆者が第１節に掲げた昭和 45 年判決を除く最高裁三判決は、総て規範

となる先例判決として、昭和 45 年判決を引用している。本稿では消滅時

効の起算点（現民法第 166 条）及び損害賠償請求権（現民法 724 条）の消

滅時効の起算が争点となった最高裁判決を中心に検討することとする。現

民法第 724 条は、不法行為に基づく損害賠償請求権について２種類の時効

期間を規定する。第１は「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を

知った時」から３年で消滅する。第２は「不法行為の時」から 20 年で消

滅するとされる。しかし、20 年の期間は除斥期間とする判例がある。本稿

は現民法及び改正民法第166条における消滅時効の起算点について検討す

るものであるが、現民法 724 条の知った時の検討は、改正民法第 166 条第

                                                           
(138) 松久・前掲注(25) 396 頁-399 頁参照。 
(139) 野山・前掲注(123)132 頁。 
(140) 香川崇「わが国における消滅時効の起算点・停止（二）」富山大学経済学部富大経

済論集 57 巻１号(2011)65 頁-84 頁参照。【1】から【14】、【16】、【17】は同氏の見解

や掲載されている裁判例を参考にした。 
(141) 松久・前掲注(25) 375 頁-406 頁参照【18】から【25】は同氏の見解や掲載されて

いる裁判例を参考にした。 
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１項１号の「知った時」の解釈に寄与するところが大きいと考えるからで

ある。 

イ 昭和 45 年判決前の判決 

(ｲ) 時効期間が 10 年の消滅時効 

 【１】大判昭和 12 年９月 17 日民集 16 巻 1435 頁は、現民法第 166

条の「権利ヲ行使スルコトヲ得ル」とは事実上これを行使し得るかど

うかは関係ないとして、不当利得返還請求権の消滅時効は、権利発生

の時から進行するとした(142)。 

 売買予約の予約完結権の消滅時効は、始期又は停止条件が定められ

ていない限り、予約成立時期が起算点となる（【２】大判大正 10 年３

月５日民録 27 輯 493 頁、【３】最判昭和 33 年 11 月６日民集 12 巻 15

号 3284 頁）。【４】大判大正４年３月 24 日民録 21 輯 439 頁は、「出

世払」とした債務につき、右債務を不確定期限の債務とした上で、「債

権ノ消滅時効ハ債権者カ権利ヲ行使シ得ヘキ時ヨリ其進行ヲ始ムルモ

ノニシテ不確定期限ノ債務ト雖モ其到来ノ時ヨリ債務者ハ弁済を請求

シ得」とし、不確定期限の到来時を起算点とした。最高裁も不確定期

限の定められた債権につき、不確定期限の到来時を起算点とする（【５】

最判昭和 38 年 11 月１日裁判集民 69 号 19 頁、【６】最判昭和 41 年

７月 15 日金融判例 18 号２頁）。 

(ﾛ) 時効期間が５年以下の消滅時効 

 【７】大判大正６年 11 月 14 日民録 23 輯 1965 頁は、商法第 522

条の５年の消滅時効について、原審が５年の消滅時効を認めたので、

Ｘは解除権発生時にＹの債務不履行を知り得なかったとして上告した

が、「消滅時効ハ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ進行スルヲ以テ通則

トシ」「特別ノ規定アルモノノ外権利者ニ於テ権利発生の事実を覚知ス

ルノ要ナク」「相手方ノ債務不履行ノ事実ヲ覚知スルト否トヲ問ワス時

                                                           
(142) 森・前掲注(128)788 頁参照。 
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効ハ進行ヲ始ムル」とし、主観的事実上の障害が進行開始障害事由に

ならないとした。 

 【８】大判昭和 10 年 12 月 24 日全集３輯１号６頁及び【９】大判

昭和 11 年 12 月 24 日新聞 4100 号 11 頁は、当座貸越契約における貸

越債権の消滅時効の起算点は、右契約の終了時とされる。 

 【10】大判昭和 10 年２月 19 日民集 14 巻 137 頁は、当座預金の払

戻請求権に対して、当座貸越契約が終了するまで時効が進行しないと

した。 

 【11】大（連）判昭和 15 年３月 13 日民集 19 巻 544 頁は、割賦払

債権の利益喪失特約について、１回の懈怠により当然全額の期限の利

益を失うものと、期限の利益喪失のため、意思表示が必要なものがあ

るとする。債権者は、期限の利益喪失の意思表示によって債務者の期

限の利益を放棄できる。10 年の時効の起算点確定法理からすれば、権

利者によって除去できる障害という意味で法律上の障害に該当しない

といえる（【12】最判昭和 42 年６月 23 日民集 21 巻６号 1492 頁）。 

 【８】から【12】は当座貸越契約の性質や「期限ノ利益ヲ喪失セシ

ムルヤ否ヤハ債権者ノ自由ニ属シ」ていることを勘案して、商事時効

が契約成立時から進行を開始しないとしている。これらの事情は権利

行使の存在を知っていても権利行使できないという意味で、客観的事

実上の障害に該当する。つまり、昭和 45 年判決前の判決であっても、

５年以下の短期消滅時効に関する判例においては客観的事実上の障害

が進行開始障害事由とされていたといえよう。いずれの判決も客観的

事実上の障害を進行開始障害事由とするための起算点確定法理ににつ

いて言及しておらず、その明確化には昭和 45 年判決まで待たねばな

らなかった。 

ロ 昭和 45 年判決後の判決 

(ｲ) 時効期間が 10 年の消滅時効 

 昭和 45 年判決は、新たな起算点の一般論、すなわち「権利の性質
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上、その権利行使が現実に期待できる」時を起算点とすることを明ら

かにし、客観的事実上の障害が進行障害開始事由になることを明らか

にする。なお、同判決が「弁済供託における供託物の払渡請求、すな

わち供託物の還付または取戻の請求について」という限定がついてい

たが、最高裁平成８年３月５日判決ではこの限定が外れたことは第１

節で詳述した通りである。 

 【13】最判平成 19 年４月 24 日民集 61 巻３号 1073 頁は、自動継

続特約のある自動継続定期預金契約は、預金者が解約の申し入れをし

ても、満期日から満期日までの間は任意に預金払戻請求権を行使する

ことができないことから、初回満期日が到来しても、預金払戻請求権

の行使については法律上の障害があるとした。 

 【14】最判平成 21 年１月 22 日民集 63 巻１号 247 頁は、「過払金

充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借契約において

は、同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となる」とした。 

 【13】及び【14】は形式上昭和 45 年判決より前の 10 年の消滅時効

に関する判例に従っているものの、客観的事実上の障害を「法律上の

障害」と構成するものであり、実質的に昭和 45 年判決に示された起

算点の解釈に基づくものであるといえよう。 

 【15】最判平成 13 年 11 月 27 日民集 55 巻６号 1334 頁は、過失な

くして債務者を確知することができないことを原因とする弁済供託に

おける供託物の取戻請求権について、消滅時効の起算点は供託の基礎

となった賃料債務の各弁済期の翌日から現民法第169条所定の５年間

の時効期間が経過した時とした。 

(ﾛ) 時効期間が５年以下の消滅時効 

 【16】最判平成 20 年２月 28 日判時 2000 号 130 頁は盗難保険上の

約款で、手続をした日から 30 日以内に保険金を支払う旨の条項が定

められている場合において、本件保険金請求権の履行期が、合意によっ

て、本件免責通知書の到達する日まで延期されていたとした。 



327 
税務大学校論叢第 95 号 令和元年６月 

 【17】最判平成 17 年 11 月 21 日民集 59 巻９号 2558 頁は、「船舶

の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効は、現民法 724 条に

より、被害者が損害及び加害者を知った時から進行する。」とした。 

ハ 昭和 45 年判決を引用した下級審判決 

(ｲ) 時効期間が 10 年の消滅時効 

 【18】東京高裁平成 18 年 10 月 12 日判決判時 1978 号 17 頁は、産

院において新生児の取り違えがあったとして債務不履行又は不法行為

に基づき損害賠償請求を求めた事案について、「その存在が顕在化して

初めて権利行使をすることが可能となる」とした。 

 【19】静岡地裁浜松支部昭和 61 年６月 30 日判決判時 1196 号 20

頁は、損害賠償請求権の消滅時効の起算点について、「債権の性質、内

容及び債権者の職業、地位、教育等から権利を行使することが現実に

期待又は要求することができる時期」とした。 

 【20】福岡高裁平成 16 年５月 24 日判決訟月 50 巻 12 号 3646 頁は、

強制連行され労働を強制された中国人の企業に対する債務不履行（保

護義務違反・安全配慮義務違反）に基づく損害賠償請求権について、

1986 年２月１日前は中国における私事による出国が認められていな

かったので、「法律上の障害があった、あるいは、少なくとも、その権

利行使を現実に期待し難い特段の事情があった」とした。 

 【21】宮崎地裁平成 19 年３月 26 日判決訟月 56 巻４号 1486 頁は、

日本に強制連行されたとする中国人の元労働者らが被告会社に対し安

全配慮義務違反に基づく債務不履行責任について、中国で公民出入国

管理法等が施行された昭和 61 年頃までは「権利行使が現実に期待で

きない特段の事情があったとみる余地がある」とした。 

 【22】大阪地裁平成 12 年 10 月 19 日判決裁判所ウェブサイトは、

大阪市長に対し換地処分による清算金の支払を求めた事案について、

市長が施行規程に基づき清算金交付日を指定した場合には「権利の性

質上その権利行使をすることが現実に期待できない事情がある」とし
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た。 

(ﾛ) 時効期間が５年以下の消滅時効 

 【23】東京地裁平成 15 年６月 30 日判決金融・商事判例 1242 号 45

頁は、衝突された船舶所有者の衝突した船舶所有者に対する損害賠償

請求権について、「本件事故の衝突相手船が被告船ではないかと疑うに

足りるだけの客観的な情報を得ていた」時点とした。 

 【24】大阪地裁平成 17 年３月 11 日判決労働判例 898 号 77 頁は、

マンションの住込み管理人として勤務していた原告が在職中の賃金の

未払いなどを求めたことについて、「賃金の支払日として通常考えられ

る最も遅い時期である」とした。 

 【25】名古屋高裁平成３年４月 24 日判決訟月 37 巻 11 号 2106 頁

は、難聴に関する障害補償請求について、聴力障害が控訴人の従事し

た立木伐採作業の業務に起因するものであることを認識できたのは

「騒音職場離脱時」とした。 

（３）小括 

 昭和 45 年判決前の判決である【１】から【６】は、10 年の消滅時効に

関する判例に現れた起算点確定法理は、進行開始障害事由を「法律上の障

害」に限定し、消滅時効の完成を早める傾向にあった。５年以下の短期消

滅時効に関する判例の【７】は、主観的事実上の障害が進行開始障害事由

にならないとしたのに対し、【８】から【12】は、権利の存在を知ってい

たとしても、権利行使できなくなるという意味で、客観的事実上の障害が

進行開始障害事由とされていたといえよう。上記（１）で記載したとおり、

「客観的事実上の障害」とは、通常の区分からすると事実上の障害に該た

る場合であっても、なお、時効が進行開始を妨げるとするのが妥当な場合

があれば、これを正面から時効の進行開始を妨げる事由として認めてよい

場合の便宜的名称をいうものであった。 

 そして、昭和 45 年判決以降の現民法第 167 条第１項の 10 年の消滅時効

に関する【13】及び【14】は形式上、「法律上の障害」を時効進行開始障
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害事由としつつも、実質的には昭和 45 年判決の起算点確定法理に基づい

て、客観的事実上の障害を進行開始障害事由とするものであった。【15】

は昭和 45 年判決の判示に沿った判断をしているといえる。５年以下の消

滅時効においても、【16】は実質的に昭和 45 年判決の起算点確定法理に基

づき、客観的事実上の障害を時効進行開始障害事由とした。第１節で取り

上げた最判平成 15 年 12 月 11 日判決は保険約款の解釈に関するものであ

るが、昭和 45 年判決の起算点確定法理に基づき、客観的事実上の障害を

進行開始障害事由とした。しかし、【17】は現民法第 166 条第１項ではな

く、敢えて現民法 724 条前段を適用している。 

 第１節で考察した最高裁昭和 45 年大法廷判決の「『権利ヲ行使スルコト

ヲ得ル』とは、単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけ

ではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待できるもので

あることをも必要」とする新しい解釈は、その後の昭和 45 年判決を規範

として引用した下級審【18】から【25】までの裁判例のほか、一定数存在

しており、判例法理を形成しつつあると考える。 

 なお、どのような「権利の性質」であれば、「権利行使が現実に期待でき

る」ことを要するかは専ら司法判断によるものであり、その点で予見可能

性に乏しいと考えられるが、この判例法理を引用した裁判例が参考となる。 

第３節 「法律上の障害」等の意義及び原因 

本章では、昭和 45 年判決以後における消滅時効の起算点が争点となった裁

判例のうち、筆者が重要性の高いと考える最高裁判決を選び、判決の変遷を考

察した。また、消滅時効の起算点に係る判決を学者の研究を基に俯瞰した。 

その結果、「法律上の障害」は次のように定義することができ、その発生原因

も概ね次のケースに当たる場合に発生するのではないかという結論に至った。 
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１ 意義 

「法律上の障害」とは、権利は存在するがこれを行使することが法律的に

できないことをいう。換言すれば、その権利を実現する訴訟を提起しても請

求認容の判決を得られない状態にあることをいうものである。典型的には期

限の定めのある債権に係る履行期未到来、停止条件付債権に係る停止条件の

未成就などが挙げられる(143)。 

さらにいうならば、消滅時効の起算点が後ろ倒しされることであり、その

起算点まで、遡るものである。 

２ 原因 

本章で掲げた、消滅時効の起算点が争点とされた裁判例のうち、「法律上の

障害」があったとする判決のほとんどが、制度上の趣旨や仕組みから時効の

完成が許されないとするものであった。また、昭和 45 年判決の判例法理（「権

利ヲ行使スルコトヲ得ル」とは単に権利の行使につき法律上の障害がないと

いうだけではなく、権利の性質上、その権利行使が現実に期待できるもので

あることをも必要）が同判決以降の裁判で広く適用されるようになってきて

いる。 

なお、本稿では現民法下における消滅時効の起算点に関する学説等として、

第１章第３節に記載した「法律上の障害説」、「現実的期待可能性説」及び前

節の「判例法理」の３つを挙げた。 

いまだ、「法律上の障害説」が通説とされているが、本稿における研究では

「判例法理」が確立しつつあると考えている。 

改正民法下における客観的起算点（改正民法 166 条１項２号）が「法律上

の障害説」なのか「現実的期待可能性説」又は「判例法理」に拠ることとな

るかは今後の解釈に委ねられているとされているが、現民法下における解釈

と同様であると考えてよかろう。 

                                                           
(143) 徳地・前掲注(133)291 頁参照。 
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そして、現民法下における消滅時効の起算点が後倒しされる事象の原因は、

法律上の障害説、現実的期待可能性説、判例法理のいずれに当たる場合であっ

ても、次のいずれかまたは両方に該当する場合などに発生するものと分析し

た。 

① 制度上の趣旨や仕組みから、時効の完成が許されないこと。 

② ある前提事実について、後に真実が判明し確定するといった、権利行

使が現実に期待できない特段の事情があること。 

第４節 国税に関して消滅時効の起算点が争点となった裁判例 

１ 最高裁昭和 53年２月 10日第二小法廷判決・訟月 24巻 10 号 2108 頁 

（１）事案の概要 

 Ｙ（被告、被控訴人、被上告人）税務署長は昭和 40 年３月 30 日にＸ（原

告、控訴人、上告人）に対し法人税再更正処分及び過少申告加算税賦課決

定処分をなした。その理由は、Ｘが自己所有の株式を訴外代表取締役に譲

渡したが、その価額が不当に低額であり、時価相当額との差額は右代表取

締役に対する賞与と認定すべきであるというにあった。そして、Ｙは翌３

月 31 日同一の理由によりＸに対し源泉徴収告知処分及び加算税賦課決定

処分をした。Ｘは上記源泉所得税本税及び加算税を昭和 41 年 12 月 13 日

までに完納した。ところで、Ｘは源泉徴収告知処分及び加算税賦課決定処

分については争わず、もっぱら法人税再更正処分及び過少申告加算税賦課

決定処分のみを争って出訴した。これに対し、第１審大阪地裁は株式の評

価方法の違法という実体的理由から、上記処分を取り消す判決（昭和 41

年行（ウ）第 26 号、昭和 44 年３月 18 日判決）をし、さらに第２審大阪

高裁は右処分には理由付記不備の違法があったとして控訴棄却の判決（昭

和 44 年行（コ）第 24 号、昭和 49 年７月 30 日判決）をし、これらの判決

は同 49 年８月 16 日に確定した。そこで、Ｘは当該法人税更正処分及び過

少申告加算税賦課決定処分が確定判決をもって取消された以上、法律上こ
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れと関連する本件源泉徴収告知処分及び加算税賦課決定処分も不存在に

なったとして、不当利得金及び還付加算金を請求して出訴に及んだ(144)。 

（２）判旨 

 第一審（大阪地判昭和 51 年９月 22 日訟月 22 巻９号 2336 頁）は次の

通り判示する。 

 「①過誤納金還付請求権は民法 703 条の不当利得返還請求権とその性格

を同じくするするところがあるが、過誤納金還付請求権については租税関

係の特殊性にかんがみ民法とは異なった特別の規定が置かれている以上、

その消滅時効については民法 167 条の規定が排除され、もっぱら国税通則

法 74 条が適用されると解すべきである。・・・②納税告知処分は源泉徴収

に係る所得税本税の納付義務や税額を確定する効力は持たない（最高裁昭

和 43 年（オ）第 258 号昭和 45 年 12 月 24 日第一小法廷判決、民集 24 巻

13 号 2243 頁）のであるから、もし、納税義務がないにもかかわらずこれ

を納付した場合には納付後直ちにその返還を請求できることになるわけで

ある。原告は本件法人税再更正等処分が確定判決により取消されて始めて

返還を請求できることになると主張するが、源泉徴収にかかる所得税の性

質及び納税告知の効力が右説示のようなものである以上、所得税法 183 条

以下に定める源泉徴収義務がないにもかかわらず納付された源泉徴収にか

かる所得税は、原告主張のような判決の有無にかかわらず、納付後直ちに

その還付を請求できるわけであるから、原告の主張は理由がない。・・・③

原告主張のような訴えの提起や、右の法規の不知、あるいは勝訴の確信を

えられないことが、国税通則法 74 条の消滅時効期間の開始につき妨げと

なるとは解することはできない（丸数字は筆者が加筆した。）。」 

 そして、第二審（大阪高判昭和 52 年３月 30 日判決税資 91 号 648 頁）

は、第一審を引用して、納付後ただちに還付を請求しうるとし、最高裁は

「・・・原審の判断は、いずれも正当として是認することができ、原判決

                                                           
(144) 鈴木庸夫「租税判例研究」ジュリスト 652 号 131 頁（1977）。 
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に所論の違法はない。・・・」と判示した。 

（３）考察 

 本判決は、法人税等更正処分を取り消す確定判決が認定賞与に係る源泉

所得税の納税告知処分に影響を及ぼすか否かについて、また、過誤納金還

付請求権の消滅時効の起算点について判示している。そして、宮谷俊胤教

授は要旨次の通り述べられている(145)。 

イ 過誤納金に係る消滅時効の適用法 

 従来から、公法・私法の二元的対立関係の是非議論にリンクした延長

線上において、債権の性質論から、公法上の債権は本来的に私法上の一

般債権とは異なるとする見解と公法上の債権を私法上の一般債権に接近

させる見解とが、学説・判例上で大別的に対立する。本件では、還付金

等の消滅時効を定める国税通則法 74 条は、公法上の不当利得理論に係

る公権の消滅時効を規律したものとみるのか(146)、私法を法の一般法と

位置付ける前提で、一般法に対する特則を定めたものとみるのか(147)、

である。国の不当利得が同 74 条に該当しない場合の消滅時効は、前説

が会計法 30 条に後説が現民法 167 条にそれぞれ求めることになろう。 

ロ 法人税再更正処分を取り消す確定判決が認定賞与に係る源泉徴収告知

処分に与える影響 

 判例は法人税更正処分の取消しは源泉徴収の納税告知処分の効力に影

響しないとする（最判昭和 48 年２月 15 日税資 69 号 411 頁、同昭和 48

年 12 月 14 日訟月 20 巻６号 146 頁）。両処分は別個の法律関係に基づ

いてなされる別個の処分と解している。学説は、本件の認定賞与とする

特殊性を加味し、両処分の課税要件事実が常に同一基礎・評価にあると

解し、両処分は何らかの効力関係にあるとする。同一の課税要件事実の

認定は、税目的に抵触しない限り、常に同一の評価において、関連税法

                                                           
(145) 宮谷俊胤「時効（３）―源泉徴収所得税の還付請求権の消滅時効―」別冊ジュリ

スト 79 号 144 頁-145 頁参照（1983）。 
(146) 田中・前掲注(76)256 頁。 
(147) 今村成和『現代の行政と行政法の理論』38 頁（有斐閣、1972）。 
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に適用すべきであり、問題は、認定賞与等が「給与所得」に該当するか

否か、また、源泉徴収の対象となる「支払い」の要件を満たすか否か、

である。両処分が互いに関係があるとみる以上、法人税再更正処分の取

消しにより、同一の課税要件事実に基づく源泉所得税の納税告知処分は

不存在となる。したがって、誤納に係る還付請求権の消滅時効の起算点

は、法人税再更正処分の取消判決確定日と解すべきであろう。 

ハ 私見 

 判例評釈では、宮谷教授、鈴木教授は共に法人税再更正処分と源泉所

得税の納税告知処分は密接に関係しており、法人税再更正処分の取消し

により、「納税告知処分が不存在となり」、あるいは、「違法であることを

知った」と述べられている。しかしながら、法人税更正処分の取消しは

源泉徴収の納税告知処分の効力に影響しないとする（最判昭和 48 年２

月 15 日税資 69 号 411 頁、同昭和 48 年 12 月 14 日訟月 20 巻６号 146

頁）判例があるのだから、密接に関係することをもって、過誤納金の還

付請求権の起算点が、法人税再更正処分の取消判決確定日とする見解は、

最高裁判決と整合しないものである。 

 仮に、昭和 45 年判決以降の現民法 166 条の判例法理「権利の性質上、

その権利行使が現実に期待できるものであること」を踏まえると、次の

通り考えられるのではないか。すなわち、ＸはＹの源泉所得税の納税告

知処分に対し、一旦は納付をして、その後処分の取消しを求め提訴した

のであるから、還付請求権は実際に納付をしてから行使が可能となる性

質のものであることからして、権利行使が現実に期待できるのは「納付

の日」となる。 

 以上の私見からすると、本判決は妥当なものといえるのではなかろう

か。 

２ 名古屋地裁平成 29年９月 21日判決・裁判所ウェブサイト 

（１）事案の概要 
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 会社であるＸ（原告、役員退職慰労金支給時はＥ社、後にＦ社はＥ社を

合併しＸはＦ社を合併する。）は平成 20 年４月６日開催のＥ社の臨時株主

総会で役員退職慰労金２億 8,000 万円を支給する旨の決議を行ったとして、

平成 20 年５月 30 日を含め４回に分けて元代表者訴外Ａに支給し、Ｅ社は

同年６月３日に源泉所得税及び市県民税を納付した。そして、平成 27 年

の別件の名古屋高裁の控訴審判決で、平成 20 年４月６日開催の株主総会

は不存在で、退職金の支給は法律上の原因を欠くものであり、Ａに対し、

退職金手取額に相当する金額等の支払を命じる判決が確定した。平成 27

年３月 30日及び４月 14日に元代表者ＡからＸへ退職慰労金が返還された。

時を同じくして平成 27 年４月７日ＸはＹ税務署長（被告）に対し、源泉

所得税の還付請求書を提出したが、Ｙはこれに応じなかった。その結果、

Ｘは名古屋地裁に提訴し、次の理由により国が敗訴した。 

（２）判旨 

 「国税通則法第 74 条１項所定の「その請求をすることができる」とは、

民法 166 条１項の「権利を行使することができる」と同義であるから、そ

の権利の行使について法律上の障害がないこと、及び権利の性質上、その

権利行使が現実に期待できるものであることを要すると解するのが相当で

ある（同項に関する最高裁昭和 40 年（行ツ）第 100 号同 45 年７月 15 日

大法廷判決・民集 24 巻７号 771 頁、最高裁平成４年（オ）第 701 号同８

年３月５日第三小法廷判決・民集 50 巻３号 383 頁参照）。 

 ・・・源泉所得税については、申告納税方式による場合の納税者の税額

の申告やこれを補正するための税務署長等の処分（更正、決定）賦課課税

方式による場合の税務署長等の処分（賦課決定）なくして、その税額が法

令の定めるところに従って当然に、いわば自動的に確定するものとされて

いる（最高裁昭和 43 年（オ）第 258 号同 45 年 12 月 24 日第一小法廷判

決・民集 24 巻 13 号 2243 頁参照）。 

 しかしながら、支払者が源泉徴収義務の発生する所得を支払い、源泉所

得税を納付した後になって、その支払いの原因が無効であったこと等を理
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由として、支払者が上記所得に相当する金員の返還を受けたことにより、

上記所得の支払による経済的成果が失われる場合がありえるところ、この

よう場合について、被告の主張するとおり、当初から租税法律関係が存在

しなかったものとして、源泉所得税の納付時にその還付請求権が発生する

と解したとしても、前記（１）で説示したとおり、所得税法上の所得は専

ら経済的面から把握すべきものであり、経済的にみて利得者がその利得を

現実に支配管理し、自己のために享受する限りその利得は所得を構成する

のであるから、上記返還によって所得の経済的成果が失われるまでは、源

泉所得税の課税要件に欠けるところはなく、上記源泉所得税についての還

付請求権を行使するにつき、法律上の障害があるというべきである。（下線

は筆者）」 

（３）考察 

 原告の元代表者Ａ（夫）は原告代表者Ｂ（妻）と婚姻関係にあり、子で

あるＣ１、Ｃ２及びＣ３（以下「Ｃ１ら」という。）をもうけた。その後Ａ

及びＢは協議離婚し、Ａ及びＢが経営してきた会社について、ＡがＥ社及

びＦ社を、ＢがＧ社を経営するようになった。離婚後ＡとＢ及びＣ１らと

の間で、経営してきた複数の会社の経営権をめぐって多くの法的紛争が発

生し、多数の訴訟が提起された。そして、訴外原告の元代表取締役Ａが唯

一の株主であることを前提に、平成 20 年４月６日付臨時株主総会議事録

には、Ａに対する役員退職慰労金２億８千万円を支給する旨の株主総会決

議がされた旨の記載がある。Ａは平成 20 年５月 16 日付でＥ社の代表取締

役及び取締役を退任し、Ｈが代表取締役就任として登記された。 

 本訴訟提起前に二つの訴訟が提起されている。別件訴訟１は、Ａが唯一

の株主であることを前提にして株主総会が開催されていたところ、Ｂ及び

Ｃ１らはＥ社発行済株式総数の 68％を保有していることが、控訴審判決

（名古屋高裁平成 23 年２月 18 日判決）により既判力をもって確定され、

再度Ａに対する退職慰労金を支給する旨の株主総会決議をすることが事実

上不可能となった。さらに、別件訴訟２ではＢ及びＣらに対し、株主総会
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の招集通知がなされていなかったため、株主総会決議は不存在であり、こ

れに基づく退職慰労金の支給は法律上の原因を欠くとし、Ａの原告に対す

る退職慰労金手取額（第一審は退職慰労金支給総額）に相当する額の不当

利得返還義務の存在が控訴審判決（名古屋高裁平成 27 年３月 19 日判決）

により、既判力をもって確定した。 

 本判決では規範として、まず、所得税法上の所得は、経済的にみて利得

者が現実に支配管理し、自己のために享受する限りその利得は所得を構成

することを示し、次に、最高裁昭和 58 年９月９日第二小法廷判決におけ

る、退職所得の該当性を示す３基準①勤務期間の終了という事実による初

めての給付、②労務の対価として一部の後払いの性質、③一時金として支

払われること、を引用し、退職慰労金の所得税法第 30 条第１項（退職所

得）の該当性や、Ａの退職の事実についてそれぞれ認定している。 

 また、「国税通則法第 74 条１項所定の「その請求をすることができる」

とは、現民法 166 条１項の「権利を行使することができる」と同義である」

ことを付言した上で、最高裁昭和 45 年７月 15 日大法廷判決及び平成８年

３月５日第三小法廷判決を引用している。それは、昭和 45 年判決の判例

法理を事案の内容により限定されることなく、本判決に当てはめることを

意味するものである。そして、昭和 45 年 12 月 24 日第一小法廷判決の源

泉所得税は、「税額が法令の定めるところに従って当然に、いわば自動的に

確定する」とする規範を引用した上で、判断した本判決は次のようにそしゃ

くできるのではなかろうか。 

 税額が自動確定する源泉所得税の誤納金の還付請求権の性質上、源泉所

得税を納付した後になって、その支払いの原因が無効であったこと等を理

由として、支払者が金員の返還を受けることがありえるところ、受給者が

利得を現実に支配管理し、自己のために享受する限りその利得は所得を構

成するのであるから、所得の経済的成果が失われる（支払額の返還）まで

は、源泉所得税の課税要件に欠けるところはなく、権利行使が現実に期待

できるのは支払者が受給者からその返還を受けた時であり、その時までは
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源泉所得税の還付請求権を行使するにつき、法律上の障害があるというべ

きである。 

 本判決では、規範として昭和 45 年及び平成８年の最高裁判決を引用し

ていることから、下線部が明示されていないと考えられる。なぜなら、そ

うでないと同二判決を引用する理由に乏しいからである。にもかかわらず、

「法律上の障害がある」と判示しているのは、現実的期待可能性が法律上

の障害に含まれるということであろうか（第１章第３節１（３）に記載の

とおり、そのように考えることもできる。）。 

 ところで、退職慰労金を支給したＥ社（Ｘ）と、Ｂらに対し株主総会の

招集通知をしていないＥ社（Ｘ）とが同じ法人格であることを考慮すると、

株主総会決議の不存在を理由として、Ａから退職慰労金手取額の返還を受

けるまでは、「法律上の障害」があったとする本判決は違和感が拭えず、Ｅ

社（Ｘ）の納付した退職慰労金に係る源泉所得税相当額はＥ社（Ｘ）が当

初から誤納金であることを覚知しており、国税通則法第 74 条の「その請

求ができる日」と同義の現民法第 166 条第１項の「権利を行使することが

できる時」は、源泉所得税の納付の日であるとも解される。 

 しかしながら、本判決は、Ａ及びＢが原告の経営権を争っている中、原

告が退職慰労金を支給したという前提事実が、後に無効であることが別件

訴訟１及び２で既判力をもって確定し、退職所得の該当性や退職の事実に

ついても問題は認められなかったとする事実認定があり、また、元代表者

Ａから原告に対し退職慰労金相当額及びその利息として２億７千万円もの

多額の金員が返還された、という高いハードルをクリアしたきわめてまれ

な事例判決といえ、個別事案としての判示は妥当なものといわざるを得な

いものと思料する。すなわち、前提事実の無効が別訴の確定判決により確

定的になり、多額の金員が返還された結果、消滅時効の起算点について、

たまたま「法律上の障害」があったと評価されたのではなかろうか。 

 本判決は源泉所得税の誤納金の還付請求権に係る消滅時効の起算点につ

き「法律上の障害」があるとされた事案であるが、大量反復的な処理が求
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められる税務署職員による課税実務においては、過度に個別具体的考慮を

求めることは困難であり、原則的な源泉所得税の誤納金に係る還付請求権

の消滅時効の起算点は「納付の日」と解すべきである。なぜならば、源泉徴収

に係る租税法律関係がいつまでも不安定な立場に置かれることとなり、国税通

則法第74条第１項、第２項の趣旨を没却しかねないこととなるからである(148)。 

 名古屋地裁判決の考察としては上記のとおりであるが、本研究の契機と

なった判決であるので、本判決が仮に次の事実に基づく場合、どのような

結果を導くことになるのかについて検討する。 

イ 別件訴訟１及び２が判決によるものでない場合 

 本訴訟提起前に別件訴訟が提起され、二つの判決により既判力もって

確定したことが本訴における「法律上の障害」が導かれた一つの要因で

あると考えられるが、民事調停、仲裁などの裁判外紛争解決手続により、

解決が図られた場合にはどのような結果が導かれるのであろうか。 

 原告は、臨時株主総会で役員退職慰労金を支給する旨の決議をし、支

払がなされ自動確定した源泉所得税を納付したが、実は株主総会は不存

在で、退職金の支給は法律上の原因を欠くものであった。このような一

旦確定した私法行為について、後に無効であることが判明し、確定した

事実が再度翻ってしまうことは、所得の支払の時に成立し、特別の手続

行為なくして税額が確定する源泉所得税の法的安定性を害するものであ

る。そして、裁判外紛争解決手続には様々なものがあり、その制度の選

                                                           
(148) 過誤納金の還付請求権について、田中二郎教授は、次のとおり述べられている。「要

する大体に次の２点に総括される。第一に、所謂公法関係の中には私法規定の類推の

前提たる地盤の共通性を欠き、従つて特殊の理論を適用さるべき支配関係と、本質的

には私法関係と区別なく従つて私法規定の類推適用が可能であり、唯特殊の国家目的、

公益目的による制限を受け、其の目的に応ずる特殊の取扱に服すべき関係とを区別す

べきこと之である。第二に、法律体系の全般に通ずる一般法原理の存在を認める必要

のあること、私法規定も之を示している限度に於て、総ての公法関係に一般に妥当す

るものと認むべきこと之である。」とし、公法と私法との適用関係における限界を示

されている。これらの理は述べられた当時とは法発達の成熟度の違う現代において、

直ちに当てはまるものとは認められない。しかし、公法と私法の関係性について、一

定の示唆を与えるものであろう。田中二郎『公法と私法』39 頁-40 頁（有斐閣、1955）。 
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択により合意に至った当事者間における法的効果も様々である。本稿に

おいては各制度の詳細な検討は省くこととするが、少なくとも、確定判

決と同様の既判力や執行力を有する手続であることが望ましいと考える。 

ロ 別件訴訟２が退職慰労金相当額を決議する株主総会決議の不存在につ

いての確認判決と解することができる場合 

 別件訴訟２は、退職慰労金相当額が法律上の原因を欠く利得であると

して、不当利得返還請求権に基づき、その返還を求める給付訴訟であっ

たものと解されるが、これが仮に、株主総会決議の不存在が確認された

確認判決であると解することができる場合には、名古屋地裁判決に影響

を及ぼすものであったと考えられるであろうか。 

 この例えは、役員退職慰労金を支給する旨の株主総会決議が、開催時

に遡って不存在であるか否か、すなわち、退職慰労金を支給する原因が

法的に存在しないのであるから、支給した退職金に係る源泉所得税もそ

もそも徴収する必要がなく、国に納付された源泉所得税額相当額は誤納

金であり、納付の日から誤納金に係る還付請求権を行使できることに帰

結するのではないかと考えるからである。 

 上記で述べたとおり、名古屋地裁判決は、別件訴訟１及び別件訴訟２

によって、裁判所を拘束する確定判決があった。そして、同判決ではＸ

がＡに対し支給した退職慰労金相当額における所得税法上の所得及び退

職所得の該当性について検討したことに加え、「・・・、Ｅ社の内部の意

思決定に基づいて本件退職慰労金が支給されたと認められ、Ｅ社の意思

と関係なく、本件退職慰労金に相当する資産が持ち出された等の事情は

うかがわれないこと、Ａは、Ｅ社の設立された昭和 56 年５月 19 日から

退任日である平成 20 年５月 16 日までの約 27 年間わたって、Ｅ社の代

表取締役としての業務を遂行してきたことや、Ａが代表取締役及び取締

役を退任した直後に本件退職慰労金手取額の過半の額の支払がされてい

ることを考慮すると、本件退職慰労金の支給が株主総会決議という手続

的な要件を欠き、かつ、その額が相当性を欠く疑いがあったとしても、
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従来の継続的な職務に対する報償ないしその間の職務の対価の一部の後

払いの性質が直ちに否定されるものではない。」と説示している。 

 そうすると、仮に別件訴訟２が給付判決ではなく、株主総会決議不存

在の確認訴訟であり、対世効を有する確認判決であったとしても、本件

退職慰労金の支給が従来の継続的な職務に対する報償ないしその間の職

務の対価の一部の後払いの性質が直ちに否定されるものではないので、

所得の経済的成果が失われるまでは「法律上の障害」があるべきことに

なると考える。 

ハ 元代表者Ａが退職金手取額の返還をしていない場合 

 本件は元代表者Ａが受領した退職慰労金について、別訴確定判決によ

り株主総会が不存であることを理由にＡがＥ社（Ｘ）に対し退職慰労金

手取額を実際に返還したものであるが、仮に退職慰労金手取額がＡから

Ｅ社（Ｘ）に返還されないとした場合にはどのように考えればよいのだ

ろうか。 

 この点、参考となる最高裁昭和 38 年 10 月 29 日第三小法廷判決・訟

月９巻 12 号 1373 頁は、「おもうに税法の見地においては、課税の原因

となった行為が厳密な法令の解釈適用の見地から、客観的評価において

不適法、無効とされるかどうかは問題ではなく、税法の見地からは、課

税の原因となった行為が関係当事者の間で有効のものとして取り扱われ、

これにより、現実に課税要件が満たされていると認められる場合である

かぎり、右行為が有効であることを前提として租税を賦課徴収すること

は何等妨げられないものと解すべきである。たとえば、所得税法につい

ていえば、売買による所得が問題となる場合、右売買が民商法の厳密な

解釈、適用上無効とされ、或いは物価統制令の見地から不適法とされる

場合でも、当事者間で有効として取り扱われ、代金が授受され、現実に

所得が生じていると認められるかぎり、右売買が有効であることを前提

として所得税を賦課することは何等違法ではない。」と判示している。つ

まり、課税の原因となった行為が適法でなく、無効であったとしても、
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所得の基因となる金員が返還されない限りは、所得税を課することがで

きると解されている。 

 名古屋地裁判決では、株主総会と退職慰労金の支給との関係性につい

て次の通り説示した。「本件退職慰労金の支給は、これを決定した本件株

主総会決議が不存在であっであった上、その支給によってＥ社が債務超

過に陥るものであったとすれば、その額も相当性を欠くものであった疑

いが強いといわざるを得ない。しかしながら、・・・Ｅ社の内部の意思決

定に基づいて本件退職慰労金が支給されたと認められ、・・・従来の継続

的な職務に対する報償ないしその間の対価の一部の後払いとしての性質

が直ちに否定されるものではない。」 

 最高裁判決や名古屋地裁判決の説示からすると、ＡのＥ社（Ｘ）に対

する退職慰労金手取額に相当する額の不当利得返還義務が確定したとし

ても、当該退職慰労金手取額が返還されない限りは退職所得に係る源泉

所得税の課税要件に欠けるところはないから、課税適状にあるというべ

きである。 

 なお、第４節４で記載したとおり、源泉徴収義務者には自己本来の納

税義務と関連しない源泉徴収義務が課されていることを考慮すると、事

実関係次第では、受給者から現実に金員の返還がなくても、受給者から

金員の返還ができないことが客観的に明らかであり、かつ、支給者ほか

に対する救済を優先すべき社会的な要請があるような特定の場合には、

源泉所得税の還付請求を認めてもよいケースがありうると考える。 

第５節 小括 

本章では、消滅時効の起算点に係る最高裁の四判決を考察し、昭和 45 年判

決で示された新しい解釈が適用された判決の変遷を考察した。そして、消滅時

効の起算点が争点となった最高裁判決などを俯瞰し、新しい解釈はその後の最

高裁判決や下級審判決でも規範として数多く引用されていることから、判例法
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理を形成しつつあることを、また、「法律上の障害」等の意義や発生原因を考察

した。 

次に本稿の目的である源泉所得税の還付請求権に係る消滅時効の起算点が争

点となった名古屋地裁判決を考察し、同判決は源泉所得税の還付請求権を行使

することについて、「法律上の障害」があるとされた個別性の強い事例判決であ

ると評価した上で、原則的な消滅時効の起算点は「納付の日」と解すべきであ

ると結論付けた。筆者の調査では、源泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の

行使につき「法律上の障害」があるとされた判決は、唯一名古屋地裁判決のみ

であることからしても、課税実務に大きな影響を及ぼすものではないと考える。 

ところで、「第３章第４節源泉徴収制度における支払者、受給者及び国の関係」

では、①支払者と国の関係は租税手続法により規律されているが、租税実定法

上の規律は存しない。②国と受給者の関係では納税義務者である受給者は、源

泉徴収制度のもとでは実定法的にも手続法的にも完全に関係を断ち切られてい

る。そして、③支払者と受給者の関係では民法上の雇用関係等に伴う債権債務

関係は存在するが、租税法上の債権債務関係は存在しない、と結論付けている

が、①と③との関係は切断しており、交叉することは全くないにもかかわらず、

名古屋地裁判決に先立つ別件訴訟により、③の法律関係、すなわち、元代表者

Ａに支給された退職慰労金相当額は法律上有効な手続によらないものであり、

原告Ｘに退職慰労金手取額を返還する義務があるとする判決が確定し、その後

実際に退職慰労金相当額を返還したことが、①の関係にどのように影響したと

考えればよいのであろうか。 

金子宏教授は私法上の法律行為と租税法の関係について、要旨次のように述

べられている。租税法は、種々の経済活動ないし経済現象を課税の対象として

いるが、それらの活動ないし現象は、第一次的には私法によって規律されてい

る。租税法律主義の目的である法的安定性を確保するためには、課税は、原則

として私法上の法律関係に即して行われるべきである(149)。 

                                                           
(149) 金子・前掲注(73)129 頁。 
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退職慰労金は会社法に基づき、取締役及び監査役の退任に際し支払われる金

銭のことで、在職中の職務対価としての支給は報酬等の一種で、定款又は株主

総会の決議による定めを要するものである（会社法 361 条１項、387 条１項）。

そして、退職手当等を支給する者はその支払いの際所得税を徴収し、徴収の日

の属する月の翌月 10日までに国に納付しなければならない（所得税法199条）。

つまり、支払者は会社法上の退職慰労金の支給要件に合致した退職手当等を支

給する際、源泉所得税を国に納付しなければならない。確かに、支払者、受給

者及び国の関係を租税法上の規律から判断すると、上記①から③のように論ず

ることができるが、支払者による源泉徴収税額の徴収はあくまでも会社法上適

法であることを前提として行われることとなるので、上記③の関係は上記①の

関係に反射的に効果が及ぶ関係にあると考える。したがって、租税手続法上①

から③の関係がそれぞれに分断され、区区になっていることをもって、支払者

及び受給者間の法律行為の異動が、支払者及び国の間の源泉徴収に影響を及ぼ

さないと考えることは相当でない。なぜならば、ごくまれに生じ、今後発生す

る可能性も少ないと思われる名古屋地裁判決のようなケースにおいては、説明

ができないからである。 

 

 

  



345 
税務大学校論叢第 95 号 令和元年６月 

第５章 まとめ 

本研究は名古屋地裁平成 29年９月 21日判決の源泉所得税の過誤納金に係る

消滅時効の起算点について、「法律上の障害」があるとする判示が本研究の契機

となった。還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる

日から５年で時効により消滅し（国税通則法 74 条１項）、別段の定めがないと

きは民法の規定を準用する（同法２項）こととされおり、同法の「請求ができ

る」は、現民法第 166 条第１項の「行使することができる」と同義であること

から、第１章では民法の消滅時効制度について概括した。第２章では国税の消

滅時効制度について、徴収権及び還付金等の意義や発生時期などを概括した。

そして、第３章では源泉徴収制度の意義、過誤納金の還付請求権者、源泉徴収

制度における支払者、受給者及び国との関係、納税義務の成立と税額の確定、

また、源泉所得税の過誤納金がどのような場合に発生するのか、その消滅時効

の起算点である「その請求をすることができる日」の従来の考え方について考

察した。 

第４章では、消滅時効の起算点が争点となった最高裁四判決を考察した。そ

の中の最高裁昭和 45 年大法廷判決は「権利の性質上、その権利行使が現実に

期待できるものであることをも必要」とする新しい解釈による判断であった。

消滅時効の起算点は「法律上の障害説」が通説とされているが、この新しい解

釈は、その後の最高裁判決で規範として引用され、下級審判決においても規範

として多く引用されていることから先例性のある判例法理を形成しつつあると

考えたところである。すなわち、消滅時効の起算点の後ろ倒しを意味する「法

律上の障害」のほか、この判例法理が適用される場合にも消滅時効の起算点が

後ろ倒しされることがある。 

また、「法律上の障害」の意義、「法律上の障害」等を含む消滅時効の起算点

の後倒しが発生する原因の解明を試みたところ、意義は最高裁判所調査官解説

で明らかにされていることが判明した。原因については、民法学者の優れた論

文を基に消滅時効の起算点に係る最高裁判決などを分析した結果、①制度上の
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趣旨や仕組みから、時効の完成が許されないこと、②ある前提事実について、

後に真実が判明し確定するといった、権利行使が現実に期待できない特段の事

情があること、のいずれかまたは両方に該当する場合などに発生すると分析し

た。 

そして、源泉所得税の過誤納金に係る還付請求権の消滅時効について、起算

点が争点となった裁判例を考察した。名古屋地裁平成 29 年９月 21 日判決は、

前提事実を覆す確定判決がある点、受給者である元代表取締役が多額の退職慰

労金相当額を原告に返還している点、退職の事実や退職所得の該当性の適否に

ついて裁判所が認定している点で、源泉所得税の還付請求権の行使につき、「法

律上の障害」があるとされたきわめて高いハードルをクリアした個別性の強い

事例判決であると結論付けた。本判決は正当であると評価できるものの、今後、

消滅時効の起算点について「法律上の障害」があると判断される裁判例が出て

くるとは考え難いといえよう。 

大量反復的な処理が求められる課税実務においては、過度に個別具体的考慮

を求めることは困難であり、源泉所得税の還付請求権に係る消滅時効の原則的

な起算点は納付の日と解すべきである。 

ところで、国税通則法第 74 条（還付請求権等の消滅時効）の「その請求を

することができる」日は改正民法 166 条の客観的起算点によることになると考

える。なぜならば、通則法 74 条は現民法第 166 条第１項「権利を行使するこ

とができる」と同義であって、改正民法第 166 条第１項第２号は、現民法第 166

条第１項・同法167条第１項と同様の規律であると解されているためである(150)。 

 

  

                                                           
(150) 潮見・前掲注(33)47 頁。 
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結びに代えて 

本稿の研究課題は「源泉所得税の過誤納金に係る消滅時効の起算点」であり、

研究当初は、関連する裁判例の検討から何らかの示唆を得られるのではないか

と考えたところ、参考となりそうな裁判例がほとんど見当たらない状況であっ

た。国税通則法第 74 条第１項の「その請求をすることができる日」は現民法

第 166 条第１項の「権利を行使することができる時」と同義と解されているの

で、次に、民法上の消滅時効の起算点を争点とする裁判例に目を向けたところ

相当数あり、研究の内容としては民法上の学説や裁判例の評釈などの検討が研

究の大部分を占めるものとなってしまった。 

税務大学校に勤務する者が真っ向から民法の解釈について論ずるのは、かな

りの抵抗感があったことは否めず、研究課題本来の税務の視点が少なく新たな

提言をすることができなかったのは、もっぱら筆者の能力不足によるものであ

る。 

その一方で、過誤納金が発生して、「法律上の障害」等があるか否かという視

点では、一定の整理をすることができたのではないかと考えており、活用場面

がかなり限定されると思われるが、課税実務で活用していただければ望外の喜

びである。 
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№ 判決日 参照条文 事件名 事件の概要 判旨 

１ 
大判 

昭 12.９.17 

民法 166

民法 703

不当利得

返還請求

事件 

未成年者Ａを父が代理

して、Ｙ銀行に対して債

務を負担する契約をし、

Ａ所有不動産にＹのた

めに抵当権を設定し、そ

の後この不動産をＸに

譲渡した。Ｘは代金の支

払い方法として、ＡのＹ

に対する債務を分割弁

済することを約定した。

ところがＡは未成年で

あるが婚姻していたの

で、父の行為は無権代理

であり、ＡのＹに対する

債務も負っていなかっ

た。10 年以上してから、

ＸはＹに対し代金の返

還を訴求したが、Ｙは時

効の抗弁をした。 

権利行使の不知が事

実上の障害に過ぎず、

「民法第 166 条ニ所

謂権利ヲ行使スルコ

ト得ル時トハ法律上

之ヲ行使シ得ヘキ時

ヲ意味」し、不当利得

返還請求権の消滅時

効が、「権利ノ発生ト

同時ニ其ノ進行ヲ開

始スル」とした。 

２ 
大判 

大 10.３.５ 

民法 166

民法 167

地所売渡

請求ノ件

親戚の一人である被上

告人が地所を上告人か

ら買受け、その際、他日

上告人の性行が改まり、

買受け資金を得たなら、

原価で上告人に売り渡

すという予約をし、十年

以上経過してから上告

人が予約完結権を行使

した。 

売買予約の予約完結

権の消滅時効は、始期

又は停止条件が定め

られていない限り、予

約成立時期が起算点

となる。 
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３ 
最判 

昭 33.11.６ 
民法 166

所有権移

転登記手

続請求上

告事件 

Ａの相続人である被上

告人がＢの相続人であ

る上告人らに対し、Ａが

所有する不動産を売渡

担保に供して、その所有

権をＢに移し、債務が完

済した時は所有権を元

に戻す旨の契約をした。

その後、被上告人が弁済

供託により債務を完済

したとして、予約完結権

を行使し不動産の所有

権移転登記手続を求め

た。 

同上 

４ 
大判 

大４.３.24 

民法 127

民法 135

民法 166

貸金請求

ノ件 

出世払債務の消滅時効

の起算点 

「出世払」としていた

債務につき、右債務を

不確定期限付きの債

務とした上で「債権ノ

消滅時効ハ債権者カ

権利ヲ行使シ得ヘキ

時ヨリ其進行ヲ始ム

ルモノニシテ不確定

期限ノ債務ト雖モ其

到来ノ時ヨリ債権者

ハ弁済ヲ請求シ得」と

した。 

５ 
最判 

昭 38.11.１ 
民法 166

土地所有

権移転登

記手続並

に損害賠

朝鮮から国内帰還した

不動産管理人に対し、不

動産所有者が不動産の

返還請求をしたときに、

不確定期限の定めら

れた債権につき、不確

定期限の到来時を起

算点とする。 
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償請求事

件 

当該管理人が当該不動

産の収益を計算の上、所

有者に渡す旨の約定が

あった場合の不動産収

益返還請求権。 

６ 
最判 

昭 41.７.15 

民法 127

民法 135

民法 166

ほか 

貸金請求

上告事件

担保物である鉱業権を

売却して、債務を返済す

る旨を約した場合の弁

済期。 

同上 

７ 
大判 

大６.11.14 

民法 166

民法 167

ほか 

原状回復

請求ノ件

株式取引所仲買人Ｙが

Ｘから株式の受託を受

けていたが、Ｙが委託を

履行しないので、Ｘは委

託注文日の翌日から５

年以上経過してから、委

託契約解除の意思表示

をした。 

原審が解除権につき

債務不履行の時点を

起算点とした５年の

消滅時効の完成を認

めたので、解除権発生

時にＹの債務不履行

をＸが知り得なかっ

たとして、Ｘより上告

したが、主観的事実上

の障害が進行開始障

害事由にならないと

した。 

８ 
大判 

昭 10.12.24 

民法 166

商法 522

貸越金請

求事件 

当座貸越契約により、貸

越しされた債権につい

ては、各口ごとに無期限

の債権として契約時か

ら時効を開始したもの

と解すべし、との上告に

応えた。 

当座貸越契約におけ

る貸越債権の消滅時

効の起算点は、右契約

終了時であるとした。

９ 
大判 

昭 11.12.24 
民法 166

求償権請

求事件 

10 日前の予告をもって、

当座貸越契約を解約す
同上 
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る約旨により、銀行が当

座貸越契約を解約した

場合。 

10 
大判 

昭 10.2.19 

民法 166

民法 666

預金払戻

請求事件

被相続人の当座預金を

相続人が元利金の返還

を請求した。銀行は当初

既に弁済済みと主張し

たが、その後、当座預金

の払戻請求権の消滅時

効を主張した。 

当座預金は、振出しに

係る小切手の資金た

る性質、小切手金の償

還義務を担保する作

用があり、預金は当該

取引の不可分なる一

要件にほかならず、

「其ノ払戻ハ該契約

ノ終了シタル時ヲ以

テ始メテ之ヲ請求ス

ルコトヲ得ヘク而シ

テ消滅時効モ亦此時

ヲ以テ進行ヲ開始ス

ル」とした。 

11 
大(連)判 

昭 15.3.13 

民法 137

民法 166

民法 412

貸金請求

事件 

割賦払債権の期限の利

益喪失特約 

１回の懈怠により①

当然全額につき期限

の利益を失うものと、

②期限の利益喪失の

ための意思表示が必

要なものがあるとす

る。②については、債

権者による期限の喪

失の意思表示が現実

になされるまで、消滅

時効が進行しない。

12 最判 民法 166 貸金請求 同上 割賦金弁済契約にお
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昭 42.6.23 上告事件 いて、割賦払の約定に

違反したときに債務

者は期限の利益を失

う旨の約定が存する

場合には、１回の不履

行があっても、各割賦

金額につき約定弁済

期の到来毎に順次消

滅時効が進行し、債権

者が特に残債務の弁

済の意思表示した場

合にかぎり、その時か

ら時効が進行する。

13 
最判 

平 19.4.24 

民法 91 

民法 166

民法 666

預金払戻

請求事件

自動継続特約のある定

期預金について、ＸがＹ

に対し解約申し入れを

した上で、預金の返還を

求めて提訴した。 

満期日が到来すると

次の満期日までは任

意に払戻請求権を行

使することができな

いから、法律上の障害

があるとした上で、解

約申し入れ後最初に

到来する満期日から

預金払戻債権の消滅

時効が進行する。 

14 
最判 

平 21.1.22 

民法 166

民法 703

不当利得

返還等請

求事件 

Ｘは貸金業であるＹに

対し、基本契約に基づく

継続的な金銭消費貸借

契約に係る弁済金のう

ち、利息制限法所定の制

限額を超えて支払った

利息を元本に充当する

「過払金充当合意を

含む基本契約に基づ

く継続的な金銭消費

貸借契約取引におい

ては、同取引継続中は

過払金充当合意が法

律上の障害」となる。
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と過払金が発生すると

主張。 

継続的な金銭消費貸

借契約取引が終了し

た時点から過払金返

還債権の消滅時効が

進行する。 

15 
最判 

平 13.11.27 

民法 166

民法 167

ほか 

供託金取

戻却下決

定取消請

求事件 

Ⅹが賃貸人の死亡によ

り債権者を覚知するこ

とができないため、供託

した供託金の取戻請求

をしたところ、認容され

たためＹが上告した。 

「各供託金取戻請求

権の消滅時効の起算

点は、その基礎となっ

た賃料債務の各弁済

期の翌日から民法

169 条所定の５年の

時効期間が経過した

時と解すべきで…、そ

の時から 10 年が経過

する前にされた…供

託金取戻請求権を却

下した処分が違法で

あるとした原審の判

断は正当」とした。

16 
最判 

平 20.2.28 

民法 166

商法 663

保険金請

求事件 

盗難保険上の約款にお

いて、手続をした日から

30 日以内に支払う旨の

条項がある。所定の手続

後、保険請求には応じら

れないとしたのに対し、

契約者が提訴した。 

原審が規定に従った

手続をした日から、

30 日を経過した時点

を起算点として消滅

時効の完成を認めた

のに対し、契約者が

「調査に協力するこ

とにより、これに応じ

たものと解すること

が相当」として、本件

保険金請求権が、合意
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によって、本件免責通

知書の到達する日ま

で延期された。 

17 
最判 

平 17.11.21 

民法 166

民法 724

商法 798

損害賠償

請求事件

Ｘの所有する船甲が別

の船に衝突され、当初Ｙ

の所有する船乙に甲が

衝突したとの事実に基

づいていたが、その後、

Ｙが加害者であること

が判明し、Ｘが提訴し

た。 

「724 条が、消滅時効

の起算点を「損害及び

加害者を知った時」と

規定したのは、・・被

害者が加害者に対し

て損害賠償請求に及

ぶことを期待し得な

い間に消滅時効が進

行し、その請求権が消

滅することのないよ

うにするため」とし、

起算点は「被害者が損

害及び加害者を知っ

た時から進行する」と

した。 

18 
東京高裁 

平 18.10.12 

民法 166

民法 167

損害賠償

控訴事件

ＤＮＡ鑑定において親

子関係が存在しないこ

とが判明し、産院におい

て新生児の取り違えが

あったとして、債務不履

行又は不法行為に基づ

き損害賠償などを求め

提訴した。 

「その権利の性質上、

分娩助産契約の当事

者である両親及び子

が取り違えの事実を

知ることのできる客

観的な事情が生ずる

ことにより、その損害

が顕在化して初めて

権利行使を期待する

ことが可能となるも

のと解する」とした。
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19 

静岡地裁浜

松支部 

昭 61.６.30 

民法 166

民法 623

損害賠償

請求事件

鉱山採掘及びトンネル

掘削作業に従事し、じん

肺罹患した従事者が使

用者に対し、安全配慮義

務不履行に基づく損害

賠償を求め提訴した。 

権利を行使すること

を知るべかりし時期

は、原告ら訴訟代理人

の弁護士により損害

賠償請求訴訟の説明

会が開催された時と

し、「民法166 条１項

の「権利を行使するこ

とを得る時」とは債権

の性質、内容及び債権

者の職業、地位、教育

等から権利を行使す

ることを現実に期待

又は要求することが

できる時期」とした。

20 
福岡高裁 

平 16.５.24 

民法 709

民法 715

民法 719

ほか 

損害賠償

請求控訴

事件 

日中戦争及び太平洋戦

争で生じた労動力不足

を解消するため、強制連

行され労働を強制され

た中国人が企業に対し、

不法行為及び債務（保護

義務）不履行に基づく損

害賠償を求め提訴した。

「中華人民共和国で

は、1986 年（昭和 61

年）２月１日に公民出

国入国管理法が施行

されるまで、私事によ

る出国が認められて

いなかったから、一審

原告らは、1986 年２

月１日前は、上記損害

賠償請求権を行使す

るについて、ａ法律上

の障害があった、ｂあ

るいは、少なくとも、

その権利行使を現実

にし難い特段の事情
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があったと解する」と

した。 

21 
宮崎地裁 

平 19.３.26 

民法 166

民法 167

中国人強

制運行強

制労働損

害賠償請

求等事件

中国国民である原告が

当時の日本の政策に基

づき、被告らによって日

本へ強制的に連行され

た上、過酷な労働を強制

されたことによる精神

的な苦痛を受けたとし

て、損害賠償を求め提訴

した。 

20 と同旨 

22 
大阪地裁 

平 12.10.19 

民法 166

民法 167

清算金交

付請求事

件 

破産債権者の合意を得

て、土地を含む破産会社

の全財産を取得した原

告が、同資産中の土地に

つき、換地処分による清

算金の交付請求権に基

づき、土地区画整理事業

の施行者である市長に

対し、支払いを求め提訴

した。 

「土地区画整理事業

の施行者である市長

が一括交付すべき清

算金につき施行規程

に基づいて清算金交

付期日を指定した場

合には、右交付期日ま

での間は、清算金交付

請求権につき権利の

性質上その権利行使

をすることが現実に

期待できない事情が

あるというべき」とし

た。 

23 
東京地裁 

平 15.６.30 

民法 166

商法 798
- 

原告所有の船舶（日本漁

船）が、公海上において、

被告所有船舶（リベリア

共和国貨物船）を運行し

「遅くとも上記平成

12 年 10 月 11 日ころ

までには本件事故の

衝突相手船が被告船
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ていた船員の過失によ

り同船舶と衝突し、破損

したとして、原告が被告

に対し損害賠償を求め

提訴した。 

ではないかと疑うに

足りるだけの客観的

な情報は得ていたも

のと認められ」、「遅

くともその時点から

同請求権の消滅時効

期間が進行し始めた

ものといわなければ

ならない。」とした。

24 
大阪地裁 

平 17.３.11 

民法 166

労基 115

ほか 

互光建物

管理事件

マンションの住込み管

理人として勤務してい

た原告は、使用者である

被告に対し、在職中の未

払賃金の支払などを求

め提訴した。 

「賃金の支払日とし

て通常考えられる

もっとも遅い時期で

ある同年十月末日以

降は、原告が請求対象

とするすべての時間

外割増賃金支払請求

権について、その権利

を行使することが可

能であったといえる」

とした。 

25 
名古屋高裁 

平３.４.24 

民法 166

労災保12

の８ 

労災保42

労働者災

害給付に

関する処

分取消請

求控訴事

件 

チェーンソーを使用し

て立木伐採作業に従事

していたことにより騒

音性難聴に罹患した原

告が、労働者災害補償保

険法に基づく障害補償

給付を求め提訴した。 

「遅くとも騒音職場

離脱時の昭和 49 年

11 月ころには右聴力

障害が控訴人の従事

した立木伐採作業の

業務に起因するもの

であることを認識す

ることができた」とし

た。 

 


